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　日本工学アカデミーは、工学・科学技術全般の発展に寄与する目的で設立された産学

官の指導的技術者を会員とする団体です。会員の豊かな経験や知識、幅広いネットワー

クを活用したプロジェクトチームを中心に、広く会員外からの協力も得て、調査提言活

動を進めています。その成果をまとめ、社会が目指すべき方向性に関して、官公庁、立

法府、産業界、学会、研究機関等に先導的、創造的な施策を提言し、社会実装を目指し

ます。

　「インクルーシブな STEM 研究環境の構築」は、アカデミーでも情報

発進、工学・自然科学研究者への普及、政策提案など障害のある学生や研究者が活躍で

きる STEM 研究環境を実現することの意義を、人権と共同創造等の面から整理すると

ともに、実態調査を踏まえて現状を俯瞰し、インクルーシブな STEM 研究環境の実現

のために取り組むべき、制度的・技術的・文化的・教育的な課題を総合的に検討し、政

策提言として整理しました。アカデミーでも、情報発信、工学・自然科学分野の研究者

や学協会、大学や研究機関、民間企業への普及、政策提案などにつなげていきたいと思

います。我が国が複雑な社会問題に直面しつつあるにもかかわらず、重要な政策決定に

かかわる立法府とアカデミアの間に何らの組織的関係がない現状に鑑み、問題の所在と

改革の方向についての検討を行い、日本工学アカデミーは何をすべきかを取りまとめま

した。今般、本報告書の原案がまとめられ、政策提言委員会での査読を受け、理事会で

の審査を経て、最終版を確定しましたので、日本工学アカデミーとしての発出を理事会

で決めました。広くご活用いただくことを期待します。
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概要 

➢ 研究環境は、「多様性」「包摂」「公平」「所属感」の つの理念を実装しなくて

はならない。

➢ 上記の理念を実装することで、研究組織のパフォーマンス向上や、研究の共同創造の促

進を媒介に、共生社会の実現に資する卓越した知識や技術の産出が期待できる。

➢ 組織における「多様性」「包摂」「公平」「所属感」の つを測定するいくつかの標準

化されたツールが利用可能である。

➢ 高等教育機関や研究機関における障害のある人々の「多様性」「包摂」「公平」「所属

感」は低水準であり、特に 領域で遅れている傾向がある。

➢ 研究環境には、障害のある学生や研究者の活躍を阻む、数多くの物理的・制度的・

文化的な障壁が存在している。

➢ これらの障壁を除去することは、障害の有無を超え、すべての学生や研究者が活躍でき

る研究環境の実現にも寄与する可能性が高い。

➢ 戦略的に障壁を除去し、インクルーシブな 研究環境を実現するために、 領域、

項目からなる以下のような政策提言を行う。

インクルーシブなSTEM研究環境の構築に向けた政策提言 

I. インクルージョンと共同創造のための行動指針を策定し、実態調査を行う（緊急に） 
⚫ ビジネスや政治のリーダーは、「インクルージョンと共同創造によって、よりよい

社会の実現に資する知を生み出す、 教育研究環境を実現する」という行動指針

を発信する。

⚫ 行政は、初等・中等・高等教育から大学の雇用環境に至るまで、インクルージョン

と共同創造に不可欠な、一貫した多様性・包摂・公平・所属感の実態をモニタリン

グ調査し、結果公開し、共有する。

Ⅱ. インクルージョンと共同創造の観点から分野ごとに研究者の評価基準を見直す（3年

程度で） 
⚫ 学協会は、インクルージョンと共同創造の観点から、分野ごとに要求される能力・

作業を明確化し、合理的配慮指針を策定するとともにその普及を図る（⇒提言 ）

⚫ 研究機関は、多様な社会貢献や機会剥奪に関するナラティブを考慮に入れた評価基

準を作成するとともにその活用を推奨する。

Ⅲ. ダイバーシティ＆インクルージョン教育プログラムを開発し、実践、検証する（5年程

度で） 
⚫ 行政は、アカデミアにおける文化的障壁を取り除くため、ダイバーシティ＆インク

ルージョンの価値を実装し、差別や偏見をなくすための学生・教職員向けプログラ

ムを開発し、その効果を検証する。

⚫ 研究機関・学協会は、エビデンスに基づいたダイバーシティ＆インクルージョン教

育プログラムを実施し、測定尺度等を活用してその効果をモニタリングする。

Ⅳ. 研究の共同創造を推進する（直ちに着手し、計画的、継続的に） 
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⚫ 行政は、アカデミアにおける研究の共同創造を実現するため、共同創造ガイドライ

ンを策定し、共同創造を実践する 、ユーザーリサーチャー制度のモデル事業を

推進し、支援する。

⚫ 研究機関・学協会は、研究の共同創造の好事例を収集・発信するとともに、そのモ

デル事業を支援する。

Ⅴ. アカデミアのインクルージョンと研究の共同創造を支える支援者・支援機器・環境を

整備する（直ちに着手し、計画的、継続的に） 
⚫ 国は、障害者権利条約の義務を誠実に遵守し、国連の障害者権利委員会の日本への

総括所見に沿って、障害のある学生・研究者の人権の享有と行使を妨げる障壁を除

去することにより、アカデミアのインクルージョンと研究の共同創造を支える環境

を整備する。

⚫ 行政は、アカデミアのインクルージョンと研究の共同創造の基盤を固め維持するた

めに、公的介護保障制度を高等教育や就労の場においてもシームレスに利用できる

運用指針を確立するとともに、支援者・支援機器・環境整備を促進する予算措置を

行う。

⚫ 行政は、実験室における合理的配慮の提供を支援するしくみを整備するとともに、

さまざまな学問分野、キャリアレベル、障害の種類に応じた合理的配慮の事例をま

とめたリポジトリデータベースを整備する。

⚫ 研究機関は、実験室のアクセス基準・安全管理基準の策定をし、モデル実験室を構

築する。

⚫ 行政・研究機関・産業界は、互いに連携して、科学教育研究活動への遠隔技術・ 技

術の実証可能性を検討する。

Ⅵ. 手話通訳人材育成（直ちに着手し、計画的、継続的に） 
⚫ 行政・研究機関は、学術手話通訳者の養成を兼ねた研究機関へのインターンシップ

配置および雇用を促進する制度を設計し、実施する。

⚫ 行政・研究機関・産業界は、互いに連携して、科学用語を表す手話の開発と共有を推

進し、科学用語に精通した手話通訳者の育成を目的とした、インターンやサマーコ

ースなどの各種プログラムを企画するとともに、研究機関での専属手話通訳者の雇

用を支援する制度を実現する。
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はじめに 

第二次世界大戦時における人権侵害への反省から、 年の国際連合憲章、 年の世界

人権宣言、 年の国際人権両規約が採択され、さらにあらゆる形態の人種差別の撤廃に関

する国際条約、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、児童の権利に関する

条約も成立した。 年には障害者を対象にその権利を謳った障害者権利宣言が採択され、

さらに 年の国際障害者年と題する総会決議では、「障害者を個人と環境との関係として

捉えるべき」という障害の社会モデル1に基づく障害の定義が示された。その後も障害者運

動の国際化が進み、 年に法的拘束力のある包括的な障害者の人権文書である障害者権利

条約が成立した。

前文と本文 か条からなる障害者権利条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本

的自由の完全かつ平等な享有の促進・保護・確保を目的としている。前文には明確に「様々

な障壁との相互作用」という表現があり、国際障害者年以降の障害認識である社会モデルを

反映している。条約の基本的な理念を定めている第 条の一般原則では、①尊厳（社会的・経

済的に役立つという理由からではなく、すべての人間が無条件に有しているかけがえのない価

値）、自立（インディペンデンス）と自律（オートノミー）、②無差別（合理的配慮の否定

も含む）、③社会包摂、④差異の尊重、⑤機会の均等、⑥アクセシビリティ（施設およびサ

ービス等の利用の容易さ）⑦男女平等、⑧児童の発達という つの原則を掲げている。第 条

以下では、障害者の権利と、国家の義務（第 条：差別禁止と合理的配慮の義務、第 条：

法的人格・法的能力の平等、第 条：インクルーシブ教育制度の義務など）を述べている。

日本政府は、 年 月 日に障害者権利条約に署名し、 年 月 日に設置された障が

い者制度改革推進本部と障がい者制度改革推進会議（ 人のうち過半数は障害者とその家族）

のもと、条約と整合性のあるものへと大規模な国内法整備が行われた。 年障害者基本法

改正、障害者虐待防止法成立、 年障害者総合支援法や障害者優先調達推進法成立、

年障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法成立などの後に、日本政府は障害者権利条約を

批准し、 年 月 日に発効した。とくに、 年改正障害者基本法の第 条「障害者の定

義」では、改正前は生活制限が機能障害のみに起因するものとして捉えられていたが、改正

後は機能障害と社会的障壁（障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と

なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの）によって生ずるという

社会モデルの考え方が採用された。

その他、障害者基本法改正により、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保さ

れ、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことや、手話を含む言語など、

意思疎通のための手段の選択の機会保障、合理的配慮2の提供義務、性別、年齢、障害の状

障害 を、平均とは異なる心身の構造や機能の特徴 と区別する考え方。

が、少数派の心身の「中」に宿る特徴であるのに対し、 は、少数派の心身を受け

入れない社会環境と少数派の「間」に生じるミスマッチとみなす。 年代までは、 と

を十分に区別せず、 の除去を通じて の解消を目指す「障害の個人モデ

ル」が主流だったが、 年代以降、 があるままでも平等な機会を享受できるよう、社会

環境を少数派にとってもアクセスしやすいものに変革することを重視する「障害の社会モデル」が広

がっていった。

合理的配慮の概念には広狭二つの意味がある。大学等が事柄（就学、就労、研究など）の本質部分

に関して等しい障害者を等しく取り扱うためには、事柄の非本質部分に関して適切な調整を施すこと
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態及び生活の実態に応じた障害者施策、障害者施策への障害当事者の関与や参加、障害のな

い児童及び生徒と共に教育を受けられるような配慮、防災および防犯、消費者としての障害

者の保護、選挙等における配慮、司法手続における配慮などが明記された。

このように、ここ 年で障害のある人の権利を保障する国内外の法制度が急速に整備され

てきた。しかし、法が掲げる理念が、現実の社会で十分に実現できているわけではない。例

えば雇用分野に関し、表 は、平成 年度に厚生労働省が、障害別に雇用実態を比較したも

のである。国税庁平成 年度民間給与実態統計調査を参照すると、日本人雇用者の平均月給

は約 万円なので、障害のある人の給与は低い水準であることがわかる。加えて、障害別

に比較すると、身体障害に比べ、知的障害、精神障害、発達障害においては、給与水準、就労定

着と勤続年数、雇用の安定性などの点で課題を抱えていることが見て取れる。

日本には法定雇用率制度が存在しているため、雇用率自体は上昇傾向にあるものの、企業

側の障害のある人々を雇用するインセンティブは低い3。また、障害のある人々が従事する職務

は社内向け間接業務を切り出したものに集約しがちであり4、本業における戦力として活躍で

きる障害者雇用が実現しているとは言いにくい現状がある。

表 障害別雇用実態

身体障害者 知的障害者 精神障害者 発達障害者

（スロープの設置、テキストデータや点字資料の提供など各種障壁の除去）がときに必要となる。大

学等がそのような適切な調整を過重な負担のない範囲で行うことを広義の合理的配慮という。大学等

がこの合理的配慮を怠ることにより、事柄の本質部分に関して等しい障害者を等しく取り扱うことが

できなければ、障害者差別が発生しうる。特に、大学等が特定の障害者個人から申出を受けた後に、

そのような適切な調整を過重な負担のない範囲で行うこと（個別的・事後的な合理的配慮）を狭義の

合理的配慮という。日本の障害者差別解消法にいう合理的配慮は狭義のものを意味する。国連の障害

者権利委員会の一般的意見 号（ 年）も、障害者権利条約 条に定義する合理的配慮を狭義の意味

で理解している（

）。大学等が特定の障害者個人からの申出を受ける前に、あらかじめ障害者

集団（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、精神障害者など）のために適切な調整を施しておく

こと（集団的・事前的な合理的配慮）は、狭義の合理的配慮に含まれない。集団的・事前的な合理的

配慮は、障害者差別解消法 条に定める環境の整備（事前的改善措置）や、国連の障害者権利委員会

のいうアクセシビリティ義務にあたる。松井彰彦・川島聡「制度の隙間をなくす――特別制度から一

般制度への昇華」『経済分析』（内閣府経済社会総合研究所、 年）第 号 頁等参照。

厚生労働省平成 年度障害者雇用実態調査によると、雇用側に今後の障害者雇用方針について尋ね

たところ、身体障害者の場合は「積極的に雇用したい」が ％、「一定の行政支援があった場合雇

用したい」が ％、「雇用したくない」が ％、「わからない」が ％であった。知的障害

者の場合は「積極的に雇用したい」が ％、「一定の行政支援があった場合雇用したい」が

％、「雇用したくない」が ％、「わからない」が ％、精神障害者の場合は「積極的に雇用

したい」が ％、「一定の行政支援があった場合雇用したい」が ％、「雇用したくない」が

％、「わからない」が ％、発達障害者の場合は「積極的に雇用したい」が ％、「一定の行政

支援があった場合雇用したい」が ％、「雇用したくない」が ％、「わからない」が ％

であった。いずれも、「雇用したくない」が「積極的に雇用したい」を上回る結果になっている。

中島隆信（ ）『新版 障害者の経済学』東洋経済新報社
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従業員規模５人

以上の事業所に

雇用されている

人数

万 人 万 人 万人 万 人

１ヵ月の平均賃

金

万 千円 万 千円 万 千円 万 千円

平均勤続年数 年 月 年 月 年 月 年 月

最も多い職種 事務的職業 生産工程の職業 サービスの職業 販売の職業

正社員の比率 ％ ％ ％ ％

（備考）厚生労働省「平成 年度障害者雇用実態調査」より作成

同様の傾向は、大学等の高等教育機関においても生じている。日本学生支援機構「障害の

ある学生の修学支援に関する実態調査」によれば、平成 年度の調査で、高等教育機関 大

学・短期大学・高等専門学校 に在籍する学生 名のうち、障害のある学生の人数は

名であり、割合としては であった。一般人口における障害のある人の割合5が、

身体障害者は 、知的障害者は 、精神障害者は であることを踏まえると、この数

値は低いと言わざるを得ず、高等教育機関への障害のある人の過小参加(under-representatio

n)が確認できる。さらに、高等教育から就労への移行に関しでも、平成 年度の障害のある

高等教育卒業者 人の進路は、進学が 人で就職が 人だった。卒業者全体に占め

る就職者の割合を障害別に比較6すると、視覚障害 ％、聴覚・言語障害 ％、肢体不

自由 ％、病弱・虚弱 ％、発達障害 ％、精神障害 ％であり、平成 年度の一

般の卒業生全体に占める就職者の割合 ％7と比べると、とくに精神障害や発達障害で就

職する学生の割合が低い数値に留まっていることが分かる。

第 節で詳しく述べるように、大学にいる障害のある研究者も、数多くの障壁を経験して

いる。特に、 分野において、障害の

ある学生や研究者がより大きな障壁を経験しているということが、海外の報告書などで問題

提起されている。座学やテキストベースの活動を中心とする分野に比べ、多様な実験や実習

を行わなくてはならないSTEM分野においては、既存の設備、什器、道具、カリキュラムでは、障害

のある学生や研究者の参加が阻まれるというケースが多い。

こうした背景のもと、公益社団法人日本工学アカデミーは、 領域の教育研究環境での

障害のある学生や研究者のインクルージョンを広く社会実装するために必要な政策を提言す

ることを目的とし、表 の有識者を委員としつつ、 年 月より「インクルーシブな

研究環境の構築」を始動し、東京大学先端科学技術研究センターが主導する「インクルーシ

内閣府令和元年版障害者白書による。

日本学生支援機構（ ）「令和元年度（ 年度）大学、短期大学及び高等専門学校における

障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書」 、図 障害学生の卒業及び就職の状

況

文部科学省平成 年度大学等卒業者の就職状況調査

8



ブ・アカデミア プロジェクト8」を試行事例として分析し課題を整理した上で、本提言書を

作成した。

具体的な作成手続きとしてはまず、① 年 月 日に開催した第１回の全体会議で、イ

ンクルーシブ・アカデミア プロジェクトの実践報告、および本事業の目的や方法を説明し、

全体方針について議論したうえで、大まかな提言書の構成案をスライドで作成した。これを

もとに、② 年 月 日に日本工学アカデミー政策共創推進委員会主催で、衆議院の伊佐

進一議員、大野敬太郎議員をはじめとした立法・行政関係者を招き、日本工学アカデミー主

催「第３回政治家と科学者の対話の会」を開催し、本事業の説明と政策提言案のプレゼンテ

ーション、意見交換を行った。ここでのフィードバックに基づきドラフトを順次作成し、③

年 月 日に「理念と意義（第 節）」「実態（第 節）」についての読み合わせと意見

交換、④ 年 月 日に「物理的・制度的障壁の除去（第 節）」についての読み合わせと

意見交換、⑤ 年 月 日に「文化的障壁の除去（第 節）」についての読み合わせと意

見交換を行った。参考資料 は、こうした手続きの中で出てきた意見の一覧と、それぞれを

踏まえた加筆修正の内容を要約したものである。こうして提言書全体のドラフトを完成させ、

全 領域 項目からなる「政策提言（第 節）」を付記したうえで、⑥ 年 月 日に第 回

の全体会議、⑦ 年 月 日に第 回の全体会議を行って最終版を完成させた9。

本提言は、大学の 研究環境における、障害のある人々の包摂という限定的なトピック

を扱ったものではある。しかしその射程はより広いと考える。特に、COVID-19の世界的な

流行により、多数派も含めて、大なり小なり、皆、社会環境とのミスマッチ(＝障害)を経験している10。

例えば、大多数の人々が大なり小なり経験している、閉じ込められ、孤立し、周囲や家族と

のつながりや交流がないことは、施設に住んでいて「外に出る」ことができない障害者の経

験と重なる。また に関する信頼できる情報にアクセスすることが容易ではないこと

は、視覚障害や聴覚障害のある人々が、情報保障が十分に提供されていない中で、情報への

アクセスが困難になる経験を想像させるものである。加えて、 に関連性が強いと誤

解されることで、国籍や年齢、職業などを理由とする不当な差別をされる可能性が高まって

年、東京大学先端科学技術研究センターが中心となり、東京大学の複数の部局（バリアフリー

支援室、環境安全センター、大学総合教育研究センターなど）と協力して、組織の「 ：ス

トラクチャー（制度や物理的環境）」と「 ：カルチャー（人々の価値観に基づく慣習や態

度）」の両面から、インクルーシブな大学のデザインを、障害等の様々な困難を持つ当事者ならでは

の視点で提案し、キャンパスに実装することを目的とした か年プロジェクト。プロジェクト ：

9 なお、第 回と第 回の全体会議の間にあたる 年 月 日に国連の障害者権利委員会は日本への総

括所見を採択した。この総括所見の中で、障害者権利委員会は、障害者権利条約 条（教育）との関

連では、障害学生をとりまく障壁の除去に取り組むための国内総合政策（

）を発展させることなどを日本に要請するとともに、同 条（労働及び雇用）との関連では、

障害者の職場環境をアクセシブルなものにすることを確保し、個別支援及び合理的配慮に関する研修

を事業主に提供し、障害者（特に知的障害者・精神障害者・女性障害者）の雇用を奨励し確保するた

めの積極的措置を強化し、就労上より多くの支援を必要とする障害者のパーソナルアシスタンスの利

用を制限する法規定を除去することなどを日本に勧告している。
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いるが、これも障害者差別と地続きであり、特に、医療サービスを受けられる人に優先順位

がつけられたり、健康状態に基づいて個人に付与される「命の価値」に依拠して、優先順位

の低い患者はサービスが延期されたり、中断されたりする可能性が高まっている。さらに、

障害のある人だけでなく、教育、労働からの排除は普遍化しつつある。

このように、障害の社会モデルに基づいて障害を捉えるならば、COVID-19により障害は普

遍化している。そのような中、 流行下で、以前は障害者向けのソリューションとさ

れてきたものが、今や汎用され始めてもいる11。本報告書に述べられた、狭義の障害者に対

するソリューションは、社会環境との間に障害を経験しているより多くの人々にとっても有用なもの

が少なくないだろう。

本提言書ではまず、なぜ、 研究環境にとってダイバーシティやインクルージョンを推

進することが重要なのか、その理念と意義（第1節）を述べたのちに、実態（第2節）について説

明する。そのあと、 研究環境のダイバーシティやインクルージョンを推進するうえで必

要な、物理的・制度的障壁の除去(第3節)と、文化的障壁の除去(第4節)を提案し、最後に、そ

れを実現するための政策提言(第5節)を行う。
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第1節 理念と意義 

まず第 節では、そもそもなぜ、 研究環境にとってダイバーシティやインクルージョ

ンを推進することが重要なのか、その理念や意義を確認する。まず初めに、ダイバーシティ

多様性 やインクルージョン 包摂 、そしてそれらと関連の深いエクイティ 公平 やビロン

ギング 所属 という諸概念の定義について述べる。それに続き、ダイバーシティ、インクル

ージョン、エクイティ、ビロンギングを 研究環境に実現する意義について、「公正12な

社会の実現」「組織パフォーマンスの向上」「研究の共同創造」という つの観点から説明

する。

1.1 理念定義 

本報告書の中で、 研究環境が満たすべき条件を表す中核的な概念として、ダイバーシ

ティ、インクルージョン、エクイティ、ビロンギングの つを掲げる。それぞれ、以下のよ

うに定義される。

多様性

多様性とは、個人レベル、または、属性レベルの、さまざまな違いを意味する。違いを表

現するディメンションには、人種、民族、性別、性的指向、社会経済的状況、学習スタイル、

出身国、障害、政治的イデオロギー、宗教、文化的視点などを含むが、これらに限定される

ものではない。組織の多様性を高めるためには、構成員の個人レベル、属性レベルの割合を

調べて、一般人口における割合から乖離することなく、多様な視点が反映されるようにする

必要がある。

包摂

包摂とは、多様な属性や個性を持つ人々が、リーダー的役割や意思決定プロセスを含む、

組織のあらゆる側面に完全参加できるようにする、という目的をもって継続的に行う取り組

みを指す。これは、多様な構成員が、組織によって、尊敬されるメンバーとして評価され、

歓迎され、構成員もまた、自分は組織に所属しているという感覚 後述する所属感 をもてる

状態を指す。包摂は、社会モデルの考え方に基づいており、社会が多様なニーズを配慮する

こと（社会が個人に適合すること）を含意し、多様なニーズへの配慮を伴わず個人が社会に

適合することを要求する、個人モデル的な「同化」の対極にある。組織やコミュニティの包

摂を実現するための活動を行っているヴェルナ・マイヤーズ (Vernā Myers)は、多様性と包

摂の違いについて、「多様性とはパーティーに招かれること、包摂とはダンスに誘われること」

と説明している13。

ここでは「公正 」を、公平 よりも抽象度が高く、それゆえに複数の解釈が可能

な概念として用いている。「公正とは何か」という問いに関する答えとしては、すべての人に等しく

資源を配分することとみなす「平等 派」と、機会が等しくなるような形で個人の多様性に

合わせて資源を不均等に配分することととみなす「公平 派」等がある。多様性

と矛盾しない公正の解釈は、平等ではなく公平なので、本提言書でも公平説を採用する。
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公平

公平とは、誰もが同じ機会にアクセスできる状態を指す。社会には、一部の人にだけ与え

られた特権や、一部の人の前にだけ立ちはだかる物理的・心理的な障壁が存在する。その結

果、誰もが同じスタートラインに立てない現状がある。公平な社会や組織を実現するには、

不平等な現状を認めることから始め、不均衡を是正する必要がある。公平な組織は、すべて

の構成員が自分のアイデンティティに関係なく、成長し、貢献する機会を保障する。

所属感

多様性、包摂、公平がある程度客観的に定義されるのに対し、所属感は、組織の構成員が

もつ、「組織内の他のメンバーと、経験、信念、または個人的な特徴を共有することで築か

れる、自分はこの組織に、敬意を払われる価値ある存在として所属しているという主観的な

感覚」と定義される14。

では、これら つの理念を達成することは、なぜ、構成員や、大学や、広く社会にとって

重要なのだろうか。以下では、「公正な社会の実現」「組織パフォーマンスの向上」「研究

の共同創造」という つの観点から説明する。

1.2 意義①：公正な社会の実現 

潜在能力アプローチと合理的配慮

経済学者アマルティア・センと、哲学者・倫理学者のマーサ・ヌスバウムが展開してきた

潜在能力アプローチ（ ）は、公正な社会や組織の実現を考える際に、

多くの研究者や実践家が参考にしてきた理論である15。センとヌスバウムが提案する潜在能

力という概念は、ある人が潜在的に何をでき（ ）、どんな状態になれるか（ ）と

いう、選択肢の幅、言い換えれば享受できている自由の度合いを評価しようとする概念であ

る16。潜在能力アプローチでは、選択肢の幅＝自由度が公平になる社会や組織を、公正なも

のとみなす。

持続可能な開発目標 の策定をリードした国連開発計画（ ）の中心的理念であるディベ

ロップメント（ ）は、個人レベルだけでなく、社会レベルの発展も包括した概念であ

る。潜在能力アプローチは、このディベロップメント概念に対しても理論的支柱を与えてきた。

ⅹ を「個人 が所有する財」、 を「財をその属性に変換する関数」、 を「個人 が

可能な財の利用パターンを表す関数」だとすると、個人 が財ⅹ から生み出せる機能 や

である は、 ＝ と表される。個人 が所有するⅹ と の全体を定義域 それぞれ 、

としたときの の値域を、個人 の潜在能力： と定義する。潜在能力アプローチは に

よって個人の自由の度合いを表し、これをすこしでも平等にすることを倫理とした。しかし、第７回

で扱った「依存先の数の多寡」という側面は、 に注目しただけでは見えてこない。筆者はもう

一度財空間に目をやり、同一の を達成するのに利用できる財 の種類の多寡を、 あ

る ∈F において ＝ として表現する必要があると考える。とくに生命など重要性の高

い において が小さいことは、なけなしの依存先である財 から支配や暴力を受ける可能性を

高めるからである。
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潜在能力は、「基礎的潜在能力（ ）」「内的潜在能力（

）」「結合的潜在能力（ ）」の つに分けられる17。基礎的

潜在能力とは、「何ができ、どんな状態になれるか」に関する生まれつきの素質であり、内

的潜在能力とは後天的に発達する「母国語を話す」「絵を描く」といったものをさす。基礎

的潜在能力と内的潜在能力はどちらも、個人のなかに帰属するものと想定されている18。

しかし、いくら個人のなかに潜在能力があっても、外的環境が一定の条件を満たしていな

ければ機能が「発現」することはない。 つ目の結合的潜在能力とは、「内的潜在能力がそ

の機能を発現するための、適切な外的条件が存在している状態」と定義される。

例えば、大学入試で評価しようとするのは数ある内的潜在能力の一部である。各大学は、

自らが評価したい内的潜在能力を明確にしたうえで、多様な受験生がそれを公平に発現でき

るような外的環境を提供しなくてはならない。各受験生の内的潜在能力を公平に発現させる

には、すべての受験生に同じ外的環境を提供したのでは不十分である。例を挙げて考えよう。

ある大学では、「鉛筆を持って素早く書く（内的潜在）能力は、入試における評価対象では

ない。しかし、頭の中で素早く計算する（内的潜在）能力は評価対象である。」という入試

選抜ポリシーを採用しているとする。そして、その大学を、上肢の機能障害ゆえに鉛筆を持

って素早く書くことはできないが、頭の中では素早く計算できる生徒が受験したとする。こ

の時、他の受験生と同じ外的環境を提供したのでは公平な扱いとは言えない。なぜなら、評

価対象ではない「鉛筆を持って素早く書く能力」の低さが、測定対象である「頭の中で素早

く計算する能力」の発現を邪魔してしまうからである。この受験生にとって、鉛筆で回答す

る受験環境が、社会的障壁として立ちはだかっているのである。したがって、鉛筆とは異な

る外的環境、例えばパソコン等をその学生にのみ提供することで、「測定対象である能力の

発現を妨げるような社会的障壁を除去することで、測定対象ではない内的潜在能力の個人差が能

力発現に影響しないようにする配慮」が必要になる。現在、差別解消法の下で大学が提供しな

くてはならなくなった、障害のある受験生に対する入試における合理的配慮19とはそのよう

なものである。

池本幸生・田口さつき・坪井ひろみ訳『女性と人間開

発』 岩波書店  
内的潜在能力は、環境との相互作用によって個体のなかに開発されるものであり、その意味にお

いて環境の影響を受ける。しかし、相互作用の時制と能力が存在する時制はずれており、「過去」の

環境との相互作用の累積として、「現在までに」個体のなかに開発された内的能力を意味する。それ

に対して後述の結合的潜在能力は、環境との相互作用と能力の発現が同時であり、個体の内部に帰属

できる能力ではなく、個体と環境の、いま、ここでの結合があってはじめて発現する能力である。そ

の意味で、結合的潜在能力のみが社会モデル的な能力概念であるといえる。

広狭の合理的配慮の概念については前掲注 を参照。障害者権利条約第 条（定義）において、

「合理的配慮」は、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使する

ことを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの

であり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。

国連の障害者権利委員会の一般的意見 号は、合理的配慮義務の履行を導く際の鍵となる要素とし

て、（ ）障害者との対話を通した障壁の特定と除去、（ ）配慮の実現可能性の評価、（ ）配慮の

実効性の評価、（ ）配慮負担の過重性の評価、（ ）平等促進・差別解消の基本的趣旨への合理的配

慮の適合性の確保、（ ）障害者側の費用の非負担性の確保、（ ）配慮提供側の過重負担の証明責任

の確保、を挙げる。
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学問が求める能力の発揮や作業の遂行を妨げる社会的障壁の除去

大学や研究機関をインクルーシブにするという目標は、どのような人でも組織の構成員に

なれるということを意味しない。大学に限らず多くの組織は、特定の財、サービス、知識、

技術などを新たに生み出し、供給するミッションをそれぞれに持っており、そのミッション

を効果的に遂行できる人材を選抜する。その意味で、組織には排除の力学が否応なしに働く。

したがって、大学をインクルーシブにするとしても、試験などを利用して、一定の内的潜在

能力を備えていると判断された人々が、大学に構成員として招かれるという基本的な仕組み

は変わらない。問題は、どのような内的潜在能力を、大学 あるいは研究室、部局、学協会、

事務組織 が求める能力として採用するかという、アドミッション・ポリシーの中に宿る。

試験の種類や目的によるが、大学における多くの選抜試験においては、問題用紙から視覚

情報を取得したり、リスニング音源から聴覚情報を取得したりといった感覚器～末梢神経～

脳幹レベルが担う情報取得能力や、鉛筆を用いて回答用紙に回答を書くという運動能力は評

価の対象とされないことが多い。パソコンなどのテクノロジーや、代筆をしてくれる支援者

などの人的支援を活用して、こうした情報取得能力や運動能力は教育研究環境において十分

に代替可能だからである。

テクノロジーの進歩や、人的支援サービスの充実により、評価の対象となる能力と、評価

の対象にならない能力の境界線は変化する。例えば、カナダのオンタリオ大学では、学生実

験の評価に関し、以下のようなポリシーを明示している20。

視覚や運動機能に障害をもつ学生は、「物理的に」実験を行う必要はないが、実験の精確

な計測をアシスタントに指示できる技術的・科学的な知識をもっている必要がある。本質

的なことは、実験を行うことではなく、知識やスキル、実験を観察するための指示を行うことであ

る。

また、米国化学会も、化学実験において「代替できること」として、「物品の移動」「作

業を代わりに行うこと」「実験データの記録」を挙げ、「代替できないこと」として「実験

のデザイン」「実験データの解釈」「トラブルシューティング」を挙げている 。

どのような能力・作業が代替可能で、どのような能力・作業が代替不可能な本質的なもの

なのかの線引きは、学問分野によっても当然異なる。したがって、理想的には大学単位とい

うよりも、米国化学会のように、学協会の単位で、各々の学問分野において代替不可能な能

力・作業の範囲を明確化するとともに、合理的配慮の指針を策定することが必要である。

提言1 学協会に対し、分野・事柄ごとに要求される能力・作業の明確化と、能力の発揮や作業の遂

行を妨げる社会的障壁を除去するための合理的配慮に関する指針の策定を推奨する 

Sukhai et al. (2014) Ontario‘s Universities Accessible Campus （カナダオンタリオ大学協

議会）

（アメリカ化学会）
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1.3 意義②：組織パフォーマンスの向上 

多様性や包摂の意義は、公正な社会の実現というアプリオリな価値によって基礎づけられ

る。したがって、それ以上の根拠が必要なわけではない。しかし、そうした社会の持続可能

性を考えた時に、多様性や包摂がもつ、社会に求められる財、サービス、知識、技術を、組

織が高い水準で生産することを可能にしうるという意義にも目を向ける必要がある。以下で

は、そのエビデンスとされるもののいくつかを紹介する。

企業のパフォーマンス向上

総合コンサルティング会社 は、 年から 年に、企業 社を対象に、第

節で詳述する、障害のある人々を包摂する企業になっているかどうかを測定する

（ ）を測定し、総合得点が 点以上だった上位 ％の企業 の

成績をそれ以外の企業と比較した 。その結果、 はそれ以外の企業と比べ、売上高

で ％、純利益で 倍、利益幅で ％ほど成績が上回っていた。また、 得点を長期的に向

上させた企業 は、それ以外の企業と比較して、総株主利益が同業他社を上回る確

率が 倍高く、 の総株主利益は平均して ％も同業他社を上回っているのに対し、

他の企業はわずか ％しか上回っていなかった。同報告書ではこの結果に対して、他の調査

も参照しつつ、以下のような考察を行っている。

障害者は、自分を取り巻く世界に適応するために、日常的に創造性を発揮しなければなら
ない。そのためには、問題解決能力、敏捷性、粘り強さ、先見性、実験への意欲など、イ
ノベーションに欠かせない力を身につける必要がある。

部門を超えて障害のある従業員を配置することで、市場に送り出す製品やサービスが真に
インクルーシブなものになる23。例えば、自然な音声認識を利用した家庭用機器など、す
べての人にメリットのある製品やサービスが生まれ、売上や成長につながる。

障害のある従業員と一緒に働くことで、障害のない従業員は、職場をよりインクルーシブ
にし、すべての人にとってより良いものにする方法を意識するようになる。

つの解釈のうち、はじめの つは、障害者自身の中に、イノベーションや、ユーザー兼サプラ

イヤーであるからこその新たな市場開拓のポテンシャルが宿っているというものであり、 つ目

は、障害のある同僚がいることが、障害の有無を超えてすべての人にとって働きやすいように職場

環境を変えるというものである。

また所属感の重要性を提唱する 社の である

は、「所属感を作り出すことはそれほど難しいことではなく、組織をあげた取り組

みや方針の変更を必要とするわけではない。数分の時間とある程度の「弱さ(vulnerability)」があ

項の「共同創造」に通じる意義といえる。
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れば、誰かの人生に大きな変化をもたらし、会社の文化にプラスの影響を与え、多様な人々の編成

を変えていくことができる」と述べ、それに向けた つの を述べている。

科学のパフォーマンス向上

問題解決能力の向上、イノベーションの増加、より正確な予測など、複雑なタスクにお

いて、知識や技術を生み出す科学においても多様性のある研究チームが均質な研究チームグ

ループよりも優れていることを示す豊富な証拠がある25。また多様性のある研究チームはより

多くの論文を発表し、論文ごとの被引用数も多い傾向にある26。

多様で異なる考え方を持つ人々は、医師や科学者として、より広範な社会問題から情報

を得ながら診療や研究を行うことで、医療格差の改善に寄与することができる27。多様性

組織の帰属感を高める つの は、以下の通り。

 紹介する：メンバーを紹介する際に、与えられた役割や責任を超えて、その人の全体に理解を示

し、その人ならではのちょっとした話題を加える。また、「こちらはサラ——私たちの研究チーム

の一員です。」など、帰属意識を表す言葉を使うとチームの一員であることを実感できる。

 質問する：「気分はどうですか？ 今日の調子はどうですか？」など、シンプルで誠実な質問か

ら始め、それから相手の言葉に耳を傾ける。

 ミーティングで意見を促す：ミーティングでのインクルーシブネスを高めるためは、次の つの

方法を使う。①相手をミーティングに招待する。②その人に意見を求め、その人が本当に聞いて

もらっていると感じられるような質問を付け加える。③その人が話しているときは、最後まで聞

き、途中で発言を遮らない。

 任せる：マネージャーがチームの誰かにアジェンダを任せると、本当の責任感、信頼、影響をも

つ機会を与えられる。

 気にかける：ミーティングではパソコンやスマホなどのデバイスをしまってしまおう。同僚との

会話にしっかりと集中し、相手に敬意を払おう。

 物語を共有する：物語を共有することは帰属の感覚を作り出すうえで重要である。物語ること

（ ）には つの意味がある。まず、あなたが話し手である場合、聞き手のキャリア

の来歴を十分に気にかけ、自分自身の弱さを開示して、失敗も成功も共有することで、私たちは

お互いから学ぶことができる。次にあなたが聞き手である場合、私たちは自分自身を他の誰かの

立場から見ることができるようになる。また、とくに語り手があなたに似ているとき、相手に対

し、「自分もあの人と同じだったかもしれない」という可能性に気付けるようになる。

at Wadors, “Diversity Efforts Fall Short Unless Employees Feel That They Belong,” Harva

下記の文献を参照。

–

下記の文献を参照。

–
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のある臨床チームや科学チームは、特定のエスニシティの患者に見られる健康アウトカム

の格差に対処するのに適しているかもしれない28。多様なチームを採用することで、より多く

の患者に利益をもたらす、質の高い有意義な臨床研究を行うことができる29。

スティグマやマイクロアグレッションといった、第２節で詳述する文化的排除をなくすこと

も本人のウェルビーイングやパフォーマンスの向上に寄与する。「特定のアイデンティティに基

づく、他者をけなすような、微妙な日々のやりとり」を意味するマイクロアグレッションに

関する先行研究の多くは、人種とエスニシティに関して行われてきたが、最近は性同一性、

性的指向、宗教的信念、社会経済的地位、障害といった他の個人的特徴に関する研究も進ん

でいる30。先行研究によれば、マイクロアグレッションは大学での学習、参加、所属感を妨

げる可能性がある31。例えば、人はマイクロアグレッションを経験すると、「自分は考え過

ぎなのだろうか」「なぜ相手はそんなことを言ったのか」「告発すべきだろうか」などの推

論をするために、時間と労力を費やすことになる。これによって、研究環境の中で取り組ま

なければならない他のタスクをこなすための時間と労力が奪われてしまう32。とりわけ、マ

イクロアグレッションが権力のある人物に由来する場合には、そのコストは大きくなる33。

–

患者の人生経験と類似した人生経験を持つ医療者が担当した場合に、医療サービスに対する患者

の満足度が高くなることを「医師 患者コンコーダンス効果」という（ ）。先

行研究では、ジェンダーやエスニシティ、 の領域でこの効果が確認されている。障害のある医療

者についても同様の効果が期待されてはいるものの、十分な研究はまだない。

–

下記の文献を参照。

–

Wang, J., Leu, J., & Shoda, Y. (2011). When the seemingly innocuous “stings”: Racial mic

–

下記の文献を参照。

–

–

下記の文献を参照。

–
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マイクロアグレッションはまた孤立感を与え、ストレス性障害、不安、うつ病につながる

可能性がある34。その結果、当事者は孤立する環境を離れ、自分の属性を受容してくれる別

の研究領域に進路変更をすることもある。

障害に関するマイクロアグレッションについて、レットらは最近、カナダの障害のある

人の大学生を対象に、障害に関連したマイクロアグレッションと、学業成績、メンタルヘ

ルスの間の関係を検討した。その結果、マイクロアグレッションの経験があると、不安や抑うつ

の症状がひどくなり、学業上の自己概念が悪化し、成績に対する満足度が低くなることが分かっ

た35。特に大学が、告発に対して適切な組織的対応をしない「組織的背信」に遭遇すると、学業上

の自尊心が低くなり、抑うつ症状がひどくなる。

マイクロアグレッションはマジョリティの学生に対しても悪影響を及ぼしうる。彼らは身内の中で

は初の大学進学者かもしれず、兄弟がトランスジェンダーかもしれず、母親が障害や病気を

もっているかもしれない。こうした背景を持っているマジョリティ学生は、マイクロアグレ

ッションから影響を被る可能性がある36。これらの学生は、直接的にマイクロアグレッショ

ンを向けられる当事者と類似した、孤立感や居心地の悪さを感じ、そのせいで、自分の能力

を発揮できない状況に置かれうる。

–

–

下記の文献を参照。

Wang, J., Leu, J., & Shoda, Y. (2011). When the seemingly innocuous “stings”: Racial mic

–

act of racial microaggressions on college students’ self

–

下記の文献を参照。

–

–

–

–

class emerging adults negotiate an “invisible” identity. Emerging Adulthood, 1(4), 3 –
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大学は、マイクロアグレッションが、特定の属性を持つ学生だけでなく、すべての学生に悪影響

を与えていることを自覚する必要がある。

また所属感が強いほど、マイノリティの学生は留年しにくくなり37、モチベーション、達

成度、定着率が向上することが示されており、所属の不確実性を解消するための介入は、初

年度の成績平均値の上昇と正の相関関係があることが示されている38。

1.4 意義③：研究の共同創造 

ではビジネスの文脈で、障害者がユーザー兼サプライヤーになることが、新たな市

場開拓をもたらしうるというアクセンチュアの報告書を紹介した。同様の意義は、科学研究

に障害者が参加することでももたらされる可能性がある。

修辞学理論・修辞学史と障害学を専門とするドルメイジは、 年に出版した著書「アカ

デミアにおける能力主義：障害と高等教育（

）」において、「大学において障害者は研究資源として捉えられることはあっても、現状

を批判しうる新たな知識を生み出す主体としては考えられてこなかった」と述べている。大学教

員は研究し、知識を生み出す側で、障害者は研究され、身体や経験を資料として差し出す側

であるというこの権威勾配を動力源として、大学の中で産み出される障害者に関する知識は、

障害者を客体として捉え、主体としての障害者や障害者グループに独自の思想、感情、経験

的リアリティを無価値化する傾向がある39。現代社会で求められているインクルーシブネス向

上に寄与する知識を生産するには、大学における従来の知識生産工程自体を見直す作業が必要

である。

年から東京大学では、ユーザーリサーチャー（当事者研究者）制度がはじまった。ユ

ーザーリサーチャーとは、障害をもつ当事者としての感情、経験、価値観を起点に、当事者

コミュニティや多分野の研究者と共同して、独自の研究を行う新しい研究職である。こうし

た試みも、従来の権威勾配を是正しつつ、当事者や当事者グループに独自の思想、感情、経

験的リアリティを起点に、当事者と従来の専門家がともに対等な研究者となって共同し、イ

ンクルーシブな社会の実現に寄与する知識を生み出す生産工程を実現しようとするものとい

える。こうした新しい知識の生産工程を表す概念、それが、研究の共同創造（

）である。

共同創造の意義と歴史

従来、障害者は、自身の苦労のメカニズムや対処法を研究するプロセスに参加することは

稀で、アカデミアが生産した知識や技術を受動的に利用するか、せいぜい、提示された選択

肢の中から自分にとって役に立つものを選ぶだけのことが多かった。しかし、そうした受動

的な立場に置かれていると、当事者の思想、感情、経験的リアリティを繊細に掬い上げた知

識が得られにくく、場合によっては、アカデミアへの不信感にもつながる。

言い換えれば、大学ではマイクロインヴァリデーション（第 節参照）が組織的に行われがちだと

いうことである。
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当事者の痒い所に手が届く知識を生み出すため、当事者の思想、感情、経験に基づき、当

事者参画のもとで研究を推進する研究の共同創造は、当事者が、研究費の配分、仮説の提示、

実験、分析、結果の解釈と公開など、研究のすべての段階に参画し、専門家とともに科学技

術を推進する取り組みのことで、いわば研究の民主化とみなすことができる。研究の共同創

造は 年 月に雑誌 で特集が組まれるなど、国際的にも重要なトピックとな

りつつある。

例えば、イギリスのジェームズ・リンド同盟（ ）は、当事者、

支援者、臨床家が「優先課題設定パートナーシップ（

）」を組み、合議によって、もっとも重要だと思われる課題を特定し、優先順位をつける

ことを目的にした団体である40。 の合議の結果は、国立保健図書館（

）のデータベースに登録され、既存の知識や研究によってすでに解明されていな

いかどうか、データアナリストによってチェックされる。残った不確実な事柄は、優先順位

付けの合議的プロセスを経て、「優先して研究すべき課題：トップ リスト」へとまとめ

られ、研究資金提供者に対して、当事者、支援者、臨床家にとって何が重要なのかに関する

情報として提供される。他にも、精神医学領域の権威ある雑誌である

が査読者の中に精神障害のある当事者を加える方針を打ち出したり、

が投稿者に共同創造を行ったか否かの記載を義務付けたりなど、学術コミュニティも共

同創造に向けて具体的な行動を起こし始めた。

歴史をたどると、もともと共同創造という用語は科学技術分野で誕生したものではなく、

警察・司法行政の中から生まれた。警察官が巡回をやめ、パトカーでのパトロールに切り替

えた 年代後半に、シカゴ近隣の犯罪率が上昇した理由を説明するため、後にノーベル

経済学賞を受賞した政治学者・経済学者のエリノア・オストロムたちによって提案されたの

である41。オストロムは、犯罪率を低く下げ続けているのに役立っていたのは、犯罪に巻き

込まれる可能性の高い地元市民の非公式な協力であり、パトカーの導入によって警察と市民

の距離が開いたことが犯罪率を上昇させたことを実証した。その後、デンマーク、フランス、

英国、ドイツ、チェコ共和国など、多くの国で、保安、環境、医療分野における公的サービ

スの共同創造に関する社会実験が開始されている42。

また、気候変動やエネルギー問題など、多くの利害関係者 当事者 が存在するサステナビ

リティ科学においても共同創造は重要な指針の一つになっている43。国連の持続可能な開発

目標 の理念のうち、Developmentを達成するための指針が1.2項で述べた潜在能力アプロ

ーチだとすると、Sustainableに資する知を生み出し社会実装するうえで指針のひとつとなるのが共

同創造だともいえる。

Parrado, S., Van Ryzin, G.G., Bovaird, T., & Löffler, E. (2013). Corr
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研究の共同創造の方法と人材育成

科学のユーザーや利害関係者としての障害者が、当事者研究者として科学研究のサプライ

ヤー側に参入する、研究の共同創造の意義を疑う人々は少なくなった。しかし、その実現方

法については議論が続いている。例えば共同創造を謳った研究プロジェクトの議事録を分析

した研究によると、当事者参画が形式的かつ象徴的なものに留まっているという報告がなさ

れている44。さらに、多数派に合わせてデザインされた研究機関に身を置くことで、マイノ

リティが徐々に、多数派の価値観や認識枠組みに巻き込まれ、少数派視点での研究が実現し

にくくなるという指摘もある45。

こうした限界に対処するためには、マジョリティに包囲されながら個人個人がバラバラに

活動するマイノリティではなく、少数派固有の価値・認識・実践を共時的にも通時的にも共

有・更新するマイノリティ共同体の存在が重要になる。そもそも研究者とは、個人としてで

はなく、ある研究領域において通時的に過去から受け継いだ豊かな知識に学びつつそれを更

新させるために、学会や研究会などを通じて共時的に研究成果の発表と議論を行う共同体的

な活動をしている。したがって、個人としてのマイノリティと、集団としての専門家共同体

が共同創造するのでは水平な勾配は実現しない。そうではなく、それぞれが自律的に活動す

るマイノリティ共同体と専門家共同体とが共同創造することが肝要である。

共同創造を実現するために必要な、キャンパスの文化的変革に関しては第 節で述べるが、

一つには共同創造を担える人材育成が重要である。工学系の大学院などでは、すでに、具体

的な社会課題に対して学生たちがそのソリューションを考える

が実践されている。ダイバーシティやインクルージョンに関する社会課題においても、PBLの活

用は共同創造人材の育成という面で応用できる。また人材育成だけでなく、大学に存在する

様々な障壁を取り除くためのソリューションを実現する面でも、PBLには意義がある。障害は、固

有性の高い特定の個人と特定の状況において発生する。したがって、ある程度の普遍的なニ

ーズにこたえることのできる、採算性の確認された、すでに世の中に流通している支援機器

などのソリューションだけでは、対処できないことが多い。 を通じて生み出されるソリ

ューションは、こうした満たされない必要性 に応える可能性がある。

例えば の枠組みの下、大学院生向けの「当事者研究特論」という講義が展開されてい

る 表 。この講義は、「各々の研究分野で様々な当事者と共同創造を実践できるようにな

る」だけでなく、「多様なメンバーのウェルビーイングとチームのパフォーマンスを両立す

る研究室運営に貢献できるようになる」ことも目的としている。「自分とは異なる障害者の

ため」という考え方だけでは、いざ、対等な立場で障害者と仕事をする立場に立った時、

「こちらだって大変なのに、なぜ、障害者だけが支援を受けるのか」という不公平感を持っ

てしまう場合が少なくない。障害のある人もない人も、他者の困りごとのソリューションを

考えるだけでなく、自分の困りごとの解釈や対処法を考える「当事者研究」の手法を学び、

競争的な環境においても、脅かされることなく自らの困りごとや弱さを開示できる心理的安

–

松田博幸 ピアワーカーの政治 熊谷晋一郎 編 当事者研究と専門知，

東京 金剛出版
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全性の高い文化を研究室に実現することは、互いに相手の抱える困難を理解し、障害の有無

を超えてインクルーシブな大学を実現する人材を養成するうえで不可欠といえる。

表 共同創造とインクルーシブな研究室運営を学ぶ院生向け講義「当事者研究特論」のシ

ラバス

第Ⅰ期：イントロダクションとアイスブレイク

１ 前半 講義：当事者活動の系譜としての当事者研究の歴史

後半 ワーク：「無力を認める」

２ 前半 講義：共同創造の概要

後半 ワーク：「過剰な無力化」

第Ⅱ期：院生・研究者の当事者研究

３ 前半 講義：過剰一般化記憶とトラウマ

後半 ワーク：「①苦労のテーマ」「②苦労のエピソード」

４ 前半 講義：身体的自己感と自閉スペクトラム症の当事者研究

後半 ワーク：「③苦労のパターン」

５ 前半 講義：自伝的記憶の機能と依存症自助グループの歴史

後半 ワーク：「④苦労の年表」

６ 前半 講義：障害の社会モデルと身体障害運動の歴史

後半 ワーク：「⑤個人的要因／社会的要因」

７ 前半 講義：心理的安全性と依存症の当事者研究

後半 ワーク：「⑥仲間のコメント」「⑦実験計画」

８ 前半 ワーク：「⑧実験結果」

後半 講義：共同創造のポイント

第Ⅲ期：研究計画書の共同創造

９ 前半 講義：情報保障・言語発達保障の当事者研究

後半 ワーク：研究計画書の発表と当事者研究者からの講評１

前半 講義：働きやすい職場についての当事者研究

後半 ワーク：研究計画書の発表と当事者研究者からの講評２

前半 講義：女子刑務所からの地域移行に関する当事者研究

後半 ワーク：修正後の研究計画書の発表

第Ⅳ期：院生・研究者の困り事を起点とした組織研究

前半 講義：インクルーシブな研究室の物理的環境

後半 ワーク：大学院生としての困りごとの当事者研究

前半 講義：インクルーシブな研究室の社会文化的環境

後半 ワーク：実験計画書の発表とファカルティからの講評

前半 講義：高信頼組織研究：謙虚さ・心理的安全性・ジャストカルチャー

後半 ワーク：修正後の実験計画書の発表
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第Ⅴ期：組織変革

ファカルティへの発表会

提言2 アカデミアにおける研究の共同創造を推進するため、共同創造ガイドライン策定、共同創造

を実践するPBL、障害者等マイノリティの視点をもつ研究者が、当事者の観点から研究

を推進するユーザーリサーチャー制度のモデル事業・支援事業を行う 
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第2節 実態 

2.1 実態の測定方法 

大学に限らず、組織が第 節で述べた つの理念にかなったものになっているか、その実態

を把握することは、多様性、包摂、公平、所属感の状況を把握するうえでも、特定の介入プ

ログラムの効果を検証するうえでも重要である。

ビジネスの世界では、障害のある人々を包摂する企業になっているかどうかを測定するツ

ールとして、「 」と「米国障害者協会

」という つの団体が共同開発したDisability Equality Index（DEI）が急

速に広まりつつある 表 。 年には、世界経済フォーラム（ダボス会議）で、 にもと

づくアクションプランの策定を通じ、ビジネスにおける障害者インクルージョンにコミット

する最高経営責任者（ ） 人からなる「Valuable 500」というイニシアティブがスター

トしている。

表 （ ）によって測定される項目

1. 文化とリーダーシップ 

🞐🞐 文化：公式の声明、従業員リソースグループ（ ）、雇用目標

🞐🞐 リーダーシップ：社内での権利擁護と支援、エグゼクティブ・スポンサーシッ

プ、一般向けの発信、評価指標

2. 組織全体に実装するアクセシビリティ 

🞐🞐 緊急時の対応、物理的なアクセシビリティ、デジタル環境のアクセシビリティ、

オフサイトミーティングのアクセシビリティ、アクセシビリティの要求に対応す

るためのトレーニングと支援

3. 雇用条件 

🞐🞐 福利厚生：カウンセリングサービス、短期および長期の障害者手当

🞐🞐 採用活動：対外的なアピール、採用時の合理的配慮、事前的配慮 基礎的環境整

備

🞐🞐 雇用、教育、定着、昇進：意識向上のためのトレーニング、監督者向けトレーニ

ング、自己認識プロセス

🞐🞐 合理的配慮：公式の指針、建設的対話の実践、資金調達

4. 地域社会に向けたエンゲージメントと支援サービス 

🞐🞐 地域社会エンゲージメント（ ）：サプライヤーの多様性、

慈善、公的活動への影響

🞐🞐 組織内外のサポートサービス：コミュニケーション支援システム、アクセシブル

な規格を実装するトレーニング、アクセシブルなオンライン・コミュニケーショ

ン、ユーザーからのフィードバックを収集するプログラム

5. サプライヤーの多様性 

🞐🞐 障害者、退役軍人、退役軍人が経営する企業を十分に活用するなど、サプライヤ

ーの多様性を拡大する取り組みの自己評価

（備考）
46より作成
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大学においても同様に、 に記載した つの理念に基づいた、信頼性と妥当性の高い評価

ツールの整備が望まれる。しかし、同時にこうした評価ツールに基づいてデータを取得する

うえでは、その取得過程自体が誰かの人権を毀損するものであってはならない。国連人権高

等弁務官事務所（ ）は、「デ

ータに対する人権ベースのアプローチ（ ）」

と題した文書を発表し、データ収集プロセスへの、特に周縁化された人々の①参加

、性別、年齢、民族、障害、性的指向、宗教による差別を防ぐための属性ごとのデ

ータの②細分化 、脆弱なグループに対する更なる差別を助長しないように、

属性の開示を強いてはいけないという③自己報告 、データ収集プロ

セスの④透明性 、回答者の⑤プライバシー と個人データの機密性の

維持、データの収集と使用における⑥説明責任 という つの原則を、デー

タ取得のプロセスにおいて守ることが人権に配慮した調査にとって不可欠であると述べてい

る。

また、二次分析のために可能な範囲で過去のデータ公開をすることは、透明性や説明責任

を果たすだけでなく、新規の調査に無駄なコストをかけないために重要である47。しかし、

組織によっては、それが明らかになることで責任追及や罰則の対象になることを恐れたり、

あるいは調査者が、協力してくれた特定の組織が公開に対してもつ恐れを先取りしたりする

ことで、データ公開に対して消極的になる萎縮効果を発揮する場合がある。この萎縮効果を

減らすうえでは、データ公開を責任追及や罰則ではなく、よりよい社会の実現という積極的

な目的のものでなされるという信頼を醸成することが不可欠である。

この信頼醸成の実現を考えるうえで参考になるのが、高信頼性組織研究の知見である48。

高信頼性組織（ ）とは、原子力空母、原子力発電所、

潜水艦、航空管制システム、配電施設、医療分野や重要インフラなど、複雑なシステムを備

え、多様な要求のなかで、わずかなミスやトラブルが大きな危機につながる状況のなかで、

「ダイナミックな無風状態（ ）」を保たなくてはならない組織のことで

ある。 は“just culture”と呼ばれる組織文化を備えていなくてはならない49。“

ulture”とは、個人や組織が失敗に学ぶとともに、失敗に対する説明責任を果たすために、

「ヒューマンエラー非懲罰」という原理の下、失敗の原因と責任を特定の個人に帰属するのではなく、

組織全体や社会全体の複雑な構造の中にある瑕疵に帰属し、構成員全員の連帯責任の下でその

メカニズムの解明と改善策を共に考え、公開する文化ともいえる。

一般的な組織における“just culture”の成熟度合いを測定する尺度の つである「心理

的安全性（psychological safety）」は、対人関係において、失敗や挑戦といったリスクのある

行動をしてもこのチームでは安全であり、失敗や不得意なこと等、お互いに対して弱い部分

例えば、内閣府 （

）は、内閣府が開発した各種分析機能を用いて、大学等の研究機関における

「研究」「教育」「資金獲得」に関するエビデンスを収集し、インプットとアウトプットの関係性を

「見える化」し、関係省庁や国立大学・研究開発法人等の関係機関に対して分析機能・データを共有

するプラットフォームである。このデータベースにダイバーシティ＆インクルージョンに関するデー

タを紐づけることができれば、実態把握が進むことが期待できる。

福島真人（ ）『学習の生態学：リスク・実験・高信頼性』東京大学出版会

“Just Culture: Balancing Safety and Accountability,” Ashgate 

（芳賀潔監訳（ ）『ヒューマンエラーは裁けるか：安全で公正な文化を築くには』，東京大

学出版会）．
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をさらけだしても大丈夫だという、チームメンバーによって共有された考えを数値化するも

の50だが、 ピープル・アナリティクス・チームは 年に、高い成果を達成するチー

ムの条件として最も重要なのが、心理的安全性の高さであることを報告した51。また 年

に報告された研究では、多様な構成員が共同して高いパフォーマンスを発揮するチームの文

化的条件としても、心理的安全性が重要であるとされている52。

そして、心理的安全性を高めるためには、草の根的なボトムアップの信頼文化の醸成だけ

では不十分であり、自らの失敗や弱さを開示し、ヒューマンエラー非懲罰の指針を明確に宣

言する「謙虚なリーダー」の存在が重要である53。一部の組織だけではなく、広く社会全体

に信頼と心理的安全性を広げ、データの隠蔽ではなく公開への動機づけを高めるためには、

ビジネスや政治のリーダーが率先して、「説明責任を果たすことを、特定の個人の責任追及

や懲罰ではなく、よりよい社会の実現につなげる」という指針を打ち出す必要がある。

提言3 データに対する人権ベースのアプローチ（Human Rights-Based Approach to Data: HRBAD） 

の6原則を踏まえつつ、ビジネスや政治のリーダーが「説明責任を果たすことを、責任追

及や懲罰ではなく、よりよい社会の実現につなげる」という指針を出す 

以下、多様性、包摂、公平、所属感の測定方法に関して述べる。

多様性の測定

ジェンダー、性自認、性的指向、エスニシティ、障害など、様々な属性をもつ構成員が、

大学内のあらゆる部局、分野、事務組織、職種、職階、雇用形態 常勤か非常勤か、無期か

有期か において、一般人口に占める割合と同程度の割合で所属している状態が、多様性が

達成されている状態である。

多様性を評価する上では、 の 原則のうち細分化 を考慮に入れたデ

ータ収集が重要である。障害のある構成員の割合が、全体としてはある程度の水準を達成して

いたとしても、特定の分野、職種、職階、雇用形態に集中しているという状態は、多様性が達成され

ているとは言えないからである。

包摂と公平の測定

包摂の対義語は、排除（特定の属性を持つ人々に対し、不利になるような異なる条件で取

り扱うこと）や同化（特定の属性を持つ人々に対し、機会の均等を実現するために必要な配

慮や環境整備を行うことなく、同じ条件で取り扱うこと）である。障害者権利条約前文には、

Edmondson, A. (1999) “Psychological safety and learning behavior in work teams,” Admin

Wang, Y., Liu, J., and Zhu, Y. (2018) “Humble leadership, psychological safety, knowled

level investigation,” Frontiers in Psycholog
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「障害（ ）が機能障害（ ）のある人と態度及び環境に関する障壁との

相互作用であって、機能障害のある人が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的

に参加することを妨げるものから生ずる」とある。これは、社会的な排除や同化の形式には

種類あることを示唆する。１つ目は、特定の人々に向けられる周囲の差別的な態度や言動

によるもの、２つ目は、特定の人々がアクセスできない物理的・制度的な環境によるもので

ある。もちろん、この２つは相互に影響を与えあっている。

従って、包摂の程度を評価する際にも、「態度や言動（以下、文化的側面）」「物理的・

制度的環境（以下、構造的側面）」の２つの観点からアプローチする必要がある。また、包

摂と公平の測定対象には、「大学キャンパスの環境」と、「個々の構成員の状況」の つが

ある。

文化的包摂の測定 

文化的側面のレベルで起きる排除を理解するには、スティグマ（ ）という概念を理

解する必要がある。私たちは、「障害者」「 」「女性」「教員」など、様々な属性を使

って人々を分類する（ラベリング）。本当は障害者と十把一絡げにはできず、一人一人は個

性を持っているのに、障害者全体をひとくくりにした典型的なイメージ（ステレオタイプ）

を持ちがちでもある。さらに、一部の属性に対しては偏ったネガティブな偏見（バイアス）

をもち、その人たちを地域社会から隔離したり、社会的ステイタスを奪ったりといった形で、

差別的に扱ったりすることさえある。ラベリング、ステレオタイプ、バイアスは心の中にあ

るスティグマだが、差別はスティグマが行動を伴って現れ出たものを意味する。スティグマ

とは、権関係の作用する条件下で、一部の属性に対してこうしたラベリング、ステレオタイ

プ、バイアス、差別が起きる現象のことである54。

スティグマ現象は、その属性を持った人から、住居を奪ったり、就労機会や教育機会を奪ったり、

人間関係を奪ったり、心身の健康を奪ったりすることが報告されている55。スティグマは様々な

社会資源へのアクセスを妨げ、社会的に孤立させ、頼るもののない中、消去法で適応的でな

い対処行動へと導き、その結果、機会や健康の不平等を引き起こすものである。

スティグマには 種類ある。

つ目は、家族や親族、同僚、医療関係者など、周囲の人々が当事者に対してもつスティ

グマで、これを、公的スティグマ（ ）と呼ぶ。こちらは、「大学キャンパスの

文化的環境」に宿るスティグマである。マイノリティの多くは、日々の体験を通してこの公

的スティグマを自己の内面に取り込んでしまい、「私は社会的に劣った恥ずべき存在だ」と

いう低い自己評価を行うようになる。

スティグマの つ目は、このようにしてマイノリティ自身がもつスティグマであり、これ

を自己スティグマ（ ）と呼ぶ。こちらは、「個々のマイノリティ構成員」の中に

宿るスティグマである。この自己スティグマは社会参加の機会や健康を奪い、症状の悪化や

社会的活動の減少を招く。自己スティグマの結果、マイノリティは社会から排除されがちに

なり、多数派が当事者と接する機会が減少してしまい、多数派の側で「障害者は異質な存在

–  
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である」という考えが働きやすくなり、公的スティグマが強化されてしまう。つまり、公的

スティグマが自己スティグマを引き起こすだけでなく、自己スティグマが公的スティグマを

強化するという、悪循環が成立しているということを理解しておく必要がある。

つ目は、この悪循環を維持させている、制度や物理的環境などの社会や組織の構造であ

り、個別の人々の価値観や態度とは別に存在するもののことである。これを構造的スティグ

マ（ ）と呼ぶ。スティグマ現象において構造的環境と文化的環境は、相互

に影響を与えあっているのである。３つのスティグマのうち、構造的スティグマの測定方法

については後述する「構造的側面の測定」で説明する。

「個々のマイノリティ構成員」のレベルで測定すべき文化的排除や同化は、マイクロアグ

レッションという概念で表現されても来た。 年にチェスター・ ・パースによって初め

て提唱されたマイクロアグレッションという用語は、意識的であれ無意識的であれ、人種、

ジェンダー、性的指向、社会経済的地位、宗教、障害等、個人的特徴やグループ帰属に基づ

いて、他者をけなすような、短く、時に微妙な日々のやりとりを意味する56。マイクロアグ

レッションはもともと心理学やビジネスのフィールドで研究され、近年は、高等教育を受け

る学生の経験、根気、成功に影響を及ぼす重要な変数としても注目されるようになってきて

いる57。マイクロアグレッションは、マイクロアサルト、マイクロインサルト、マイクロイ

ンヴァリデーションの つに分類される58。

つ目のマイクロアサルトは、おそらく同定するのが最も容易なものであり、意識的かつ意

図的な、微妙な場合も明白な場合もある、バイアスを持った態度、信念、あるいは振舞いで

あり、それは環境的要因、言語、振舞いを通じて、周縁化されたグループに対して伝達され

るものである。

つ目のマイクロインサルトは、しばしば悪気なく無意識に行われ、ステレオタイプ、無礼

さ、鈍感さを伝え、個人のアイデンティティを貶めるコミュニケーションによって特徴づけ

られるものである。

つ目のマイクロインヴァリデーションは、特定のグループの思想、感情、あるいは経験的リ

アリティを否定し、その価値を奪うコミュニケーションによって特徴づけられるものであり、

他者の知覚や経験について、「考え過ぎ」「そんな風に感じるのはおかしい」など、その正

確さと妥当性を疑問視することで、自分自身の知覚や経験よりも適切でないものして棄却し

ているものである。

表 は、文化的包摂の測定ツールの例である。

–

障害学生におけるマイクロアグレッションの影響に関しては、下記を参照。

科学におけるマイクロアグレッションの影響に関しては、下記を参照。
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表 文化的包摂の測定ツール

大学キャンパスの文化的環境の測定（公的スティグマ） 

 
回答者がどのくらい特定の属性を持つ人々と交流しようと思っているかを測定する尺

度。 が初めて用い、その後多くの 研究で用いられている。内的整合

性の信頼性や構成概念妥当性も高い。欠点は、社会的望ましさによるバイアスを含んでし

まうことと、行動そのものではなく行動の意向を評価することしかできないことである。

精神疾患に関する研究で日本語版が作成されている59。

 法
ある概念（例えば“障害者”）と、様々な形容詞対（例えば“危険–安全”）を提示し、

その概念の印象がどちらの形容詞により近いかを回答させるもの。 研究に限らず、

印象を評定する研究において頻繁に用いられる手法である。特定の属性だけでなく、“一

般的な人”や“私”といった概念でも同様にデータをとることによって，相対的な印象を

測定することができる。メリットはステレオタイプを直接的に測れること、信頼性・妥当

性が高いこと、概念を修正したり，次元を評価したりすることが可能なことである。デメ

リットは、社会的望ましさによるバイアスに影響を受けやすいことである。

 
ら が身体障害者に対する姿勢を測定するために作成した 項目の尺度

で、 〜 次元の心理測定構造に分かれる。信頼性・妥当性も高い。メリットは、①感情、

認知、行動についてのそれぞれの項目があるため、よりリッチな情報を得られ、②他の障

害等への適応が容易い。デメリットは項目数が多いこと。

個々の構成員の文化的包摂状況の測定（自己スティグマ・マイクロアグレッション） 

 自己スティグマ尺度
ら によって作成された、自己スティグマを測定するのに特化した尺度であ

る。宮仕 が精神障害者を対象者として日本語版を作成しているが、妥当性は検討し

ていない。

 （ ）
は露骨な差別の慢性的ないし慣例的な行為を測定する。例えば、社会的地位に基づい

て他の人々よりも敬意と礼儀に欠けた扱いを受けることである。この尺度には差別行為の

項目が含まれており、 （一度もない）から （ほとんど毎日）までの ポイントのリッカー

ト尺度に即してその頻度を回答する。 は優れた構成概念妥当性、収束的妥当性、信頼性

を示している。

 （ ）
は障害者差別的マイクロアグレッション経験を評価するために用いられる、 項

目からなる自己報告尺度である。障害のある個々人、研究者、支援者との質的インタビュ

ーを用いて開発され、優れた構成概念妥当性、収束的妥当性、信頼性を示している。

構造的包摂の測定 

文化的側面に比べれば、構造的側面の包摂の測定は、いくつかのガイドラインに基づいて、

ある程度は客観的に把握しやすい。表 では、広く用いられているガイドラインや測定ツー

ルを記載するが、今後はSTEM研究環境という文脈に特化したガイドラインや測定ツールの開発

が必要である 第 節参照 。

牧田 潔 統合失調症に対する社会的距離尺度 の作成と信頼性の検討 日本社会

精神医学会雑誌

29



表 構造的包摂の測定ツール

大学キャンパスの構造的環境の測定 

 建築物へのアクセス：建築物移動等円滑化基準60

建築主等が、 ｍ 以上の特別特定建築物を建築しようとするときに、高齢者・

身体障がい者などが円滑に移動できるような措置を義務付ける基準。また、それ以外

の特定建築物、および特別特定建築物（ ｍ 未満）を建築しようとするときに

は、本基準に適合するための努力が必要である。

 情報通信へのアクセス：高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器・

ソフトウェア・サービス―第１部：共通指針 情報アクセシビリティ ：

： 61

国際規格「 （情報技術 ウェブコンテンツ アクセシビリ

ティ ガイドライン ）」との完全な一致を図るかたちで、高齢者・障がい

者および一時的に障がいのある人が、情報通信機器やソフトウェアなどを利用するた

めには、情報アクセシビリティを確保し、向上させるために、ハードウェア、ソフト

ウェア、サービスに関する企画から開発・運用までのアクセシビリティに配慮すべき

指針などの基本事項を定める指針。

 千葉県 障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン62

千葉県では「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を施行

し、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めてきたが、この取組の一環として、行政の

職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示

すため本指針を策定。

 制度化された合理的配慮プロセスの有無

 運用規則・事業実態における障害を理由とした不当な差別的取り扱いの有無

 権利擁護システム（相談、紛争解決、補償、再発防止）の有無

個々の構成員の構造的包摂状況の測定 

 研究環境における多様性のためのアンケート 参考資料
障害やセクシュアリティ・ジェンダー、および高等教育の問題についてそれぞれ専門的

な知見を持つ研究者から構成されたチームが作成した、ジェンダー、障害、性的志向の点

でマイノリティ性を持つ研究者が研究環境に包摂されているかどうかを測定する尺度。

 （

）
組織内で生じた差別事案や、それによるトラウマ経験に対する組織の対応を評価するた

めに設計された質問紙。制度的背信（つまり機関が何もしてくれなかったり不適切な対応

をしたりしたという状態）にかかわる 項目のみならず、組織が個人を支援した事例にか

かわる項目が含まれる。

所属感の評価

個々の構成員の、組織への所属感を測定するツールには、表 のようなものがある。いず

れも標準化された日本語版はなく、今後、日本の状況に合わせて開発する必要がある。
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表 所属感を測定するツール

 63

成人の帰属意識を測定するために開発された 項目からなる自己報告式の質問紙で

ある。大学生、大うつ病（ ）の治療中の患者、ローマカ

トリック修道女の 群を含む一連の研究を通じて標準化された。

 64

大学での学生の帰属意識を測定するために、 の研究者が

開発した質問紙。質問項目の「 」の文字を、任意の組織名

に変更することで広く利用できる。

以上、多様性、包摂、公平、所属感という つの理念のそれぞれが、どれほど大学などの

特定の組織に実装されているかを測定するためのツールや方法を述べてきた。ここまでの記

述を踏まえ、 つ目の提言を行う。

提言4 HRBADの6原則を踏まえつつ、初等・中等・高等教育から大学の雇用環境に至るまで、一貫し

た多様性・包摂・公平・所属感をモニタリングする全国調査を実施する。調査結果は、可能な

範囲で、内閣府e-CSTIなどを活用して公開する。 

以上、多様性・包摂・公平・所属感という つの理念の測定方法について、述べてきた。

以下では、米国、英国、日本の実態について述べる。

2.2 米国の実態 

年 月 日、大統領覚書の中で、バラク・オバマ元大統領は以下のように述べた。

「研究によると、多様なグループは均質なグループよりも、効果的な問題解決ができ、ダ

イバーシティとインクルージョンを促進する政策は、我々が、可能な限り幅広い人材を発

掘し、最も困難な課題を解決し、従業員のエンゲージメントとイノベーションを最大化し、

社会のすべての領域に参加する機会を高水準に提供することで見本を示すことを、より一

層可能にするだろう。」

 
“[r]esearch has shown that diverse groups are more effective at problem solving 

ents of our society.”

63 Hagerty BM, Patusky K. Developing a measure of sense of belonging. Nurs Res. 1995 Jan-Feb;44

(1):9-13.
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この覚書に従い、ホワイトハウス科学技術政策局

は、科学技術分野で働く人々のダイバーシティとインクルージョンを促

進する方法に関する主要な行動とサンプル戦略のコレクションである「科学技術への多様性、

公平、包摂：アクショングリッド(Diversity, Equity, and Inclusion in Science and Technology: Action G

rid)」を作成した。

しかし依然として、米国の 研究におけるダイバーシティやインクルージョンは十分に

実現しているとはいいがたい。例えば米国国立科学財団

は、科学技術機会均等法（

）に義務付けられる形で、財団の科学技術統計センター（

）が実施した調査に基づき、報告書「科学技

術分野における女性、エスニックマイノリティ、障害のある人 年版」65を公表し、 つのグル

ープごとの入学者数、学位取得分野、雇用形態、職業（アカデミック・キャリアを含む）を

報告している。

この報告書によると、 年には学部生の ％が障害を申告していた66。国勢調査局の

アメリカン・コミュニティ・サーベイによると、 年には労働年齢人口の ％が何らかの

障害を報告しており、これと比較しても米国では障害のある人々は大学への進学率の面では

高い達成率を持つことがわかる。また、障害のある学部生の ％が理工系分野に在籍してお

り、これは障害のない学生と同じ割合であった。

ただし、障害を持つ学部生は、障害のない学部生に比べて、 歳以上の年齢層が高く、

年制大学に通う割合がわずかに高かった。また、障害のない学生と比較して、障害を持つ学

生は、学資援助を受けている割合が低く（ ％対 ％）、 つの教育機関に 年間フルタイム

で在籍している割合も低い（ ％対 ％）ことがわかった。さらに、 年に 歳以上の人

のうち、障害のある人の が少なくとも学士号を取得していたのに対し、障害のない人

の ％が少なくとも学士号を取得していた。 年に学士号以上を取得した障害者の

％が就職していたが、障害のない大卒者では ％が就職していた。米国では入学時点で

は障害の有無による差がなくても、学士取得、その後の就職に関しては、大きな差が生じている。

年に授与された科学・工学（ ）分野の学位のうち、人口の 、労働力の を

占める女性が取得したのは、学士号の約半数、修士号の ％、博士号の ％で、学位が上が

るにつれて割合が減っていく傾向は 年とほぼ同じだった。女性の学位取得率が最も高い

のは心理学と生物科学で、最も低いのはコンピューター科学と工学であった。

エスニックマイノリティ（ヒスパニック系またはラテン系、黒人またはアフリカ系、アメ

リカインディアンまたはアラスカ原住民）は、人口の ％、労働力の約 ％を占めているに

もかかわらず、 分野の博士号取得者の ％に過ぎなかった。例外的にアジア人は、人口

の ％、労働力人口の ％であるにもかかわらず、 分野の研究博士号の ％を取得してい

る。

とはいえ、科学技術分野の博士号取得者のうち、エスニックマイノリティ（ヒスパニック

系またはラテン系、黒人またはアフリカ系、アメリカインディアンまたはアラスカ原住民）

障害を持つ学生の割合を時系列で比較することは、米国の統計データにおける調査項目の変更に

よりより解釈が難しくなっている。
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が占める割合は、過去 年間で増加している。歴史的に黒人の多い大学（ ）やヒスパニ

ック系住民の多い教育機関（ ）といったマイノリティに配慮した教育機関は、後に科学

技術分野で博士号を取得する学生に学士号を授与する上で重要な役割を果たしており、これ

らの分野におけるマイノリティの進学率を高めるのに役立っている。しかし障害者の占める

割合は、ここ 年でほとんど変化していない 図 。

以上、要するに、アメリカの障害者は、大学入学までに大きな障壁を経験していないかもしれ

ないが、卒業、就職、学位を取得する過程において、様々な障壁を経験しており、その障壁は、こ

の20年間で大きく改善していないと考えられる。

図 永住権を持つ米国のマイノリティ市民のうち博士号取得者が占める割合67

一方で、雇用されている科学者およびエンジニアの約 ％が障害（聴覚、視覚、認知能力、

歩行、セルフケア、自立した生活が困難）を報告しており、この割合は一般人口とほぼ同じ

である。おそらく、高齢化による後天的な障害によるものと推測されるが、それを裏付ける

データがあるわけではない。男性の方が女性よりも障害率が高いのは、年齢が上がるにつれ

て障害の報告数が増えることと、男性の方が女性よりも 歳以上の科学者・エンジニアの割

合が多い（ ％対 ％）ためと思われる。

2.3 英国の実態 

年、英国王立協会 と協会の多様性委員会は、障害のある科学者を支

援するためにサブグループを設立した。サブグループは、英国の 分野における、障害の

ある学生と研究者の割合が時間の経過とともにどのように変化したかを理解するために、

年間にわたる高等教育統計局 のデータの詳細
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な分析を、 統合情報システム委員会 68に

委託した。

の報告書69によると、 分野への障害のある入学者の割合は、学部レベル、大学院

レベルともに年々上昇しており、 分野の学士号取得者のうち、障害のある人の割合は、

年の ％（ 人）から 年には ％（ 人）に増加している。ま

た大学院レベルでは、障害のある 分野の入学者の割合は、 年の ％（ 人）

から 年には ％（ 人）に増加している。この増加の多くは、精神障害または

特定の学習障害のあるSTEM学生の数が大幅に増加したことに起因している。

しかし依然、障害のある学生の割合は、学部レベル、大学院レベルともに、STEM分野の方が

非STEM分野よりも低く、STEM内部の科目分野で比較すると、2018/19年に生物科学を専攻した学

士号取得者の17.8%が障害をもっているのに対し、医学・歯学を専攻した障害のある学士号取得者

は10.9%にとどまっていた。また、視覚・聴覚障害のあるSTEM学生の割合は増加していないかむ

しろ減少していた。

学部課程における中退率に、障害による差はほとんどなく、障害のある 分野の学士取

得者は、ほぼ同じ割合で大学院に進学しており、 分野の障害のある学部生が卒業や大学

院進学をする過程で脱落している証拠はない。しかし、障害のある院生は、障害のない院生

に比べて、修士号または博士号を取得できずに退学する可能性が高い。さらに、障害のある

分野の卒業生は、障害のない卒業生と比較して、卒業後 ヶ月間に失業する割合が高い。

とくに、社会的コミュニケーション障害／自閉スペクトラム症のある 分野の学位取得者

および大学院修了者は、卒業後 カ月間の失業率が最も高い。修士号、博士号の取得過程や、

職場定着の過程に、障害者にとって大きな障壁が存在していることを示唆する。

一方、障害のある 分野の研究者の割合は、 の ％（ 人）から の

％（ 人）に、年々増加しているが、学生に占める障害のある人の割合と比較すると

低水準であり、このことは、年齢とともに障害を持つ人の割合が増えるという一般人口の傾

向に逆行しており、STEM研究者のキャリアラダーに障壁が存在していることを示唆する。実際、

分野において障害のある研究者の割合は、非 分野と比較してより低い。

年の時点で、さまざまな種類の障害のうち、 分野の研究者は、特定の学習困

難を報告した割合が最も高く、年齢では「 歳以上」が最も多かった。担当する科目では、

医学に関連する科目で働く研究者の ％が障害を持っているのに対し、農業および関連科

目では ％と、科目による差があった。また、障害のあるSTEM研究者は、障害のないSTEM

研究者と比較して、教育のみの契約を結んでいる可能性が高く、上級職に就いている割合が低か

った。

こうした、障害のある学生や研究者の割合の違いの理由は、量的データのみでは明らかで

はない。協会は、キャリアリサーチ・アドバイザリーセンター

英国の高等教育、生涯教育、技能開発分野におけるデジタルサービスとデジタルソリューション

を促進させることを目的とした、「共用デジタルインフラ・サービスの運営」「 ベンダーや商業出

版社との交渉」「大学、カレッジ、教育機関に対する信頼できるアドバイスと実践的な支援の提供」

を行う英国の非営利組織。
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70に、質的調査を委託した。 は、利用可能な文献の広範なレビュー、

データの再分析、障害のある 研究者へのインタビューを行い、障害のある科学者に

とっての障壁と、それらを克服するために何ができるかを調査した。

の報告者71は、スティグマの恐れ、合理的配慮を得るためのプロセスに関する明確さの欠

如、早期のキャリアにおいて障害のある科学者のロールモデルの少なさなど、様々な障壁を特定

した。

2.4 日本の実態 

令和元年度（ 年度）障害のある学生の修学支援に関する実態調査72によると、障害の

ある学生の占める割合は、学部 通学 で ％、大学院 通学 で ％であった。 一般人

口における障害のある人の割合73が、身体障害者は 、知的障害者は 、精神障害者は

であることを踏まえると、きわめて低い数値であることがわかる。これは、米国や英国

と異なり、日本の障害者は、初等・中等教育から入試に至る段階で、きわめて大きな障壁を経験し

ていることを示唆する。

我々は 年 月 日から 月 日の期間、参考資料 の「研究環境における多様性のため

のアンケート」を用いて、全国のマイノリティ研究者を対象にウェブアンケート調査を行っ

た74。有効回答者数は 名、うち、障害 名、性的少数者（ 、アセクシュアル、男女

の区分に疑問を持つなど） 名、女性 名（うち「女性」のみの回答 名）であった。

政府機関、教育機関、雇用者、専門家団体とのパートナーシップのもと、あらゆる年齢層、あら

ゆる分野の人々のキャリア開発を支援するために、リサーチ、インテリジェンス、イノベーションサ

ービスを提供している登録慈善団体。

内閣府令和元年版障害者白書による。

隠岐さや香・熊谷晋一郎・清水晶子・木下知威・福島智・綾屋紗月・星加良司・中村征樹・大河内

直之 研究環境における多様性のためのアンケート調査報告：障害・ジェンダー・セクシュ

アリティと若手研究者 調査と資料 第 号
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図 研究環境における多様性のためのアンケート回答者 名の専門分野（縦軸は人数）75

図 はアンケート回答者 名の専門分野の分布であるが、人文社会系の比率が圧倒的に高

く、 研究環境の評価を十分に行えるものではなかった。

また、このアンケートでは、「研究テーマ確定困難」「教育活動困難あり」「態度困難

有」「不当な扱いある」「雇用条件等で不当な扱いがある」「道具の不便さある」「計画困

難ある」「交通・宿泊の困難ある」「医療的ケア困難ある」の つの困難に関し、 件法でそ

の程度を尋ねた。 つの困難に対して因子分析（主因子法、プロマックス回転）を行ったと

ころ、 標本妥当性速度は 、 球面性検定有意確率は 未満と当てはまり

は良く、「 人的障壁」「 物的障壁」「 交通・宿泊の障壁」の 因子構造が抽出さ

れ、全分散の ％が説明された 図 。

75 隠岐さや香・熊谷晋一郎・清水晶子・木下知威・福島智・綾屋紗月・星加良司・中村征樹・大河

内直之 研究環境における多様性のためのアンケート調査報告：障害・ジェンダー・セクシ

ュアリティと若手研究者 調査と資料 第 号 の「３．回答者分野分布」の図より転載。
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図 各種の困難の程度を尋ねた つの質問項目に対する因子分析の結果76

障害、性的少数者、女性という つの属性の有無によって、「人的障壁」「物的障壁」

「交通・宿泊の障壁」という つそれぞれの困難サブスケールに有意差があるかどうかを、

の 検定を用いて調べたところ、障害のある研究者は，障害のないマイノリティ研究

者に比べて、物的障壁（p＝.035）および交通・宿泊の障壁（p＝.004）の2つのサブスケール(構造的

側面)において大きな困難を感じていた。

図 年代ごとの人的障壁サブスケール77

つの困難サブスケールごとに、年代による差がないか、 の検定を行った

ところ、人的障壁(文化的側面)は年代が上がるほど、大きくなる傾向が認められた。

本調査は、ウェブを用いて行ったという限界もあり、標本抽出のバイアス、自己選択バイ

アス、多重検定の補正をしていない点、カテゴリー群間に内部的な異種混交性の差がある点

など、多くの限界を抱えている。提言 で述べたように、今後は質の高い調査を行う必要が

ある。

また、 研究環境の実態を調査するために、参考資料 にあるインタビュー前アンケー

トとインタビューガイドに基づき、 法人 の協力を得て、「障害のある学生や

研究者が置かれる科学教育環境に関するインタビュー調査」 東京大学倫理審査専門委員会

審査 ： － を、 年から開始した。 年 月時点でインタビューに協力してくれ

た対象者は、表 の 名である。

表 年 月時点の障害のある学生や研究者が置かれる科学教育環境に関するインタビュ

ー対象者一覧

現所属 専門分野最終学歴 教育 障害種別

76 隠岐さや香・熊谷晋一郎・清水晶子・木下知威・福島智・綾屋紗月・星加良司・中村征樹・大河

内直之 研究環境における多様性のためのアンケート調査報告：障害・ジェンダー・セクシ

ュアリティと若手研究者 調査と資料 第 号 の「パターン行列」より転載。
77 隠岐さや香・熊谷晋一郎・清水晶子・木下知威・福島智・綾屋紗月・星加良司・中村征樹・大河

内直之 研究環境における多様性のためのアンケート調査報告：障害・ジェンダー・セクシ

ュアリティと若手研究者 調査と資料 第 号 の図より転載。

37



国立大学研究所 生物学 博士 理学部→理学系研究科
（生物学）

肢体不自由（多発性硬化
症、電動車椅子使用）

国立大学 数学 博士 理学部→自然科学研究
科（数学）

視覚障害（光覚あり・麻疹
後遺症）

国立高等専門学校 生物学 博士 理学部→生命科学 視覚障害（弱視・網膜色素
変性症）

民間企業研究所 化学 修士 工学部→応用化学 肢体不自由（脊髄損傷・手
動車椅子使用）

民間企業研究所 人間工学 学士 芸術学部写真学科 肢体不自由（骨形成不全
症・手動車椅子使用）

国立大学研究所 生物学 博士 理学部→生命科学 肢体不自由（顔面肩甲上腕
型筋ジストロフィー）

国立大学研究所 情報学 博士 工学部→情報工学 聴覚障害（難聴）

民間企業 工学 修士 産業技術学部→建築デ
ザイン 聴覚障害（難聴）

国立大学 化学 博士 理学部→化学 肢体不自由（多発性硬化
症）

民間企業 工学 修士 工学部→都市交通工学 視覚障害
民間企業 工学 修士 工学部→機械工学 肢体不自由

私立大学 心理学 博士 文学部→発達社会科学
および心理学 聴覚障害（難聴）

アンケート自由回答とインタビュー調査で語られた内容を対象とし、文化的環境に関連す

る内容、物的環境に関連する内容、制度的環境に関連する内容の分類をしたのちに、それぞ

れを「促進因子」「障壁」に 分する を行った。その結果が、表 と表

になる。

表 アンケート自由回答とインタビュー調査から見えた 研究環境における文化的障壁

領域 促進因子 障壁

文化的環境

🞐🞐 専門用語を通訳でき

る質の高い手話通

訳・文字通訳

🞐🞐 マイノリティを自認

する者同士の体験共

有の場

🞐🞐 障害のある同業者の

ピアサポート

🞐🞐 教育と研究を兼ねて

学生のインフォーマ

ルなサポート

🞐🞐 インフォーマルな会話を通じて共同研究者が決まっ

たり信頼関係が醸成される

🞐🞐 事前に情報保障を確保できないような急な会議やゼ

ミ、研究会

🞐🞐 特定の属性を理由としたテーマに誘導されたり、障

害を理由に指導が困難と告げられる

🞐🞐 所属機関と交渉する際の心理負担

🞐🞐 見えやすい障害でない限りエレベーターの利用を控

えろといわれる

🞐🞐 支援は「甘え」とするなど否定的な態度・言動で批

判される

🞐🞐 発話が不明瞭であること、または音声言語を話さな

いことで存在自体が軽視される

🞐🞐 特定のライフスタイル（健常者，異性愛者の男性）

を前提とした会話や面接のあり方に傷つく

🞐🞐 投薬や治療の必要性や、体調不良など、諸事情によ

り必要となる時間を理解されない
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🞐🞐 障害特性を無視した職務割り当て

🞐🞐 業績が正当に評価されない

🞐🞐 数学の板書至上主義が数学教育の人的障壁に

文化的障壁に関しては、マイクロアグレッションやスティグマを多く経験している実態が

見て取れる。例えば、障害の可視性が低いことにより困難が過小評価され、支援を「甘え」

とみなす内部障害や精神発達障害への無理解も存在している。また、情報保障の不十分さも

重要である。特に、多数派にカスタマイズされたインフォーマルな社交スタイルや急な会議

には、手話通訳士を確保できない聴覚障害者は参加が困難である。さらに、障害ゆえに、服

薬や通院、自己メンテナンスや支援コーディネートなど、追加の時間を必要とするにもかか

わらず、多数派の時間感覚で進捗管理や業績評価がなされるという問題もある。詳細は第

節に譲るが、こうした文化的障壁に対して、 プログラムなどを通じて取り組んでいく必要

がある。

提言5 アカデミアの文化的障壁を取り除くため、ダイバーシティ＆インクルージョンの価値を実装し差

別や偏見をなくすための学生・教職員向けプログラム開発を行い、その効果を検証する

また、高度な専門用語も通訳できる質の高い学術手話通訳士は、ニーズに対して圧倒的に

不足している。必要な時に予約して派遣してもらうという形式だけでは人材育成につながら

ず、一定期間、特定分野の研究室や学協会でインターンもしくは雇用する制度も必要である。

提言6 学術手話通訳者の養成を兼ねた研究機関へのインターンシップおよび雇用促進制度

表 は、物的環境、制度的環境に関連する「促進因子」「障壁」をまとめたものである。

支援機器、アクセシブルな設備や施設、支援者などの不在によって、構造的障壁が生じてい

る実態が見て取れる。

また、大学に籍を置く障害のある学生のなかには、生きていくために 時間介助を必要と

するものもいる。地域の中で重度障害者が 時間介助を受けながら生きていくために利用で

きる公的サービスは、実質的に「重度訪問介護」に限られている。しかし、重度訪問介護の

適用範囲は「居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出（通勤、営業活動等の経

済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下

この第２、第３及び第４において同じ。）」78に限られており、「経済活動」に従事する就

労時に利用できないだけでなく、自治体によっては大学への通学も「通年かつ長期にわたる

外出」と判断され、サービス支給を認められないケースが存在している。

そうしたケースでは、通学時または勤務時に利用する介助費用は、本人または大学が負担

せざるを得なくなる。本人負担が機会の平等を阻害することは自明であるが、大学が負担す

ることも間接的に機会の平等を損なう。なぜなら、大学側に、介助を必要とする学生や研究

者を受け入れる負のインセンティブが働くからである。また、重度障害者にとっても、介助

を得るために高等教育や就労をあきらめるという負のインセンティブを与えもする。

『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準』厚生労働省告示第 号（

年 月 日）
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したがって障害当事者団体の一部は、上記の利用制限を見直すよう求めてきた。令和元

年、自らも重度訪問介護利用者である船後・木村両参議院議員の要請を受け、厚生労働省は

「障害者雇用・福祉連携強化プロジェク卜チーム」を立ち上げ、この問題について検討し

た。その結果、令和 年度から、利用制限はそのままに、企業の連帯による負担（障害者雇

用助成金制度）と地方公共団体の負担（地域生活支援事業）の組み合わせによる対応を行う

「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が新たに実現した。

表 アンケート自由回答とインタビュー調査から見えた 研究環境における構造的障壁

領域 促進因子 障壁

物的環境

🞐🞐 ハンズフリーマイクや、

ソフト（ 、

、 など）

🞐🞐 点字ブロック・外灯・手

すり

🞐🞐 画像認識技術活用

🞐🞐 自動字幕機能付ウェブ会

議システム

🞐🞐 聴覚障害者向け実験室の

パトライト

🞐🞐 移動が困難

🞐🞐 トイレや更衣室などが健常者の男性にあわせた

設備になっている

🞐🞐 視覚障害に配慮したパソコンのあるなしなどで

図書館のアクセシビリティが大きく変わってく

る

🞐🞐 健常者の男性を基準にした野外実習のあり方が

必ずしも学術的に必要かどうかわからない事例

がある（フィールド調査実習など）

🞐🞐 大人数授業への対応（肢体不自由者のマイク設

備，荷物運搬他）

制度的環境

🞐🞐 障害を持つ学生への長期

履修制度

🞐🞐 障害を持つ研究者のアカ

デミックイヤー（

）

🞐🞐 研究費や科研費の運用に

合理的配慮の概念を導入

🞐🞐 学会単位の有償の情報保

障支援者

🞐🞐 支援者の制度的配置

🞐🞐 学会での支援者（例：ホテルの介助者，情報保

障など）を見つけるのが困難になる

🞐🞐 土日は支援者がいない

🞐🞐 障害をカバーするための支援機器や支援者につ

いて自費負担が要求される

この事業は、障害者雇用助成金制度を財源とし、障害者の業務遂行のために必要な職場介

助者の委嘱に係る費用の を月 万円（中小事業主は９ を月 万円）まで助成する

「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」と、障害者の通勤を容易にするための通

勤援助者の委嘱に係る費用の を月 万円（中小事業主は９ を月 万円）まで助成す

る「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」の つの助成金からなる。加えて、助

成金を活用しても支障が残る場合や、重度障害者等が自営業者等として働く場合等で、自治

体が必要と認めた場合には、市町村任意事業である地域生活支援事業 国負担 ／ 以内、

都道府県負担 ／ 以内 である「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事

業」によって補完することができる。しかし、この事業は、企業や自治体に相応の負担を強

いるものであり、手を挙げる企業や自治体は限定されている。
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これを受け、身体障害、知的障害、精神障害、難病等、障害種別を超えた 団体が加盟

し、地域の声を国の施策へ反映させ、国の施策を地域へ届ける活動をしている 日本会議

は、 年 月 日に以下のような声明を公表している。

 重度訪問介護、行動援護、同行援護による通勤・通学、就労・就学中の利用制限は、障害

者の社会参加を阻害する社会的障壁であり、撤廃する方向で見直しをすすめること。

 今後の見直しのロードマップを示し、障害当事者参画による検討会を設置すること。

 社会全体で支える観点から、他のサービスと同様に障害福祉予算 税財源 で行って問題は

ないと考えるが、障害者差別解消法の施行に伴う事業者や教育機関による「合理的配慮」

との関係を課題とする指摘が障害者部会でなされていたこと等を勘案し、複数財源による

基金方式も選択肢の つであると考える。

ただし、サービスを利用する場所や、その目的別に財源が変わることで、事業者、介助

者を変更せざるを得ないような運用は認められない。

重度訪問介護の現行の制度設計の前提にあるのは、「身の回りのことを独力で行うことが

できない人々は、高等教育や経済活動に参加できない」というステレオタイプである。その

結果、トイレに行く、食事をする、移動をするといった場面で介助が必要でありつつ、勉強

や教育や研究にも従事する人が、シームレスに介助を利用することが非常に困難な状況が生

じている。

働いている時間帯にも、働かない時間帯にも、分け隔てなく発生し、ゆえに、支給量が変

わることのない、トイレ、食事などの基礎的なレベルの支援と、働いているときにだけ必要

となる追加支援を分離し、前者については、重度訪問介護をシームレスに利用できる運用を

実現すべきであろう。

また、アカデミアで生じる介護ニーズの中には、高度な実験機材の操作など、日常生活場

面の介護では発生しない部分もある。そうした高度な介護技術の専門性を正当に評価し、報

酬加算する仕組みも必要であろう。そして、基礎的介護の部分は自治体が、高度な介護技術

の部分の加算は大学が負担するなどの合理的な制度設計も検討すべきである。

提言7 基礎的なレベルのニーズを満たすための公的介護保障制度を高等教育や就労の場におい

てもシームレスに利用できる運用指針を確立するとともに、支援者・支援機器・環境整備を

促進する予算措置を行う
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第3節 物理的・制度的障壁の除去 

大学での障害学生の支援において、講義における配慮についてはノウハウが確立しつつあ

る一方、特に 分野の科目において、身体の感覚や運動機能が求められる実験、実習の場

面での支援は立ち遅れている。例えば、科学教育では視覚的な教材が中心であり、視覚障害

者のバリアとなっている。また車椅子の利用者は、実験機器や設備の多くを利用することが

できず、安全管理が適切に行われているとはいえない。こうした状況は、差別解消法や雇用

促進法のもと、障害のある学生のみならず教員・研究者に対しても合理的配慮の提供義務を

負う大学にとって大きな課題になっている。

本節では、障害のある学生・教員・研究者の物理的障壁解消の指針を明らかにするため、

海外の研究教育機関の実践事例を紹介し、これらを参考に、国内で検討すべき課題について

も述べる。

3.1 STEM分野における合理的配慮 

第 節でも述べたとおり、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有

し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整」のことを合理的配慮

と呼ぶ。障害者が社会の障壁によって、平等な機会を得ることができない場合、合理的配慮

でこれを解決する必要がある。例えば車椅子ユーザーが段差を乗り越えられない時、事後的

にスロープを取り付けるといった対応が検討される。このとき、スロープを設置するという

手続きが合理的配慮にあたる。

年に採択された国連の「障害者の権利に関する条約」では、障害者が、他の人と平等

に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えることを確保し、このため

の手段として合理的配慮が障害者に提供されることを確保すると記載されている。条約に批

准した日本でも、 年に施行された障害者差別解消法に同様の考え方が示されている。

合理的配慮は障害者を含めあらゆる人々が、本来の能力（内的潜在能力）を発揮すること

ができる公正な競争環境を生み出そうとするしくみともいわれる 。公正を図るためには評

価の対象となる本質的な能力（ ）と、それ以外の能力を分ける必要があ

る。例えば、読み書きに障害をもつ学生が、試験中に読み上げ機能をもつ支援機器を使用す

る、といったケースを考えた場合、ここで評価されるべき能力は、問題の内容を理解して回

答することであり、視覚・聴覚など，問題の内容を取得する手段は「周辺的」なものであ

る。

厚生労働省が 年に策定した障害者差別禁止指針では、雇用において能力要件を付すこ

とが業務遂行上で必要と認められる場合には差別にあたらず、能力の評価は合理的配慮の提

供が行われた状態で行われなければならないとされている。この場合、何が本質的な能力で

あるかは必要とされる職務に依存する。アメリカでは採用時に職務の内容を明文化した職務

記述書（ ）が作成されることが多いが、国内では職務が明確に示されない

ことが多い。こうした文書は、配慮についてトラブルが生じた場合に、何が本質的な機能で

あるかについての重要な判断材料となる。

星加良司 合理的配慮と能力評価 合理的配慮 対話を開く 対話が拓く 川島 聡 飯野

由里子 西倉 実季 星加 良司 有斐閣
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高等教育機関において、ある合理的配慮が適切か否かを判断することに先立って、その事

業における本質的な能力は何か、ということを定める必要がある、例えば、医療系専門職で

は、治療行為やその手技などに関わり、認定機関などの団体がこれを定めていることが多

く、本質的な能力を定めることが可能である。しかし、科学教育プログラムや研究活動にお

いては、研究教育機関や学協会においても本質的な能力について明確に示されておらず、医

療系専門職のような認定機関が存在していないことが多い。本質的な能力はそれぞれの学問

分野によって異なり、また科学の発展に伴って変わりうる。

分野の多くで要求される実験という作業における合理的配慮として現在行われている

もっとも有効な手段は、実験室における作業を支援する人員を配置することである。海外の

先行事例では、支援者の役割が定められていることが多い。例えば、学生が行う実験におい

て支援者は、学生に指示された操作のみを行い、科目において示されるべき本質的な能力

（本質的要件： ）を行うことはみとめられていない。実験のデザイ

ンや、結果の解析・解釈などの本質的な要件に相当する作業は、学生自身が行うことが求め

られる。実験室支援者は、例えば車椅子を利用する学生のために器具を移動したり、手が不

自由な学生の代わりにフラスコの溶液を注いだり、視覚障害をもつ学生の代わりに実験を観

察して結果を報告する。本質的要件ではなく、評価の対象とならない作業についての支援

は、条件を平等にするための措置（ ）であって、不公平にはあた

らないとされている。また、教員や周囲のティーチングアシスタントは、支援者を介するこ

となく直接学生とコミュニケーションしなければならない。

実験系の研究者が独立して研究室を構えた後に、自身では実験を行わない場合も多い。科

学技術分野における支援者の利用の是非については長く議論されているが、実験室における

作業を行うこと自体は本質的なことなのだろうか？例えば、解剖学や生理学においては、動

物の解剖は、科目の本質的な要件であると判断される場合が多いであろう。しかし科目の内

容が、遺伝子などミクロな物質をあつかう分子生物学に関わるような場合は、動物の解剖が

本質的な要件とはならず、支援者による解剖の代替が合理的配慮としてみとめられるかもし

れない。また、電気回路を理解することが科目の目的である場合、電気回路の作成を支援者

によって代替することは合理的配慮として認められるであろう。本質的な能力と，これを遂

行する手段が混同されることがないようにしなければならない 。

合理的配慮に関わる知識の不足は、障害のある学生の 分野への参加を阻む要因として

指摘されている 。それぞれの分野の内容の多様性、および個人の障害の多様性のかけ合わ

せによって、科学における統一的な本質的要件に関する基準をつくることは困難なために、

合理的配慮の範囲にも不確定な要素が伴う。このような状況においても、過去にどのような

判断がなされ、どのような合理的配慮が行われてきたかという事例を蓄積・共有することは

有用であろう。例えばアメリカにはこれまでにも視覚障害者が支援者を利用して博士号の学

位を取得した事例や、国内でも学部で物理学を専攻した事例があるが、あまり知られていな

い。これまでに行われたさまざまな学問分野、キャリアレベル、障害の種類に応じた合理的配慮

の事例をまとめたリポジトリデータベースが整備されれば、合理的配慮の普及を促すことができ

るであろう。障害をもつ学生自身や、周囲の関係者に対して、支援者の利用についての認知

–

–
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度の低さ、利用についてのバイアスや誤解などについて、事例を示して対応していく必要が

あると思われる。また、障害のある研究者によるSTEM分野における自身の体験の語りの集積

も有効であろう。

大学で合理的配慮を決定する際に、学生と教員、障害学生の支援者の三者がお互いの意見

を何度もキャッチボールをしながら歩み寄る、建設的対話という手続きを取る。実験で行う

すべての作業は、障害のない多くの学生にとっては問題なく実施できるものであるが、障害

のある学生の場合、どの作業に困難が生じるかについては、事前に評価する必要が生じる。

しかし実際には、実験で行われる作業については文書で提示されており、それぞれの作業を

行うために必要な身体機能は言語化されていないなど、明示されないことがほとんどであ

る。 科目の内容によって、学生が実施する作業は多岐にわたり、障害によっても支援のあ

り方は異なってくる。障害支援に知識を持ち、かつすべての科目の実施内容について把握し

ているような人材は稀であり、障害学生にする適切な支援を決定する手続きのためには多く

の時間が必要となる。支援の対象となる作業に求められる機能を明らかにしてゆくために

は、理学療法士、作業療法士などのリハビリテーション専門職との参加も重要である。また

今後理工系分野で障害学生の支援を現実的に進めていくためには、建設的対話を効率よく行

うための環境が求められる。

合理的配慮の提供を財政面から支援する仕組みもまた重要である。例えば米国の国立科学

財団（ ）82では、

＆ という、助成対象の研究プログラムの遂行に必要

な支援機器や支援者、環境を提供するプログラムを実施している。例えば、特定の機器を操

作するための補綴装具、音声を視覚的な信号に変換する装置、特定の場所へのアクセスや移

動手段、プロジェクトに関連する特殊技能を有する読み上げ者・翻訳者、プロジェクト実施

するために必要な装置などが認められている。こうした助成制度の導入に加え、事業的観点

から、スタートアップ・ベンチャー・既存企業などからの合理的配慮を推進する等の取り組

みも必要である。

提言8 米国FASEDのような財政支援プログラムを含む、実験室における合理的配慮の提供を支援

するしくみを整備するとともに、さまざまな学問分野、キャリアレベル、障害の種類に応じた合

理的配慮の事例をまとめたリポジトリデータベースを整備する 

3.2 STEM分野における基礎的環境整備 

障害者の社会参加の支援において合理的配慮は、個別のニーズに応じた、事後の対応であ

るのに対し、アクセシビリティの整備は多くの人に有益な事前の対応であり、重要な役割を

もつ。アクセシビリティに相当する言葉として、国内では基礎的環境整備という言葉が用い

られている。

82 科学の進歩を促進させ、国の健康、繁栄、福祉を前進させ、国の防衛を確保することを目的に、

年に設立された独立の政府機関。設置目的には国の防衛が含まれているが、予算全額が非国防研

究予算であり、医学及び人文学分野を除く科学・工学の全分野の支援を行っている。予算額は 億

ドル余りで、自らの研究施設は持たず、グラント等の形態による大学等の機関の研究教育活動の支援

に配分されている。
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アメリカ政府や学協会のガイドラインと好事例

アメリカでは、障害当事者を構成員に含む政府系機関のアクセス委員会（ ）

が、障害をもつアメリカ人法（ ）に基づき司法省が

発行している「 （ 基準）」 において、アクセシ

ビリティの具体的な基準を定め、ガイドラインがオンラインで公開されている

。

高等教育における教育用実験室の設計においては に準拠しなければならず、アメリカ

の文書で推奨されている実験室レイアウトは上記の基準にもとづいている。アクセシブルな

実験室のレイアウトや実験機器のデザインの基準として、他にも米国規格協会（

）、国際安全機器協会（

）などによる基準がある。

アメリカ化学会では、アクセス委員会のガイドラインは最新かつ網羅的なものであり、実

験室の環境を変更する際に確認すべきであるとされている。アメリカ化学会は センター

と協力し、書籍「Accessibility in the laboratory」 において、通路、ドア、標識、車椅子のた

めの旋回スペースや移動・クリアランス、設備・備品、機器の操作部、リーチの範囲、突出

物の制限、床・壁面、照明、ドラフトについて、寸法を含む規格や注意点など、 基準に

従った実験室のデザインの具体的な基準を示している 。またカナダのオンタリオ大学協議

会からも、アクセシブルな実験室の検討項目詳細なリストが作成されている 。

これらの基準には、例えば下肢障害のための実験環境のデザインとして、ドア・通路は車

椅子が移動可能なスペースを考慮すること、作業を行う実験テーブルは昇降が可能であるこ

と、車椅子のアクセスのため設備の下部にクリアランスを設けること、車椅子で操作しやす

いよう蛇口はシンクの手前に設置すること、移動がしやすいようテーブルや機器にはキャス

ターをつけることなどが指摘されていることが多い。 視覚障害者に配慮したデザインの例

として、壁や床と装置のコントラストをつけて認識しやすくする、テーブルの天板の縁に隆

起を取り付け触覚によっても認識できるようにすること、白杖で検知できない場所に突起物

を設けないこと、種々の照明装置の配置、アームをつけることで装置を可動式にすることな

どの配慮の方法が記述されている。 また発達障害では、光が強いストレスになることがあ

るため、設計段階での模型の作成など、照明のレベルを検討するプロセスが紹介されてい

る。

実際に構築されている実験室の好事例として、アメリカ・パデュー大学のAccessible Biomedic

–

–
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al Immersion Labなどがある 。このラボデザインは、生命科学の実験を想定しており、障害

者を考慮した安全設備や標識を用意している。作業ベンチ・シンク・ドラフトの つを実験

室における主要なスペースとして近接して配置している（ラボワーク・トライアングル）。こう

した配置はキッチンやその他の職場環境で人間工学的に優れていることが分かっている。実

験室の構築においてキッチンなどの、生活や暮らしのデザインを参考にすることができるか

もしれない。

工場などで多くの作業員を配置して、流れ作業で大量生産を行うライン生産方式に対し、

人または少数の作業員が製品を組み立てる方式をセル生産方式と呼ぶ。同じ作業員が複数

の作業を担当するため、用いる装置を隣り合わせて「コ」の字型に囲むように配置した方式

である（細胞に見立て、「セル」と呼ばれる）。米国ピッツバーグ大学・人間工学研究室で

は、実験室空間の利用の効率性を高めるため、作業の関連性に応じて機器を配置するワーク

セル方式を採用し、実験室内を簡単に移動できるようにしている 。こうした配置は、移動

に制約のある車椅子の利用者に対して効果的である。

移動の利便性・安全性を促進するために制定された日本の「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行令」（バリアフリー新法）では、公共性のある建築物について努

力義務のある基準として、移動円滑化基準を定めている。また、バリアフリー化の最低限の

基準としての利用円滑化基準が定められており、大学などの特定建築物の増改築の際にはこ

の基準への適合努力義務が生じる。またより優れたバリアフリー化の基準として、利用円滑

化誘導基準も定められている。国公立の小中学校などの特別特定建築物においては基準適合

が義務化されているが、大学においても障害のある学生が活動することを考慮すれば、大学

も特別特定建築物相当とみなし、移動円滑化基準の適合が義務化されるべきである。

移動円滑化基準に対するガイドラインは、いくつかの分野で作成されている。建築に関わ

るバリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建

築設計標準」では具体的な基準が定められている 。 に基づく「

」の記載のある項目の多くは、具体的な数字は異なるものの、移動円滑化基準の

ガイドラインにも記載がある。

実験室バリアフリー化の実践を組織内および国内全体に広めていくためには、海外の事例

を参考にしつつ、国内での法制度や文化に合うガイドラインを作成する必要がある。さらに日

本でも、これらの基準を満たし、障害者の利用が可能な整備を施した実験室を実際に構築す

ることにより、モデル実験室として示すことも有用であると思われる。このためには学外の

教育関係者、理化学機器メーカー、障害者団体など多く利害関係者の間での合意が形成され

なければならない。さらには、スタートアップ・ベンチャーや企業、 などの幅広いステー

クホルダーを巻き込む仕組みも検討し、継続的な議論を行うための協力関係や、プラットフ

ォームが求められる。

翻訳 並木重宏 熊谷晋一郎 畠中規 石濱裕規 科学・技術・工学分野の実験

室をアクセシブルにする方法：ピッツバーグ大学人間工学研究室の取り組み リハビリテーション・

エンジニアリング –

国土交通省 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
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安全管理

科学分野において、障害者が実験室等で作業する際、安全管理は重要であり、同時に、安

全への懸念は障害学生の参加を阻む大きな要因のひとつになっている 。例えば薬品を使用す

る場合に、労働安全衛生法などの法令によって対策を講じることが定められている。具体的

には、毒性をもつ試薬を扱う際には暴露した場合に速やかに洗浄する設備が用意されていな

ければならない。これは緊急用シャワーと洗眼器を設置することで対応されている。しか

し、一般的な緊急用シャワーは、操作部となるハンドルが高い位置に取り付けられており、

車椅子ユーザーや低身長の人は使用することができない。文字通り捉えると、通常の設備で

車椅子ユーザーが実験を行うことは法令違反となってしまう。

実験室における障害学生の安全管理についても、合理的配慮の手続きと同様に、学生、教

員、障害支援スタッフの相談の上で検討する。また、スケジュールが始まる前に、実験室を

見学し、試薬や機器の場所、危険性、緊急時の避難経路などを確認しておくこと、とくに緊

急時の対応については文書化しておくことが推奨されている。また学生本人に加えて支援者

および周囲の学生についても安全が検討されなければならない。

以下、文献でよく言及されている実験室の設備について、安全面に関連して述べる。

ドラフト  

ドラフトは室内の空気を吸気して室外に出す装置のことで、有害性のある物質をあつかう

際に用いる。アメリカの国立衛生学研究所は、実験室のドラフト内外の気流の分析を行い、

ドラフトからの漏れがどのような状況で生じるのかを報告している。車椅子利用者など、座

位でドラフトを利用する場合に、ドラフトからの漏れが作業者が息をする空間と一致してい

ることから、利用の際にサッシを利用するなどの配慮の方法が示されている 。

緊急用シャワー・洗眼器  

通常、実験室には緊急用設備として、シャワーおよび洗眼器が設置されている。この根拠

として日本国内では、法律によって指定される物質を取り扱う場合、これを洗浄できる設備

を設けることが定められている。特定化学物質障害予防規則では、がん等の慢性・遅発性障

害を引き起こす第一類・第二類物質、化管法 制度においても、安全データシートに記載

される内容に応じて、洗浄設備の設置が求められる。

国内の法律では洗浄設備の規格については定められておらず、基本的にはアメリカ国家規

格協会（ ）の規格 に従っている

。しかし、一般的に設置されているタイプの緊急用シャワーでは、車椅子利用者は操作ハ

ンドルに手が届かず利用することができない。安全装置のアクセシビリティ整備のための指針

や、安価に実施できる配慮を提案・周知する必要がある。

日本エンコン株式会社 制度 特化則第 条との関わり
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では、洗浄設備を設置するスペースについても基準が定められており、容易

に利用できる場所で常に照明で明るく照らされている場所に設置すること（ 秒以内、およ

そ フィート に相当）、表示板は見やすい場所に設置することなどが記載されてい

る。しかし、アメリカにおいても、緊急用設備が実験室の外になる廊下に設置されているこ

とが多い 。

また、ドアは障害物とみなされるために 規格を満たさない。こうした状況において

は、壁に埋め込むタイプ など、補助的な設備を設置することが提案されている 。

令和 年に改定された文部科学省による学校施設整備指針では、中学校・高等学校に加

え、特別支援学校の理科関係教室においても緊急用シャワーや洗眼装置等の設置の有効性が

指摘されている。実験室のバリアフリー化に向けて、中等教育での取り組みと連携すること

も有効であろう 。

警報装置  

科学に限らないが、聴覚障害者が、音で伝える一般的な警報装置を利用できないという課

題がよく指摘されている。これについて、障害学生の科学教育に関する多くの資料が、特に

聴覚障害の学生に対する音以外の警報装置の導入を推奨している。

聴覚障害をもつ人にとって、駅・空港、ホテル、病院、映画館、老人ホーム、障害者施設

などさまざまな場所で、音以外の警報の手段が必要であると考えられている 。ノイズの大

きい環境では、聴覚障害をもたない場合でも有効であることが指摘されている。音以外で

は、香りを使う方法 、ポケベル等の振動する装置を使う方法 、支援者や聴導犬を利用す

る方法などがあるが、光による警報装置の事例が最も多く 、今回調査したガイドラインに

–

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部、特別支援学校施設整備指針、令和 年 月

聴覚障がい者に対応した火災警報設備等のあり方に関する検討会 ユニバーサルデザインを踏まえ

た火災警報設備等の導入・普及のあり方に関する報告書 ～聴覚障がい者に対応した火災警報設備の

検討～

大西俊介 中園正吾 末田統 盲ろう者の自立生活支援のためのインターフェイスと支援機器に

関する研究 兵庫県立福祉のまちづくり研究所報告集 –

–
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加え、イギリス王立化学協会の資料でも提案されている 。光により火災の発生を伝える警

報装置は、日本では光警報装置、アメリカでは”visual notification appliance”と呼ば

れる（全米防火協会 による呼称）。 年障害をもつアメリカ人法（

）のガイドラインでは、公共の施設で、建物の新築または改修の際に

警報装置を取り付ける場合、聴覚および視覚の両方の信号を用いることが定められている。

年には、国際標準化機構（ ）により、国際的な規格が定められている。日本では設

置の義務はないが、 年に、光によって火災の発生を伝える警報についての基準が定めら

れている（消防予第 号）。このガイドラインでは、白色光が ～ で点滅するよう

に定められている 。

提言9 実験室のアクセス基準・安全管理基準の策定をし、モデル実験室を構築する 

3.3 STEM分野における情報保障とコミュニケーション支援 

自然科学分野における実験や実習などでは、多くの場合、視覚的なインプットと上肢の運

動、下肢体幹による移動を用いるために、視覚障害や運動障害に対する配慮が中心的なトピ

ックとなりがちである。しかし、研究活動はこうした作業だけで成り立つものではなく、研

究会やラボミーティング、学会発表を含む、同僚、指導教員、共同研究者との言語的・非言

語的コミュニケーションなしには遂行できない。加えて、医学や人文社会科学などの場合に

は、研究対象となる人々とのコミュニケーションも不可欠である。

科学において聴覚障害のある人が直面する困難の多くは、こうしたコミュニケーションの

領域において生じる。特に、科学の専門知識を有する専属の手話通訳者の養成の必要性は、

大きな課題である。

科学用語を表す手話の開発と共有 

分野における聴覚障害者の最も大きな課題は、科学用語のための手話が限定されてい

ることである 。科学的な概念を説明する手話用語が限られているため、科学そのものにつ

日本火災報知機工業会一般社団法人 光警報装置の おすすめ

年 月

上田毅 火災警報としての光警報システム 電気設備学会誌 –

–
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いて話すことが難しくなってしまうのである。聴覚障害のある人々の高等教育で有名な

大学の 博士によると、科学用語のうち 割には対応する手話が存在し

ない 。対応する手話が無かったり、知らない場合には、単語のスペルを手指で視覚化して

表現する指文字が必要になる。

筆談で伝える場合、口頭で伝える場合よりも時間がかかるため、実験室で聴覚障害者がコ

ミュニケーションから取り残されがちになってしまう。例えば、有機化学の用語である「立

体障害」の概念を伝える場合、標準的な手話がないため、通訳者は 回の手の動きで「

」と表現する必要がある。

インターネットの普及により、科学専門用語手話のオンラインリソースが登場している。

分野の専門用語の手話の開発は、アメリカとイギリス等の英語圏で比較的すすんでいる

ようである 。今後は、国外で開発された手話を共有する仕組みや、逆に国内で開発された

手話を海外のオンラインデータベースに反映させる仕組みの構築が期待される。

科学用語を解する手話通訳者の育成 

米国では聴覚障害者が合理的配慮の準備のため、週に2から10時間ほどの時間を割いている

事が知られている107。通訳者を都度手配する場合には、担当者が変わるたびに、自身の仕

事について説明を行い、通訳者の習熟にも時間をかける必要がある。また、通訳者が技術的

な専門性や、内容にかかわる知識を持たない場合には、内容を不正確に伝えてしまうリスク

が生じる。さらに、聴者は雑談や立ち話などのインフォーマルな音声コミュニケーションによって

多くの知識やノウハウ、人脈を得ているが、聴覚障害者の場合、公式なイベント以外では情報保障

が行われないことが多く、疎外される傾向にある。

多くの組織では、聴覚障害者への対応として、特定のイベントごとに外部に委託して通訳

者が手配されることが多い。しかしこの方法は、通訳に必要な専門知識や、研究環境のメン

バー間で共有されている背景知識の共有を担保しにくく、誤訳や情報漏洩のリスクなど、さ

まざまな課題がある。そこで、長期間同じ通訳者を手配する、専属手話通訳者（Designated i

Roald, I. Norwegian deaf teachers’ reflections on their science education: implications f

–

–

Boerner, L. Expanding American Sign Language’s scientific vocabulary. Chemical & Engin

Quenqua, D. Pushing Science’s Limits in Sign Language Lexicon. The New York Times (201

–
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nterpreter）を利用することが効果的であることが多くの文献で指摘されている 。実際に

分野の聴覚に障害のある研究者は、その半数以上が職務において専属通訳者を利用してい

る 。また、医療専門職 や、医学系の研究職での有効性が指摘されている 。

科学教育における通訳において、分野ごとに数多くの専門用語を把握する必要があるとさ

れている 。実際、聴覚障害のある学生の成績は通訳者の学術的な専門知識の有無と関連して

いる 。しかし一方で 分野を対象とした手話通訳士の認定資格は存在せず 、多くの通

訳者は 分野の通訳経験をもっていない 。専門性をもった通訳人材の不足が、専属手話

通訳者を雇用するうえでの大きな課題となっている 。

–

 

Agan, T. S. K. Exploring Deaf Physicians’ and Physician Trainees’ Experiences with De

URMC planning new master’s program for sign language interpreting in medicine and scie

–

–

–
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専属手話通訳者の要件としては、手話に堪能であること、科学技術を学ぶ意欲と能力があ

ること、担当する聴覚障害者と円滑にコミュニケーションをできること、英語の通訳もでき

る等があげられる。こうした人材を確保するために、教育の初期段階で専門的な通訳者に専

門分野での現場経験を培う育成プログラムが実施されている。米国ロチェスター大学では、ア

メリカ手話の学位プログラムが設置されており117、また医科歯科学分野の手話通訳の修士課程

の設置も検討されている118。

米国ジェームズ・マディソン大学（ ）では、聴覚障害学

生に対して科学のキャリアを奨励すること、中等教育の教師に高校生・大学生との科学技術

を共有する機会を提供することに加え、将来の通訳者に化学実験室における配慮事項を伝え

るという目的で、生化学の実習（サマーコース）が行われている 。実習には、ギャロ

ーデット大学やロッチェスター工科大・国立聾工科大学の学生、聾学校の教師（

， ）、聴覚障害のない学生が参加す

る。さらに の障害関連の学部の卒業生が、手話通訳のトレーニングのために参加する（

。この取り組みは、 の

によって考案され、全米科学財団（ ， ）のマイノリ

ティの学部生の科学実習を支援するプログラム

の支援を受けている。

実習では生化学実験技術を学ぶため、数週間をかけて、タンパク質の精製、酵素アッセ

イ、タンパク質製品の特性評価に頻繁に使用される分光法などに取り組む。 により、プ

ロの専門手話通訳者が手配され、毎朝、学生と通訳者全員が参加して講義を行い、その日の

業務について話し合う。教師・手話通訳者は、学生がデモと手話通訳者を交互に見ることが

できるように充分な時間を取ることを学び、また聴覚障害のある学生との非公式な交流によ

っても、手話通訳者のスキルが向上するという。また手話通訳をトレーニングする学生は、

プロの手話通訳者のスキルを観察し、記録することが求められ、学生の通訳作業は録画さ

れ、定期的に分析・評価される。

学会での情報保障について、アメリカでは障害を持つアメリカ人法（American Disability Act: AD

A）を遵守する学会では、アクセシビリティを確保するための資金を提供しているが、障害者法が無

い国を含め，国際的に明確なガイドラインはない120。AAASでは年次総会において通訳とリアルタイ

–

–
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ム字幕を提供し（通訳者の科学の専門性については不明）、アメリカ化学会では希望があれば、通

訳と字幕を提供している121。 

しかし、学会で主催者側から通訳者が配置されている場合でも，指文字での対応が多くなり理解

が難しくなっている。一方、大学から専門的な通訳者を派遣する場合、旅費・宿泊費等は大学が負

担しなければならない。 

また、手話を使わない聴覚障害のある学生・教職員も多く存在していることや、専門性の高いやり

取りの時にのみ文字でのコミュニケーションを選択する場合があるなど、聴覚に障害のある人々の中

にあるニーズの多様性にも留意が必要である。手話のみではなく、音声認識アプリと誤認識修正の

組み合わせや、ノートテークなど、文字通訳の選択肢を基礎的環境整備として整えておくこと極めて

重要である。 

提言10 科学用語を表す手話の開発と共有を推進し、科学用語に精通した手話通訳者の育成を目

的とした、インターンやサマーコースなどの各種プログラムを企画するとともに、大学での専

属手話通訳者の雇用を支援する制度を実現する。 

3.4 バーチャル実験室・遠隔実験室 

住んでいる地域や家庭の経済状況、あるいは障害の有無によらず、すべての人へ教育への

アクセスを保障する観点から、遠隔教育（ ）の重要性が高まっている。

これまでも、無料のオンライン講義として、世界中の多くの大学で提供されている大規模公

開オンライン講座（ ）ではインタラクティブなフォーラ

ムが提供され、学びに関するコミュニティが形成されている。

実験室での活動は、科学を学ぶために重要な役割をもつ。教室で行うような授業をオンラ

インで受けることができる環境が既にある一方で、実験・実習についての遠隔教育の実践

は、あまり普及していない。実技の習得には、ハンズオンの技能や課題を解決する能力など

が求められ、これらは伝統的に実験室や、フィールドワークによって取り組まれてきた。実

験は研究教育機関の実験室で行われるが、2020年からのCOVID-19への感染対策によって、対

面のコミュニケーションが制限され、遠隔で科学を学ぶなど、研究するための新たなアプローチの

必要性はさらに高まっている。

科学実験を遠隔で行うという課題に対し、現状では つのアプローチがある。一つ目は実

験を行うために必要な器材を一式送付し、在宅で実験を行うものである。この器材の事を実

験キットと呼ぶ。二つ目は遠隔地の実験室・実験装置にインターネットを介してリモートで

アクセスする方法である（遠隔実験室）。そして三つ目は、リアルな実験装置の代わりに、

シミュレーションを用いることで学習を行うバーチャル実験室と呼ばれるアプローチがあ

る。これまでも頻繁に指摘されているが、それぞれのアプローチの定義や命名法については

統一したものがなく、注意が必要である。

バーチャル実験室について、伝統的には、科学的な現象に注目し、特定の変数を切り替え

ることで概念的理解を深めるためのコンピュータプログラムが使われていた。代表的な事例

としては、コロラド大学ボルダー校の『PhETインタラクティブシミュレーション』がある（

）。

Boerner, L. Expanding American Sign Language’s scientific vocabulary. Chemical & Engin
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最近では、没入感のある体験を提供し、学習したスキルを強調するのに役立つ三次元ラ

ボ・シミュレーションが作成されている。このタイプのバーチャル実験室は比較的新しい取

り組みであり、大学環境で徐々に導入され始めている。 のように、注目する科学的な現

象だけでなく、現象を観察する環境としての実験装置や実験室を含めたシミュレーションが

用意されている。例えば、デンマークの企業が開発したLabsterのシミュレーションでは、

実験室内を移動することができ、白衣を着るといった日常的な動作や、ピペットにチップを

装着するなどといった単純な繰り返し動作も行うようになっている。

上肢障害により、実験器具の取り扱いに困難がある場合でも、バーチャルラボでの活動を通じ、

実験・実習を通じた学習が可能になる。バーチャルラボは、マウスの使用など、使用する身体

の機能が限られているため、障害のある人の科学への参加の道を拓く。実際には、これまで

にも障害のある人が科学に大きな貢献をもたらした事例も多い 。技術開発の進展が著しい

、 、Ｍ さらにはメタバースにも注目し、こうした領域に知見をもつスタートアップ・

ベンチャーとの共同研究・協業も視野に取り組むことが重要である。

提言11 科学教育研究活動への遠隔技術・VR技術の実証可能性を検討する 
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第4節 文化的障壁の除去 

で紹介した、障害のある研究者へのアンケート調査やインタビュー調査によると、物

理的な環境や制度的な環境だけでなく、大学やアカデミアの文化的環境のいくつかの側面が

障壁となっていることが分かる。例えば、通院やセルフケアに時間や労力を費やさなくては

ならないことが周囲に理解されにくいであるとか、必要な支援を「甘え」とみなされ否定的

な態度や言動を向けられるなど、アカデミアに所属する同僚からの差別が根強く残っている

実態が報告されている。しかも、こうした人的環境における障壁の知覚は、研究者としての

キャリアとともに増大する傾向が見て取れる。

大学やアカデミアの中にあるこうした差別を批判する際の常套句は、「同じ能力があるの

に、女性やマイノリティであるというだけで不当な扱いを受けるのは差別だ」といったもの

だ。例えば、 や で触れた合理的配慮の考え方も、評価の対象となる「本質的な能力」

と、評価の対象とならない「周辺的な能力」を分けた上で、「本質的な能力が同じなのに、

周辺的な能力の違いによって評価が低くなるのは差別だ」という論理に立脚している。

事実、研究者に求められる様々な本質的能力において、周辺的な能力の個人差が本質的能

力の発現に影響を与えないように配慮された差別のない環境では、性差やマジョリティ マ

イノリティ間の差がないことが確認されている 。しかしその一方で、上記の論理は、「本

質的な能力が低ければ、評価が低くなっても仕方がない」ということも意味している。卓越

した知を生み出すという、大学やアカデミアのミッションを効率的に達成するために不可欠

な本質的な能力を構成員に期待することは正当であるものの、どのような知に価値が宿ると

考えるのかという視点や、能力を測る物差しは一つではない。どのような知の生産が期待さ

れているのかは、時代や社会によって影響を受ける。また、それに連動して、本質的な能力

の定義も変化し続けるべきものである。

未来の大学やアカデミアは、どのような知を生み出すべきだろうか。そして、構成員の評

価には、どのような物差しを採用するべきだろうか。

4.1 大学における能力主義と障害者差別 

で紹介したドルメイジは、 世紀の大半の間、障害者が収容されてきた特別支援学校

や病院、閉鎖的な施設と、同時期に発展を遂げた大学とが、組織的にも建築的にも類似して

いることを指摘している。どちらも、社会から隔離され、一定の基準を満たした均質化され

た人々が収容され、パターン化された行動様式に従っている。社会学者のゴフマンは主著

「アサイラム」のなかで、「多数の類似の境遇にある個々人が、一緒に、相当期間にわたっ

て包括社会から遮断されて、閉鎖的で形式的に管理された日常生活を送る居住と仕事の場

所」のことを「全制的施設（ ）」と呼んだが、ドルメイジによれば大学

もまた、特別支援学校、障碍者施設、精神病院、刑務所、入国管理局などと同様、全制的施

設であるという。

しかし同時にドルメイジは、その類似性にもかかわらず、両者は対極にあるものとして見

られていると指摘する。全制的施設の一方の極にある大学に所属する人々には特権と機会が

本質的な能力と周辺的な能力の峻別は、周辺的な能力は低くても（ ）、本質的な能力

の面では優れている（ ）、いわゆる （ ）な人々の選抜や評価の基準

を設計するうえでも不可欠な作業になる。
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与えられるが、他方の極に閉じ込められている人々はそれらを剥奪されている。前者は研究

する側で、後者は研究される側である。また前者は教育・治療・更生を与える側で、後者は

与えられる側である。ドルメイジによれば、知識や技術が高い方から低い方に流れるこの権

威勾配によって、大学は自らのアイデンティティを構築・維持してきた。さらに大学はある

時期、優生学的な知識に基づき、障害者等の差別や価値剥奪を正当化する論理を、社会全体

に流布する役割を果たしても来た。以上の歴史的省察を踏まえ、彼は、大学ほど能力主義

（ ）に彩られている組織は他にないと指摘する。

ここでドルメイジは、 つの極に対応するものとして、能力主義と障害者差別（

）とを区別している。「障害者差別」とは、「実際の障害または推定される障害のため

に、人々を差別的または不平等に扱う一連の（意識的または無意識的）観念および慣行」と

定義される。一方、能力主義は、能力を備えた身体（ ）を肯定的に評価す

る観念と慣行である。大学やアカデミアは、構成員に対して、身体的、精神的、社会的に、

相当程度に高い能力（ ）を本質的な能力として強力に要求し続けており、その

ことを通じて、知識がそこを流れる権威勾配において高いポジションを維持してきた。この

勾配は、能力の勾配としても構築されており、実際に大学は、能力（ ）なるものを

定義する特権を通じて、対極に障害（ ）を構築してきた。

能力主義と障害者差別は、一つの権威勾配を維持する つの極であり、大学やアカデミア

の文化の中で常にセットで作動している。加えて大学やアカデミアは、能力主義と障害者差

別を正当化する知識を産出し続けることで、大学だけでなく社会全体に広がる能力主義 障

害者差別の権威勾配を維持してきた面がある。しかし、社会に蔓延する、能力の個人差によ

って人を序列化するこの観念と慣行は、多くの場面でインクルーシブな社会の実現を明らか

に阻んでいる。

現代社会において、インクルーシブな社会の実現を理想として掲げ、障害の有無や能力の

違いによって人間の価値（ ）や尊厳（ ）が少しも変わることがないというこ

とを出発点に置くのであれば 、大学やアカデミアもまた、能力主義 障害者差別の権威勾

配に沿って知識を生産する従来のあり方を見直し、インクルーシブな社会の実現に資する新

たな知の生産工程と評価基準を模索しなくてはならない。これまで研究対象として外部化し

てきた障害者を、共に知を生産する同僚として招き入れることはその出発点となる。

4.2 障害者差別に対するアンチ・スティグマ戦略 

大学文化の中に根強く存在する能力主義と障害者差別は、 実態の測定方法の 包摂

と公平の測定で述べたスティグマ現象の一例である。アカデミアはこうしたスティグマを、

戦略的に低減しなくてはならない。

憲法学者の樋口陽一が指摘する近代の人権におけるアポリアは、決定内容を問わず自己決定という

形式を重視する主観主義的な立場と、自己決定や民主主義によっても変えてはならない客観的価値と

しての尊厳を重視する客観主義的な立場との対立であり、両解釈の間には緊張関係がある（「人権主

体としての個人――“近代”のアポリア――」憲法理論研究会編『人権理論の新展開』（敬文堂、

年） 頁）。能力主義を基本的な立場とする大学やアカデミアは、自己決定などの主観主義的

な立場に親和的であるからこそ、無条件に認められる客観的価値である尊厳の意義に十分に留意する

必要がある。
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すでに述べたように、スティグマには、非当事者が当事者に向ける「公的スティグマ」、

当事者自身が自分に向ける「自己スティグマ」、そして、制度や物的環境といった構造に宿

る「構造的スティグマ」の 種類がある。構造的スティグマの解消については第 節で述べた

ので、本節では公的スティグマと自己スティグマの解消方法について説明する。

アンチ・スティグマ戦略を考える際にしばしば参照されるのが、接触仮説（contact hypoth

esis）である。これは、異なるグループが接触する機会を持つことで、互いの偏見が減少す

るという仮説だ。しかし、どんな接触の仕方でも良いわけではない。例えば医療者は、病気

や障害のある人々に毎日のように接触しているが、医療者が彼らに向けるスティグマは、世

界的に大きな課題となっている 。また、研究者と研究対象者という関係で障害や病気のあ

る人々と接触しても、研究者がもつスティグマは減っていかない。医療者や研究者という立

場で接触することは、「あの人は自分たちと脳が違う、身体が違う、遺伝子が違う」といっ

た形で、自分たちとは異質な存在として少数派のことを理解しかねない状況であり、そうし

た理解は公的スティグマを増やすことになることが知られている。むしろ、多数派と少数派

を分けるのは困難の重さや頻度といった「量的な違い」に過ぎず、質的には異なるわけでは

ないと理解する①連続性教育が公的スティグマを減らす 。

スティグマを減らす接触の条件として、同僚として一緒に研究したり、一緒に医療サービ

スに携わったりなど、②組織的なバックアップがある環境で、③互いにすり合わせた共通の目

標の下、④対等な関係で接触することが重要だと、接触仮説では強調されている 。①は、

④を達成するための具体的な教育プログラムの一つといえるだろう。

さらに、④に関連してもう一つ、重要な点がある。スティグマを減らすために「相手をグ

ループ帰属で見るのではなく、個人としてみることが大切だ」という考え方が強調される場

面がしばしばある。それは決して間違いではないが、特に自己スティグマの低減に関してい

うと、それだけでは不十分であることも知られている。お互いに、唯一無二のかけがえのな

い個人として、対等な接触をするということは大事だが、人は個人としてのみ生きているの

ではなく、先人たちから受け継いだ豊かな価値、知識、技術、制度、慣習、人間関係などの

資源によってはじめて、生存や活動が可能になる存在である。そして、これらの資源は、長

い歴史の中で、マジョリティ向けに使いやすいようにデザインされていたり、利用する権限

–

下記の文献を参照。

石垣琢麿監訳・柳沢圭子訳 恥の烙印―精神的疾病へのスティグマ

と変化への道標― 金剛出版

–

–

下記の文献を参照。

池上（ ）差別・偏見研究の変遷と新たな展開．教育心理学年報
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がマジョリティに多く配分されていたりする。対等な個人として接触するだけでなく、こう

した、⑤互いが属するグループ間の権力格差やさまざまな資源配分の偏りの歴史を意識しつつ

接触しなければ、自己スティグマは減らない 。

⑤の接触条件に関連する知見として、自己スティグマを解消するには、⑥多文化主義的な

アプローチが有効であると言われている。例えば、大学の新入生オリエンテーションで多文

化主義的なメッセージを送った場合と、個性を強調し、社会的集団の違いを取り扱わない個

性尊重主義的なメッセージを送った場合とで、その後のマイノリティの学業成績を比較した

研究がある 。結果は、個性尊重主義的なメッセージを送った場合には、マジョリティとマ

イノリティの成績格差が縮まらなかったのに対し、多文化主義的なメッセージを送った場合

には、その格差が消失するというものであった 。

以上の①～⑥が、普段から基礎的環境整備として行えるスティグマに対するアクションで

あるのに対し、実際に差別事案が生じた時の適切な応答もまた重要である。特に、差別の微

細な兆候であるマイクロアグレッションの段階で適切に応答することが大切であり、その方

法に関して と （ ）は、先行研究を概観しつつ、マイクロアグレッション

の悪影響を軽減するのに効果的である つの戦略を提案している 。

つ目は、 マイクロアグレッションを引き起こすコミュニケーションが現に発生したということを

事実として認めることである。周囲が問題に気づいていること、そして潜在的に有害な状況

に対して全力を挙げて取り組もうとしていること、この 点を示すことが極めて重要であ

る。 つ目は、 マイクロアグレッションによって生じうる負の感情を「考え過ぎだ」と否認するの

ではなく承認することである。マイクロアグレッションから生じる負の感情を認めること

は、その影響を受ける可能性のあるすべての人々を支え、「私がこんな風に感じるのは、正

当なのだろうか」という推論を行う精神的負荷を軽減することができる。 つ目は、 マイ

クロアグレッションを引き起こす言葉をアカデミアから追放すべく立ち向かうことである。 つ目

は、 マイクロアグレッションを経験している人が助けを求めることができるような仕組みを整える

ことである。 つ目は、 マイクロアグレッションを与えるような言動を繰り返す人々とプライベ

ートで会って話し合うことである。これは、彼らの言動がどれほど他の人々によって有害とな

りうるかを理解してもらう上で、彼らを支援する機会にもなる。

公的スティグマに照準した①のアプローチと、自己スティグマに照準した⑥のアプローチは、前

者が個人差を連続体として捉えているのに対して、後者が個人差をカテゴリカルにとらえているとい

う点で、矛盾しているように見えるかもしれない。しかし、個人差というものが決してカテゴリカル

に分類できるものではないとしても、現に人々の個人差をカテゴリカルにとらえる社会の中で私たち

は生きており、その効果として、特定のグループに帰属する人々が集団的に共有する経験、知識、価

値、歴史などが存在する。そうしたカテゴリカルかつ集団的な水準で生じる相手と自分の違いを踏ま

えて初めて、より正確な連続性を見出せるようになるという点で、両者は決して矛盾しないものとも

言える。
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と は、マイクロアグレッションを向けられた人に対する、マイクロアグレッションがあ

ったという事実とその影響の承認、 と は大学やアカデミアとしての組織的対応、 はマイ

クロアグレッションを与えた人への個人的対応である。

以上のように、様々な介入のアンチ・スティグマ効果に関する研究は、日進月歩である。

そうした知見を踏まえ、大学や学協会におけるアンチ・スティグマプログラムの実装が必要

である。

提言12 大学や学協会における、エビデンスに基づいたアンチ・スティグマプログラムの実施や、2.1 

実態の測定方法に記載したスティグマ測定尺度等を活用したその効果検証を推奨する。 

4.3 能力評価の方法の見直し

前項では能力主義 障害者差別という権威勾配の つの極のうち、障害者差別を戦略的に取

り除く方法について述べた。本節ではもう一つの極である能力主義に関連して、大学やアカ

デミアが行う能力評価の方法の見直しについて触れる。

固有のライフコースやバックグラウンドを考慮に入れた評価

意義①：公正な社会の実現の 潜在能力アプローチと合理的配慮では、学問分野ご

とに要求される本質的能力の明確化をした上で、評価対象ではない非本質的能力の個人差

が、評価対象である本質的能力の発現に影響を与えないような配慮の重要性を述べた。しか

しこうした合理的配慮の提供に加え、障害などを考慮したアカデミックな達成度評価基準の

見直しも試みられている。

例えば、 年にサンフランシスコで開催された米国細胞生物学会で「研究評価に関する

サンフランシスコ宣言（The Declaration on Research Assessment: DORA）」132が提案され、その

後、 以上の大学や研究機関がこの宣言に署名している。 では、現行の研究評価指標

のままでは、創造的・革新的な研究の評価が難しいという問題意識に立って、数量的指標に

よらない科学的内容を考慮すべきという方針を打ち出した。

例えば、 と呼ぶ新しい履歴書の様式133が検討されている。従来の履歴書で

は、インパクトファクターや論文数といった数量的指標が強調されてきたが、

では数量的指標による影響を減らすよう書式の統一がはかられ、狭義の研究業績以外の多様

な貢献の記述を追加できるようになっている。また、「何をしたか」だけでなく「誰である

か」を示す、個人のナラティブが重視されている。

狭義の研究活動にとどまらない固有のナラティブやパーソナルヒストリーを評価基準に加

える試みとして、オーストラリアやニュージーランドで利用されている「機会による相対評

DORA, “Cross improve the assessment of researchers for grant funding”, 

DORA, “Cross

g”, January 19, 2022
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価（Achievement Relative to Opportunity: ARO）」 という基準もある。これは、病気や事故、

家族の介護や育児、被災などの様々なライフイベントによるキャリア中断や、ジェンダー、

エスニシティ、障害などによる機会剝奪を含めて、研究評価に与える要因を広く考慮するこ

とで、公平に研究評価を行うためのしくみである。

提言13 DORAやAROなどを参考に、数量化される狭義の研究実績だけではなく、多様な社会貢献

や機会剥奪に関するナラティブを考慮に入れた評価基準の作成を推奨する 

研究の共同創造による貢献を考慮に入れた評価

すでに述べたように、大学やアカデミアが採用すべき能力基準は、人類や社会に資する知

がどのようなものであるかというミッションに依存して決めなくてはならないが、今日ます

ます、大学やアカデミアに対して期待されるようになったのは、インクルーシブな社会の実

現に資する知を生み出すというミッションである。このミッションを達成するうえで、

で述べた研究の共同創造という考え方は、障害などのマイノリティ当事者としての経験を持

つこと自体が構成員としての評価に値する基準の一つになりうることを意味する 。

では、「大学において障害者は研究資源として捉えられることはあっても、現状を批

判しうる新たな知識を生み出す主体としては考えられてこなかった」というドルメイジの言

葉を紹介した。一方は研究し、知識を生み出す側で、一方は研究され、身体や経験を資料と

して差し出す側であるというこの勾配を動力源として産み出される知識は、障害者を客体と

して捉え、主体としての当事者や当事者グループに独自の思想、感情、経験的リアリティを

無価値化する、いわばマイクロインヴァリデーションに寄与するものになりがちである。社

会のインクルーシブネス向上にも寄与するような知識を生産するには、障害などのマイノリ

ティ当事者に独自の思想、感情、経験的リアリティを起点に、当事者と従来の専門家がとも

に対等な研究者となって共同し、インクルーシブな社会の実現に寄与する知識を生み出す仕

組みを大学や学協会に実装することが肝要である。

こうした共同創造を実装することの意義は、インクルーシブ社会の実現に資する知識を生

産するだけでなく、②組織的なバックアップを得つつ、③マイノリティとマジョリティが共

通の目標をもち、④対等な関係で協働しつつも、⑤互いが属するグループ間の権力格差やさ

まざまな資源配分の偏りの歴史を意識するという、スティグマ低減の接触条件をも満たすも

のであり、共同創造は前項のアンチ・スティグマ戦略の一環としても有望なものといえるだ

ろう。

しかし、 でも述べたように、研究の共同創造の実現には、少数派固有の価値・認

識・実践を共時的にも通時的にも共有・更新するマイノリティ共同体の存在が重要になる。

共同創造というミッションに参加するマイノリティ研究者に要求される条件の一つは、自分

自身の経験だけでなく、自分と類似した経験を持つ仲間の共同体において共有されてきた少

数派固有の価値・認識・実践を熟知し、それを更新できることである。

ただし、第 節でも紹介したように、マイノリティ性を持つ学生や研究者に、本人が望まない形

で、当事者性に関連した研究テーマを勧める行為は、時にマイクロインサルトになりうることに留意

する必要がある。
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インクルーシブ社会の実現に貢献する知を生み出す共同創造の好事例

自律的に活動するマイノリティ共同体と専門家共同体とが共同創造することによってイン

クルーシブ社会の実現に貢献する知を生みだした つの好事例を紹介する。

科学技術や専門知は、障害のある人々の生活を豊かにする大きな可能性を秘めている。一

方で、専門家が目指すものと、障害のある人を含むマイノリティが望むものとが、時にすれ

違うことがある。例えば 年代までは、脳性まひの子どもに対して、平均的な身体に近づ

けるための治療を行うことが一般的だった。しかしその後、脳性まひに対するリハビリの効

果が小さいということが、専門家によって明らかにされる。

幸いだったのは、ちょうど同じ時期に世界的に勃興しつつあった障害者運動が、新しい価

値観と認識枠組み、そしてそれに基づく実践を展開していたことだった。彼らの主張は、

「障害は、皮膚の内側にではなく、皮膚の外側に存在している」というものだった。例え

ば、階段しかない建物で、行きたい場所に行かれない障害者がいたときに、階段をのぼれな

いその人の体の中に障害が宿っているのではなく、エレベーターを設置しない建物の中に障

害が宿っていると考えるのである。すでに述べた障害の社会モデルという考え方である 。

障害者運動や社会モデルが切り開いた価値・知・実践の総体は、未来を見失っていた多く

の障害者にとって、まさに生き延びることを可能にする希望を与えるパラダイムだった。社

会モデルの考え方は、その後、建築学や政策科学、リハビリテーション科学など、多くの専

門家や市民社会に受け入れられ、現在は標準的な指針となっている。

もうひとつ、専門知とマイノリティの目指す方向性がすれ違い、その後、再合流した例と

して依存症自助グループの活動を挙げよう。依存症とは、アルコールや薬物の使用などの行

動が、本人のコントロールが及ばないまでに繰り返され、身体的、経済的、社会的状況を損

なっている状態を指す。 世紀初頭までの専門家は、依存症に対して様々な宗教的、治療

的、教育的、司法的介入を行ったが、どれも効果は限定的だった 。

しかし 年代になると、アルコール依存症者本人が、互いにこれまでの経験を語り合う

自助グループであるアルコホリクス・アノニマス（ ）が誕生し、その高い効果に注目が集

まるようになった。彼らは、嗜癖行動の背景に、虐待や苛め、戦争体験など、「重要な他者

や社会との間に起きた傷つきの記憶があり、自分の人生に意味や見通しを与える一貫した個

人史を失っている」ことや、その結果、「他者や社会に対して信頼感を失い、依存すること

が困難になっているがゆえに、消去法で自分を裏切らないと思える物質、カリスマ的人物、

そして自分自身に過度に依存している状態」 が依存症であることを発見した。そのうえ

ウイリアム･ホワイト 米国アディクション列伝―アメリカにおけるアディクション治療

と回復の歴史 鈴木美保子 山本幸枝 麻生克郎 岡崎直人 訳 特定非営利活動法人ジャパンマ

ック

他者に安心して依存できず、自分自身に過度に依存する依存症者の思考・行動様式は、能力主義

や意思決定権、自立（ ）といった近代的個人の理想を先鋭化させたものといえるかもし

れない。実際、社会学者のギデンズ（ ）は、近代的な規範こそが依存症の生みの親だと指摘

している。依存症自助グループは、近代的個人が否応なしに巻き込まれる、人間不信や能力主義、孤

立から、近代に居ながらにして距離を置くための対話実践を洗練させてきた。そこから、能力主義に

身を置きながらも、能力によって人間の価値や尊厳の序列化を行うことのない大学やアカデミアの実

現に関する示唆を得ることができるだろう。他方、障害者運動をはじめとしたマイノリティ運動の多
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で、責められることのない安全な場で、傷を含む過去の記憶を正直に語り合い、他者との信

頼と、一貫した個人史を再構築することが依存症からの回復であり、嗜癖行動が弱まるのは

その副産物に過ぎないという全く新しい回復像を打ち出したのである。

その後、 の高い効果は様々な専門家から注目され、依存症自助グループと医療機関の共

同による多様な治療や支援のプログラムを生み出した。 年 月には、コクラン・ライブ

ラリーが、これまでの研究の系統的なレビューを行い、 と連携したプログラムが、専門家

のみによるプログラムと比較して、より効果が高いことを示した 。

障害者運動は、世界にたった一つしかない「自分の身体」がもつ、可変性の限界から出発

し、唯一のわたしの身体を受け容れるよう、社会変革を迫った。それに対し、依存症自助グ

ループは、変えられない過去の出来事の記憶という有限性の中で、世界にたった一つしかな

い「自分の歴史」を再構築し、他者と共有していくことの重要性を発見した。身体と歴史、

この二つは、私が私であり、他の誰とも異なる固有の存在である根拠を与えるものである。

障害者運動と依存症自助グループが、専門家との共同により生み出した知は、唯一無二の

私を肯定するインクルーシブ社会の実現を目指す、その後の様々なマイノリティ活動に多大

な影響を与え続けている。個人としてのマイノリティと、集団としての専門家共同体が共同

創造するのではなく、それぞれが自律的に活動するマイノリティ共同体と専門家共同体とが

共同創造した好事例として、依存症自助グループや障害者運動の歴史は指針を与えている。

市民の中心 周縁構造と当事者研究

のスローガンは、「誰一人置き去りにしない（ ）」である。共同

創造もまた、多様な当事者の経験や声を反映したものでなくてはならない。しかし、それは

簡単なことではない。マイノリティ共同体の内部に目を向けると、たとえ同じカテゴリーを

共有していたとしても、そのカテゴリーに還元できない多様な身体や歴史を持つメンバーが

いる。したがって共同創造から置き去りにされる当事者をなるべく少なくするには、周縁化

された当事者も、自分のことを表現できるようになるための支援や、マイノリティ共同体の

運営がより民主的に行われるような体制づくりが必要である。

例えば先述の、依存症自助グループと障害者運動は、グループ外部への「公開性」という

点で一見すると相容れない特徴を持っている。依存症自助グループでは、グループ内部で語

られたことは、グループ外部には口外しないというルールによって、傷ついた過去など、語

ることにリスクを伴う内容を正直かつ安全に開示できる場を確保している。また、グループ

外部の政治的な論争に対して意見を述べてはならないという運営方針が明記されている。対

照的に障害者運動では、それぞれのメンバーが語る多様な内容を、「私たちの意見」として

まとめ上げ（ここで、メンバー一人一人の唯一無二性が捨象されがちである）、外部に公開

することで、社会変革を目指してきた。

くは、マジョリティのみが近代の恩恵にあずかり、自由と解放を得ている状況を批判し、能力主義、

意思決定権、自立、人権といった近代的価値をマイノリティにも普遍化することを目指してきたとい

える。

Kelly, J. F., Humphreys, K., & Ferri, M. (2020). Alcoholics Anonymous and other 12‐ste
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こうしたそれぞれのグループの特徴は、グループの価値観やプログラムに合うメンバー

と、合わずに周縁化されるメンバーの分断を引き起こす。マイノリティ共同体が民主的である

ためには、共同体において共有されてきた少数派固有の価値・知識・実践を継承するだけでなく、

周縁化されつつあるメンバーを包摂すべく、不断に更新し続けなくてはならない。先人から受け継

いだ価値・知識・実践の継承と更新を制度化するということは、マイノリティ共同体が、広

義の研究コミュニティになることとも言える。日本で誕生した当事者研究という在野の実践

は、依存症自助グループや障害者運動に影響を受けつつ、そこで周縁化された声に応答する

ようにして誕生した研究コミュニティを志向するマイノリティ共同体の活動として、様々な

領域に広がりつつある 。また、マイノリティ共同体が広義の研究コミュニティになること

は、共同体内部の民主的な運営に資するだけでなく、専門家共同体という外部との対話の通

路を開き、共同創造の足場を生み出す変革ともいえる。

共同創造の実装は、障害などのマイノリティ当事者の視点を大学やアカデミアの中にもた

らすだけでなく、より広く、科学への多様な市民の参画による知の共創と、科学技術コミュ

ニケーションの強化という問題系にも通じる課題である。

特に 年度より実施されている第 期科学技術・イノベーション基本計画では、新型コ

ロナウイルス感染症による社会事象や社会変革等を踏まえた科学技術リテラシーやリスクリ

テラシーの取り組み、科学館や博物館等における一般社会の意見収集や市民による政策過程

への参画の取り組み、 や など の実現に不可欠な最先端技術も活用した年

齢、性別、身体能力、価値観等の違いを乗り越える対話・協働活動の取り組みなど、多層的

な科学技術コミュニケーションの強化が目指されている。例えば国立研究開発法人科学技術

振興機構では、 サイト「サイエンスポータル」、電子書籍「 （サイエン

スウィンドウ）」を運営・発行し、最新の科学技術関連トピックや社会課題解決に向けた好

事例を紹介している。また、多様なステークホルダーが社会と科学の問題を対話し協働の芽

を育むオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」を開催しているところ、これらのメディア

や機会を通じ、広く社会全体に向けて障害インクルージョンの緊急性・重要性を発信してい

くことも検討しうる。

第 節でも述べたとおり、障害の社会モデルの考え方にもとづけば、 による社会

環境の急激な変化は、移動・医療・仕事・教育・情報における社会的排除や差別など、障害

という現象が、マイノリティ市民だけでなく、マジョリティ市民にまで普遍化する状況を引

き起こしている141。その結果、在宅ワークやリモート会議など、障害のある人々が以前か

ら活用してきた様々なツールが汎用され始めてもいる。しかし同時に、障害の増大は均等に

起きているのではなく、子どもや障害者、差別にさらされてきたグループや社会経済的状況

の低いグループは、そうでない人々よりも、より一層深刻な状況に陥り、格差が拡大しても

いる。市民という広い共同体の中で周縁化されるマイノリティ市民、そして、マイノリティ

当事者研究の成り立ちと展開、当事者研究コミュニティと専門家コミュニティの共同創造に関し

ては、以下の文献を参照。

熊谷晋一郎 編 臨床心理学増刊号第 号 みんなの当事者研究 東京 金剛出版

熊谷晋一郎 編 臨床心理学増刊号第 号 当事者研究と専門知 東京 金剛出版 熊谷晋

一郎 編 臨床心理学増刊号第 号 当事者研究をはじめよう 東京 金剛出版

熊谷晋一郎 当事者研究 東京 岩波書店

熊谷晋一郎 子どもの育ちとマイノリティ当事者の暮らし 学術の動向
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共同体の中で周縁化される当事者たち――こうした入れ子状の中心－周縁構造を踏まえた上

で、当事者研究や共同創造を実装していく必要があるといえるだろう。

提言14 共同創造の好事例を収集・発信するとともに、そのモデル事業を支援する 
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第5節 政策提言 

ここまでで述べてきた の提言を、 つのカテゴリー別に整理したものが表 になる。

表 提言一覧

I. インクルージョンと共同創造のための行動指針を策定し、実態調査を行う（緊急に） 
⚫ ビジネスや政治のリーダーは、「インクルージョンと共同創造によって、よりよい

社会の実現に資する知を生み出す、 教育研究環境を実現する」という行動指針

を発信する。（⇒提言 、 高信頼性）

⚫ 行政は、初等・中等・高等教育から大学の雇用環境に至るまで、インクルージョン

と共同創造に不可欠な、一貫した多様性・包摂・公平・所属感の実態をモニタリン

グ調査し、結果公開し、共有する。（⇒提言 、 の 原則）

Ⅱ. インクルージョンと共同創造の観点から分野ごとに研究者の評価基準を見直す（

年程度で） 
⚫ 学協会は、インクルージョンと共同創造の観点から、分野ごとに要求される能力・

作業を明確化し、合理的配慮指針を策定するとともにその普及を図る（⇒提言 ）

⚫ 研究機関は、多様な社会貢献や機会剥奪に関するナラティブを考慮に入れた評価基

準を作成するとともにその活用を推奨する。（⇒提言 、 や ）

Ⅲ.ダイバーシティ＆インクルージョン教育プログラムを開発し、実践、検証する（5年程度

で） 
⚫ 行政は、アカデミアにおける文化的障壁を取り除くため、ダイバーシティ＆インク

ルージョンの価値を実装し、差別や偏見をなくすための学生・教職員向けプログラ

ムを開発し、その効果を検証する。（⇒提言 ）

⚫ 研究機関や学協会は、エビデンスに基づいたダイバーシティ＆インクルージョン教

育プログラムを実施し、測定尺度等を活用してその効果をモニタリングする。（⇒

実態の測定方法、提言 ）

Ⅳ.研究の共同創造を推進する（直ちに着手し、計画的、継続的に） 
⚫ 行政は、アカデミアにおける研究の共同創造を実現するため、共同創造ガイドライ

ンを策定し、共同創造を実践する 、ユーザーリサーチャー制度のモデル事業を

推進し、支援する。（⇒提言 ）

⚫ 研究機関や学協会は、研究の共同創造の好事例を収集・発信するとともに、そのモ

デル事業を支援する。（⇒提言 ）

Ⅴ. アカデミアのインクルージョンと研究の共同創造を支える支援者・支援機器・環境を

整備する（直ちに着手し、計画的、継続的に） 
⚫ 国は、障害者権利条約の義務を誠実に遵守し、国連の障害者権利委員会の日本への

総括所見に沿って、障害のある学生・研究者の人権の享有と行使を妨げる障壁を除

去することにより、アカデミアのインクルージョンと研究の共同創造を支える環境

を整備する。

⚫ 行政は、アカデミアのインクルージョンと研究の共同創造の基盤を固め維持するた

めに、公的介護保障制度を高等教育や就労の場においてもシームレスに利用できる

運用指針を確立するとともに、支援者・支援機器・環境整備を促進する予算措置を

行う。（⇒提言 ）
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⚫ 行政は、実験室における合理的配慮の提供を支援するしくみを整備するとともに、

さまざまな学問分野、キャリアレベル、障害の種類に応じた合理的配慮の事例をま

とめたリポジトリデータベースを整備する。（⇒提言 、米国 ）

⚫ 研究機関は、実験室のアクセス基準・安全管理基準の策定をし、モデル実験室を構

築する。（⇒提言 ）

⚫ 行政・研究機関・産業界は、互いに連携して、科学教育研究活動への遠隔技術・ 技術

の実証可能性を検討する。（⇒提言 ）

Ⅵ. 手話通訳人材育成（直ちに着手し、計画的、継続的に） 
⚫ 行政・研究機関は、学術手話通訳者の養成を兼ねた研究機関へのインターンシップ

配置および雇用を促進する制度を設計し、実施する。（⇒提言 ）

⚫ 行政・研究機関・産業界は、互いに連携して、科学用語を表す手話の開発と共有を推進

し、科学用語に精通した手話通訳者の育成を目的とした、インターンやサマーコー

スなどの各種プログラムを企画するとともに、研究機関での専属手話通訳者の雇用

を支援する制度を実現する。（⇒提言 ）

このうち、財源的な検討を含む環境整備や支援の実装を推進するうえで重要なのは、何よ

りもまず「 実態調査」であり、政策として最優先で取り組むべき内容であると考えられ

る。加えて、どこまで何を支援することが適切かを検討するうえで、各学協会が主導して、

専門分野ごとに、本質的能力の検討を含む「Ⅱ 評価基準の見直し」を推進する必要があ

る。こうした検討を待たずに、それに並行して行えることとして、研究機関ごとの「Ⅲ ダ

イバーシティ＆インクルージョン教育」の提供と、「Ⅳ 共同創造推進」が挙げられる。

「Ⅴ 支援者・支援機器・環境整備」「Ⅵ 手話通訳人材育成」については、モデル事

業に助成を行うとともに、その成果と やⅡを踏まえ、支援ニーズの量と質、支援方法の

ベストプラクティスがある程度把握できた段階で、「Ⅴ 支援者・支援機器・環境整備」

「Ⅵ 手話通訳人材育成」を制度化する必要がある。

図 は、障害インクルーシブな 教育研究環境実現に向けたロードマップである。
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図 障害インクルーシブな 教育研究環境実現に向けたロードマップ
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参考資料1 研究環境における多様性のためのアンケート 

隠岐さや香、熊谷晋一郎、清水晶子、木下知威、福島智、綾屋紗月、星加良司、中村征樹、

大河内直之：研究環境における多様性のためのアンケート調査報告：障害・ジェンダー・セ

クシュアリティと若手研究者 調査と資料， ，

あなたのプロフィールに関してお尋ねします。 

１：あなたにあてはまる項目に○をして下さい（複数回答可）

障害をもつ人

性的少数者（ の方，アセクシュアルの方，男女の区分に疑問を持つ方など）

女性

２：「障害がある」に○をした方のみ回答してください。障害者手帳の有無にかかわらず，

あなたが当てはまると思う項目に○をしてください（複数回答可）

発達障害

肢体障害

知的障害

視覚障害（色覚異常をふくむ）

聴覚障害

感覚障害（視覚，聴覚の障害以外のもの）

精神障害

高次脳機能障害

内部障害（心臓・腎臓・呼吸・膀胱直腸・小腸・肝臓・免疫・その他）

容貌障害（疾患や外傷による外見上の症状）

その他

３：あてはまる年代に○をして下さい

代

代

代

代以上

４：最終学位にあたるものに○をして下さい

学士

修士

博士

それ以外

５：あなたの専門とする分野を教えて下さい（記述式）
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６：現在の職種をお答え下さい。

専任教員／研究者

時限つき専任教員／研究者

客員研究員

大学での非常勤職

大学院生

大学や研究職以外での非常勤

その他

７：ご所属の機関の種類についてお答え下さい。

国公立大学

私立大学

国立研究所

私企業（研究所をふくむ）

その他

研究や教育を行う上で出会う様々な場面について，どのような困難を経験しているのかをお尋ねし

ます。記述式の部分について，公開することができない情報については，各設問にある【公開：  】

という欄に「×」を入れてください。 

８．あなたの所属先には，あなたが感じる困難に対応してくれる相談窓口や専門の支援者が

いると感じますか？

感じる すこし感じる ほとんど感じない 感じない

感じる，すこし感じる，を選択した人へ どのような取り組みがありますか？（記述式）

【公開： 】

９．研究テーマを選ぶときに，障害，もしくは性的少数者や女性であることなどに関連する

困難はありましたか？

ある すこしある ほとんどない ない

ある，すこしある，を選択した人へ どんなことが問題ですか？（記述式）【公開： 】

．研究活動を行う上で困ることはありますか？下記の選択肢Ａ～Ｆの中にあてはまるもの

があれば○をしてください（複数回答可）。

Ａ．学位の取得

Ｂ．学会発表

Ｃ．論文投稿

Ｄ．研究資金獲得

Ｅ．共同研究

Ｆ．その他
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→具体的にはそれはどのようなことでしょうか？（記述式）【公開： 】

．教育活動を行う上で困ることはありますか？

ある すこしある ほとんどない ない

ある，すこしある，を選択した人へ。どんなことが問題ですか？（記述式）【公開： 】

周囲の人々の態度やあなた自身の処遇について伺います。 

．同僚や職員から向けられる発言あるいは態度について，不快な思いをすることはありま

すか？（例：健常者やマジョリティにはしない態度をされたと感じるなど）

ある すこしある ほとんどない ない

→ある，すこしある，の場合，それはどのようなものでしょうか？【公開： 】

．研究活動，教育活動を遂行する上で不当な扱いをうけていると感じることがあります

か？

ある すこしある ほとんどない ない

→ある，すこしある，の場合，それはどのようなものでしょうか？【公開： 】

．雇用条件や昇進，公募などで，不当な扱いをうけていると感じることがありますか？

ある すこしある ほとんどない ない

→ある，すこしある，の場合，それはどのようなものでしょうか？【公開： 】

研究活動，教育活動を行う上で利用する施設・設備について伺います。 

．研究活動，教育活動を行う上で利用する施設・設備に関して，不便を感じることはあり

ますか。下記の選択肢Ａ～Ｄの中にあてはまるものがあれば○をしてください（複数回答

可）。

Ａ．エレベータやスロープ，手すり，自動ドアの設置がない

Ｂ．点字ブロックの敷設や点字によるエレベーターの表示のあり方

Ｃ．反響音が強い，照明がまぶしい，人との距離が近すぎる，もしくは案内表示の

不足など

Ｄ．教室での視聴覚機器のあり方

Ｅ．その他

→具体的にはそれはどのようなものでしょうか？（「その他」と回答した方は必須回答）

【公開： 】
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．研究活動，教育活動を行う上で利用する道具（パソコン，実験器具，書架など）に関し

て， 不便を感じることはありますか？

ある すこしある ほとんどない ない

→ある，すこしある，の場合，それはどのようなものでしょうか？【公開： 】

言語とコミュニケーションについて伺います。 

．教育・研究を遂行する上で，言語使用およびコミュニケーションに困難を感じることが

ありますか？下記の選択肢Ａ～Ｅの中にあてはまるものがあれば○をしてください（複数回

答可）。

Ａ．自分の発語が相手に正確に聞きとってもらえずに，コミュニケーションに困難

を感じることがある。

Ｂ．相手との関係性や自分の置かれている役割や状況が把握できない。

Ｃ．相手の発言の意味がわからない，その場に不適切な発言をする，など会話のや

り取りに困難を感じることがある。

Ｄ．ライフスタイルや文化の違いを理解してもらえないときがある，もしくは反発

や差別を恐れて言いたいことを我慢することがある。

Ｅ．手話通訳や要約筆記者など言語使用にあたって必要な人材を依頼・派遣しても

らうことに困難がある（ここに丸を付けた場合はどのような困難があるのか， に

記入して下さい）。

Ｆ．その他

→具体的にはそれはどのようなものでしょうか？（「その他」と回答した方は必須回答）

【公開： 】

．教育・研究を遂行する上で，情報共有に関わる困難や不便を感じることはあるでしょう

か？ 下記の選択肢Ａ～Ｄの中にあてはまるものがあれば○をしてください（複数回答可）。

Ａ．授業や会議，研究会，メールなどでの情報共有・情報保障に関して不便や困難

を感じる

Ｂ．公共的な情報提供のあり方，たとえば館内の放送や掲示のしかたに不便を感じ

る

Ｃ．日常的な事務的書類や会議・研究会で提供される資料について，不便や困難を

感じる

Ｄ．その他

→具体的にはそれはどのようなものでしょうか？（「その他」と回答した方は必須回答）

【公開： 】

研究・教育の現場で行う作業について伺います。 
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．研究，教育の場での作業について不便を感じていますか？下記の選択肢Ａ～Ｇの中にあ

てはまるものがあれば○をしてください（複数回答可）。

Ａ．必要な資料や文献を調べる（ 検索を含む）ときに，不便を感じることがあ

る。

Ｂ．読書において不便を感じることがある。

Ｃ．学生の提出物を読む際などに不便を感じることがある。

Ｄ．文書作成において不便を感じることがある。

Ｅ．事務書類作成，提出などを行う際に不便を感じることがある。

Ｆ．実験，資料整理，物の運搬などの手作業の際に不便を感じている。

Ｇ．その他

→具体的にはそれはどのようなものでしょうか？（「その他」と回答した方は必須回答）

【公開： 】

．教育・研究における計画や予定を立てるときに困難を感じることがありますか？

ある すこしある ほとんどない ない

→ある，すこしあるの場合，それはどのようなものでしょうか？【公開： 】

あなたが，研究や教育の場において，どのような日常の行為に困難を経験しているのかについて

お尋ねします。 

．移動に不便を感じることがありますか？下記の選択肢Ａ～Ｄの中にあてはまるものがあ

れば○をしてください（複数回答可）。

Ａ．職場において，建物の外での移動に特に不便や不安を感じる

Ｂ．通勤において，移動に不便や不安を感じる。

Ｃ．出張において，移動に不便や不安を感じる。

Ｄ．乗り物酔い，不眠，便秘・下痢，食欲不振，感覚過敏といった，移動による体

調不良の困難を感じやすいが，なかなか周囲にそれを理解してもらえない。

Ｅ．その他

→具体的にはそれはどのようなものでしょうか？（「その他」と回答した方は必須回答）

．目的地までの交通経路の検索，新幹線や飛行機，ホテルの予約など，移動の事前準備も

しくは移動先での必要な設備の確認において困難を感じることがありますか？

ある すこしある ほとんどない ない

→ある，すこしある，の場合，それはどのようなものでしょうか？【公開： 】

．研究，教育の場での生活的動作について不便を感じていますか？下記の選択肢Ａ～Ｄの

中にあてはまるものがあれば○をしてください（複数回答可）。

Ａ．排泄に関して，不便を感じている。
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Ｂ．食事に関して，不便を感じている。

Ｃ．着替え，洗顔，整髪，化粧などに関して不便を感じている。

Ｄ．その他

→具体的にはそれはどのようなものでしょうか？（「その他」と回答した方は必須回答）

【公開： 】

．研究，教育の場での医療的なケア（服薬，たん吸引，酸素療法，人工呼吸器，経管栄養，

透析，導尿，摘便，パウチ交換など）に関して，不安を感じていますか？

ある すこしある ほとんどない ない

→ある，すこしあるの場合，それはどのようなものでしょうか？【公開： 】

困難の解決のために可能な取り組みについて，あなたのお考えを聞かせて下さい。 

．あなたがこれまでに見聞きした困難への支援について，評価できると思った取り組みは

ありますか？もし，あるのなら，具体的にはどんなことですか？可能な限り，固有名や地名，

組織名などを明記してお答え下さい。（記述式）【公開： 】

．あなたの抱える困難を解決するために，これから実現して欲しいと思えるアイデアや要

望があれば書いてください。（記述式・記載無も可）【公開： 】

．このアンケートでお答え頂いたことについて，さらに詳しくインタビュー等に応じて頂

ける方，もしくは来年度企画される対話型調査にご関心を持って頂ける方にお願い致します。

差し支えなければ，メールアドレスなどのご連絡先を頂けますでしょうか。

：もし調査についてのご意見などがあればお願いします（自由記載欄）【公開： 】

質問は以上です。調査にご協力下さり本当にありがとうございました。
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参考資料2 障害のある学生や研究者が置かれる科学教育環境に

関するインタビュー調査 

事前アンケート 

 基本情報

⬧ 現在の所属を教えてください

⬧ あなたの障害にあてはまるものに☑をしてください（複数回答可）

視覚障害

□盲 □弱視

聴覚・言語障害

□聾 □難聴 □言語のみ

肢体不自由

□上肢機能障害 □下肢機能障害 □上下肢機能障害 □他の機能障害

病弱・虚弱

□内部障害等 □他の慢性疾患（ ）

発達障害（診断書有）

□SLD □ADHD □ASD □重複

精神障害

□統合失調症等 □気分障害 □神経症性障害等

□摂食障害・睡眠障害等 □他の精神障害（ ）

発達障害（診断書無）

□SLD □ADHD □ASD □区分不明

⬧ 日常的に利用している支援機器に☑をしてください（複数回答可）

□点字プリンタ □立体コピー機 □拡大読書機

□点字携帯端末 □筆談器等 □車椅子・簡易ベッド等

□その他（ ）

⬧ 日常的に利用している人的支援について教えてください

□ノートテイカー □手話通訳者 □介助者 □支援動物

□その他（ ）

⬧ 日常的に利用している施設・設備ではどのような改修を行っているかを教えて

ください
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⬧ 自身の障害を公表している人に☑をしてください（複数回答可）

□家族 □友人 □担任の先生／直属の上司

□学校／所属機関 □その他（ ）

 科目分類

⬧ あなたが取り組む研究分野や受講している科目に☑をしてください（複数回答

可）

□情報学 □環境学 □人文学 □社会科学 □数学 □物理学

□化学 □工学 □生物学 □農学 □医学 □薬学

□その他（ ）

⬧ 研究活動や受講カリキュラムにおいて、困難が生じる作業はどのようなものか

教えてください

⬧ 研究活動や受講カリキュラムにおいて、どのようなコミュニケーション上の困

難が生じるか教えてください

 入学・着任時の困難

⬧ 学習や研究でどのような困難が想定されていましたか

⬧ どのような対応を要求しましたか

 入学・着任後の困難

⬧ 学習や研究でどのような困難を経験しましたか
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⬧ どのような対応を要求しましたか

 対話プロセス

⬧ 合理的配慮の申し出は誰から提案しましたか

⬧ 合理的配慮の申し出に対して誰が対応しましたか

⬧ 合理的配慮を決定はどのように行われましたか

⬧ 建設的対話は行われましたか

□はい □いいえ

⬧ 建設的対話が行われた場合、どのように行われたか、教えてください

⬧ 対話プロセスに関係した外部組織がありましたら、教えてください

 結果
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⬧ 合理的配慮によって、どのような変化がありましたか

⬧ 合理的配慮が行われた場合、その財源をわかる範囲で教えてください

⬧ 要望通りの配慮が提供されましたか

□はい

□いいえ

「いいえ」の場合、その理由を教えてください

⬧ 未解決の課題、今後に向けた提案がありましたら教えてください

⬧ 提供された配慮に対する感想を教えてください

 その他

⬧ その他何かありましたら、自由に記述してください
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インタビューガイド 

●インタビューをはじめる前にお伝えすること●

□ リラックスしてお話になりたいことを自由に話してください。

□ こちらの質問のあと、一呼吸おいて大き目の声でゆっくりはっきり話して下さい。

□ 下を向いたり、カメラを見ないで、出来るだけインタビュアーの顔を見てお話しください。

□ 体を大きく揺らしたり、マイクに触れたりしないように注意してください。

□ なるべく個人名や病院名を出さないでください。

□ お話になりたくないことは、話さなくて大丈夫です。

□ 障害を持ちながら学習することや、ご自身の専攻について、なにも知らない人に話すよう

に、話してください。

□ メモを見ながら話すと目線がずれてしまったり、紙がすれる音が入ったりしますので、メ

モを確認したいときは、話しながらではなく、いったん話を止めて、見てください。メモ

を見終わってから、話を再開してください。

□ インタビュアーはお話の途中で相槌を打つと声が重なってしまうので、なるべく声を出さ

ないようにしています。多少違和感があるかもしれませんが、話は聞いていますので、そ

の点はご了承ください。

□ お話が始まってから、 時間ほどで一度休憩を挟みます。その前に休憩が必要な時や、一旦

停止したいときは、合図をしてください。

□ 携帯電話等の確認（インタビュアーも）

●事前に確認すること（基本的には連絡票で確認。書いていなければその場で確認）●

□ 年齢

□ 障害区分

□ 手帳の有無

□ 学校の種別

□ 学校の設立者（国立か私立か）

□ 学校の全学生数

□ 学校での専攻

□ 大学での入学年度と卒業年度

□ 障害やご病気はいつからか

□ 大学に入る前の小・中・高の学校の種類

□ 職歴（研究者の場合）

●カメラテスト●

＜最初にカメラテストを行う。 秒程度・緊張を和らげるように＞

● 今日の天気

● 朝ご飯

●アイスブレイク●（必要時）

まず、最近嬉しかったこと・はまっていること、楽しいことなど明るい話題から入る。

●本題●

大学への入学を考えた頃から、受験などを経て、実際に入学されて学生生活を送った経験につ

いて、おおよそ時系列に沿って自由にお話しください。（学生の場合）

大学への入学を考えた頃から、受験などを経て学生生活を送り、現在のお仕事をするようにな

った経験について、おおよそ時系列に沿って自由にお話しください。（研究者の場合）
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●聞き方のポイント●

□ 「そのことで何か困りごとはありますか？」

□ 「その時の気持ちはどうでしたか？」

□ 「それをどうやって乗り越えてきましたか？」など

●質問項目●

インタビュアーは、インタビューをしながら、インタビュイーが話す内容を以下のチェックリ

ストでチェックして、漏れている場合は、追加の質問をする。すべてにチェックを挙げる必要

はない。

 進学

⬧ 進学を考え始めた時の思い

⬧ 進学準備

 受験

⬧ 受験勉強

⬧ 受験のための準備

⬧ 進学希望校との相談

⬧ オープンキャンパス

⬧ 受験日のこと

 修学開始時

⬧ 学校側との相談

⬧ 教員との相談

⬧ 具体的な相談内容、対応等

 学業

⬧ 科目の選択

⬧ 講義

⬧ 試験

⬧ 学内演習

⬧ 学外実習

 学生生活

⬧ 通学

⬧ 履修届提出の相談

⬧ 健診

⬧ サークル

⬧ 経済面

⬧ バイト

⬧ 教室等の施設利用

⬧ 図書館利用

 人間関係

⬧ 友人との関係

⬧ 教職員との関係

⬧ 介助者との関係

⬧ 当事者との関係

⬧ ご家族との関係

⬧ 医療者との関係

⬧ 障害学生同士のかかわり

 就活

⬧ 就活のための情報収集

⬧ インターンシップ
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⬧ 実際に就職してみて思うこと

 研究環境（研究者の場合）

⬧ 研究内容（おおよその一日の過ごし方）

⬧ 困難が生じる作業の種類

⬧ すでに行っている工夫や、受けている人的・物的支援、環境整備

⬧ 必要なもの

 その他

障害学生・研究者へのメッセージ
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参考資料3 SIGでのコメント・コードと関連する節および対応状況 

関連する節 コメントのコーディング 対応状況

理念と意義
（第 節）

や気候変動といっ
た普遍的な脅威の下で、既
存の様々な格差の拡大が起
きているという広いコンテ
クストの中に障害の問題を
位置づけるべき

「はじめに」の部分で、以下のような
記載を追加

本提言は、大学の 研究環境におけ
る、障害のある人々の包摂という限定
的なトピックを扱ったものではある。
しかしその射程はより広いと考える。
特に、 の世界的な流行によ
り、多数派も含めて、大なり小なり、
皆、社会環境とのミスマッチ ＝障害
を経験している 。例えば、大多数の
人々が大なり小なり経験している、閉
じ込められ、孤立し、周囲や家族との
つながりや交流がないことは、施設に
住んでいて「外に出る」ことができな
い障害者の経験と重なる。また
に関する信頼できる情報にアクセス

することが容易ではないことは、視覚
障害や聴覚障害のある人々が、情報保
障が十分に提供されていない中で、情
報へのアクセスが困難になる経験を想
像させるものである。加えて、
に関連性が強いと誤解されること

で、国籍や年齢、職業などを理由とす
る不当な差別をされる可能性が高まっ
ているが、これも障害者差別と地続き
であり、特に、医療サービスを受ける
人に優先順位がつけられたり、健康状
態に基づいて個人に付与される「命の
価値」に基づいて、優先順位の低い患
者はサービスが延期されたり、中断さ
れたりする可能性が高まっている。さ
らに、障害のある人だけでなく、教
育、労働からの排除は普遍化しつつあ
る。
このように、社会モデルに基づいて

障害を捉えるならば、 により
障害は普遍化している。そのような
中、 流行下で、以前は障害者
向けのソリューションとされてきたも
のが、今や汎用され始めてもいる 。
本報告書に述べられた、狭義の障害者
に対するソリューションは、社会環境
との間に障害を経験しているより多く
の人々にとっても有用なものが少なく
ないだろう。

理念を広く実現する必要が
ある

、 、 に、「理念を実現した
ら、どのような良いことがあるか」
を、意義①～③としてまとめている。
これを多くの人に共感してもらうため
の戦略は、提言書全体を通じて記載す
る。

医学・工学系学生など学内
の人的資源活用が必要

「 意義③：研究の共同創造」の
「 研究の共同創造の方法と人材育
成」の部分に、 や共同創造のアク
ティブラーニングに関する記述を追
加。
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実態
（第 節）

教育課程のコホート調査が
重要

提言 として、以下のように記載して
いる。

の 原則を踏まえつつ、初等・中
等・高等教育から大学の雇用環境に至
るまで、一貫した多様性・包摂・公
平・所属感をモニタリングする全国調
査を実施する

データ共有を責任追及では
なく状況改善の目的にしか
使わないという信頼醸成が
重要

実態の測定方法の部分に、下記の
文章を追加。

また、二次分析のために可能な範囲
で過去のデータ公開をすることは、透
明性や説明責任を果たすだけでなく、
新規の調査に無駄なコストをかけない
ために重要である。しかし、組織によ
っては、それが明らかになることで責
任追及や罰則の対象になることを恐れ
たり、あるいは調査者が、協力してく
れた特定の組織が公開に対してもつ恐
れを先取りしたりすることで、データ
公開に対して消極的になる萎縮効果を
発揮する場合がある。この萎縮効果を
減らすうえでは、データ公開を責任追
及や罰則ではなく、よりよい社会の実
現という積極的な目的のものでなされ
るという信頼を醸成することが不可欠
である。
この信頼醸成の実現を考えるうえで

参考になるのが、第 節でも詳述する
高信頼性組織研究の知見である。高信
頼性組織（

）とは、原子力空母、原子
力発電所、潜水艦、航空管制システ
ム、配電施設、医療分野や重要インフ
ラなど、複雑なシステムを備え、多様
な要求のなかで、わずかなミスやトラ
ブルが大きな危機につながる状況のな
かで、「ダイナミックな無風状態（

）」を保たなくてはな
らない組織のことである。第 節で述
べるように、 は“ ”
と呼ばれる組織文化を備えていなくて
はならない。“ ”とは、
個人や組織が失敗に学ぶとともに、失
敗に対する説明責任を果たすために、
「ヒューマンエラー非懲罰」という原
理の下、闇雲に失敗を非難し、断罪す
ることを避ける文化である。一般的な
組織における“ ”の成熟
度合いを測定する尺度の つである
「心理的安全性（
）」は、「対人関係においてリスクの

ある行動をしてもこのチームでは安全
であり、失敗や不得意なこと等、お互
いに対して弱い部分をさらけだしても
大丈夫だという、チームメンバーによ
って共有された考え」を数値化するも
のだが、 ピープル・アナリティ
クス・チームは 年に、高い成果を
達成するチームの条件として最も重要
なのが、心理的安全性の高さであるこ
とを報告した。そして、心理的安全性
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を高めるためには、自らの失敗や弱さ
を開示し、ヒューマンエラー非懲罰の
指針を明確に宣言する「謙虚なリーダ
ー」の存在が重要であることも、第
節で述べる。一部の組織だけではな
く、広く社会全体に信頼と心理的安全
性を広げ、データの隠蔽ではなく公開
への動機づけを高めるためには、ビジ
ネスや政治のリーダーが率先して、
「説明責任を果たすことを、責任追及
や懲罰ではなく、よりよい社会の実現
につなげる」という指針を打ち出す必
要がある。

さらに、提言 として、以下を追加。

の 原則を踏まえつつ、ビジネス
や政治のリーダーが「説明責任を果た
すことを、責任追及や懲罰ではなく、
よりよい社会の実現につなげる」とい
う指針を出す

は大学を対象とした実
態調査に強制力を持って関
与できる立場にない

の名称を、該当箇所から削除

内閣府 を障害のある
研究者の実態把握に活用で
きるのではないか

脚注 に、以下の記載を追記：

例えば、内閣府 （

）は、内閣府が開発した各種分析
機能を用いて、大学等の研究機関にお
ける「研究」「教育」「資金獲得」に関
するエビデンスを収集し、インプット
とアウトプットの関係性を「見える
化」し、関係省庁や国立大学・研究開
発法人等の関係機関に対して分析機
能・データを共有するプラットフォー
ムである。このデータベースにダイバ
ーシティ＆インクルージョンに関する
データを紐づけることができれば、実
態把握が進むことが期待できる。

技術的・制度的解決策
第 節

財源の議論が必要 に、以下の記載

合理的配慮の提供を財政面から支援す

る仕組みもまた重要である。例えば米

国の国立科学財団（

） では、

＆

とい

う、助成対象の研究プログラムの遂行

に必要な支援機器や支援者、環境を提

供するプログラムを実施している。例

えば、特定の機器を操作するための補

綴装具、音声を視覚的な信号に変換す

る装置、特定の場所へのアクセスや移

動手段、プロジェクトに関連する特殊

技能を有する読み上げ者・翻訳者、プ
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ロジェクト実施するために必要な装置

などが認められている。
経営やファンディングの専
門家の意見を聞くべき

分野における合理的配慮の末
尾に以下の一文を追記。

「こうした助成制度の導入に加え、事
業的観点から、スタートアップ・ベン
チャー・既存企業などからの合理的配
慮を推進する等の取り組みも必要であ
る。」

分野における基礎的環境整備
の アメリカ政府や学協会のガイド
ラインと好事例の末尾に、以下を追
記。

「さらには、スタートアップ・ベンチ
ャーや企業、 などの幅広いステーク
ホルダーを巻き込む仕組みも検討
し、」

バーチャル実験室・遠隔実験室の
末尾に以下の一文を追記。

「技術開発の進展が著しい 、 、Ｍ
さらにはメタバースにも注目し、こ
うした領域に知見をもつスタートアッ
プ・ベンチャーとの共同研究・協業も
視野に取り組むことが重要である。」

英語のできる手話通訳者の
養成が必要

に、以下の記載

専属手話通訳者の要件としては、手話
に堪能であること、科学技術を学ぶ意
欲と能力があること、担当する聴覚障
害者と円滑にコミュニケーションをで
きること、英語の通訳もできる等があ
げられる。

や気候変動といっ
た普遍的な脅威の下で、既
存の様々な格差の拡大が起
きているという広いコンテ
クストの中に障害の問題を
位置づけるべき

に、以下の記載

実験室での活動は、科学を学ぶために
重要な役割をもつ。教室で行うような
授業をオンラインで受けることができ
る環境が既にある一方で、実験・実習
についての遠隔教育の実践は、あまり
普及していない。実技の習得には、ハ
ンズオンの技能や課題を解決する能力
などが求められ、これらは伝統的に実
験室や、フィールドワークによって取
り組まれてきた。実験は研究教育機関
の実験室で行われるが、 年からの

への感染対策によって、対面
のコミュニケーションが制限され、遠
隔で科学を学んだり、研究するための
新たなアプローチの必要性はさらに高
まっている。

物理的環境の改善に向け、
より具体的な政策提言が必
要

． に、以下の記載を追加

アクセシブルな実験室を普及させるた

めに、海外の事例を参考にしつつ、国

内での法制度や文化に合うガイドライ

ンを作成する必要がある。さらに日本
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でも、これらの基準を満たし、障害者

の利用が可能な整備を施した実験室を

実際に構築することにより、モデルと

して示すことも有用であると思われ

る。
現場からのフィードバッ
ク、「共創」が重要
バーチャル実験室の実装化
にはベンチャー企業を巻き
込むのが良いのでは

． に、以下を追加

実験室バリアフリー化の実践を組織

内および国内全体に広めていくために

は、海外の事例を参考にしつつ、国内

での法制度や文化に合うガイドライン

を作成する必要がある。さらに日本で

も、これらの基準を満たし、障害者の

利用が可能な整備を施した実験室を実

際に構築することにより、モデルとし

て示すことも有用であると思われる。

このためには学外の教育関係者、理化

学機器メーカー、障害者団体など多く

利害関係者の間での合意が形成されな

ければならない。継続的な議論を行う

ための協力関係や、プラットフォーム

が求められる。
実験室の安全基準には国交
省のガイドラインが参考に
なる
大学もバリアフリー法の対
象に含めるよう提言すべき
まずガイドラインを作り、
ある程度実装されたところ
で法律を作るのが常套的
バーチャル実験室には高さ
等の数字も追加すべき

． に、以下を追加

移動の利便性・安全性を促進するため
に制定された日本の「高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法
律施行令」（バリアフリー新法）で
は、公共性のある建築物について努力
義務のある基準として、移動円滑化基
準を定めている。また、バリアフリー
化の最低限の基準としての「利用円滑
化基準」が定められており、大学など
の特定建築物の増改築の際には，この
基準への適合努力義務が生じる。また
特別支援学校などの特別特定建築物に
おいては，基準適合が義務化されてい
る。さらに。より優れたバリアフリー
化の基準として、利用円滑化誘導基準
も定められている。大学においても障
害のある学生が活動することを考慮す
れば、大学も特別特定建築物相当とみ
なし、移動円滑化基準の適合が義務化
されるべきである。

作業分析の事例をどう増や
すか

に、作業分析の記載を追加

大学で合理的配慮を決定する際に、学
生と教員、障害学生の支援者の三者が
お互いの意見を何度もキャッチボール
をしながら歩み寄る、建設的対話とい
う手続きを取る。実験で行うすべての
作業は、障害のない多くの学生にとっ
ては問題なく実施できるものである
が、障害のある学生の場合、どの作業
に困難が生じるかについては、事前に
評価する必要が生じる。しかし実際に
は、実験で行われる作業については文
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書で提示されており、それぞれの作業
を行うために必要な身体機能は言語化
されていないなど、明示されないこと
がほとんどである。 科目の内容によ
って、学生が実施する作業は多岐にわ
たり、障害によっても支援のあり方は
異なってくる。障害支援に知識を持
ち、かつすべての科目の実施内容につ
いて把握しているような人材は稀であ
り、障害学生にする適切な支援を決定
する手続きのためには多くの時間が必
要となる。今後理工系分野で障害学生
の支援を現実的に進めていくために
は、建設的対話を効率よく行うための
環境が求められる。

研究ではサクセスストーリ
ーの共有が重要
当事者のニーズに基づいた
キャリアサポートを
「向いている／いない」の
判断の難しさ

に、以下を追加

障害をもつ学生自身や、周囲の関係者
に対して、支援者の利用についての認
知度の低さ、利用についてのバイアス
や誤解などについて、事例を示して対
応していく必要があると思われる。ま
た、障害のある研究者による 分野
における自身の体験の語りの集積も有
効であろう。

文化的解決策
第 節

早い段階での はマイノ
リティへのスティグマ低減
にも意義がある

に下記の記述を加えた。

共同創造を実装することの意義は、イ
ンクルーシブ社会の実現に資する知識
を生産するだけでなく、②組織的なバ
ックアップを得つつ、③マイノリティ
とマジョリティが共通の目標をもち、
④対等な関係で協働しつつも、⑤互い
が属するグループ間の権力格差やさま
ざまな資源配分の偏りの歴史を意識す
るという、スティグマ低減の接触条件
をも満たすものであり、共同創造は前
項のアンチ・スティグマ戦略の一環と
しても有望なものといえるだろう。

インクルージョンに感性を
持つ若い世代とつながる重
要性

表 で「共同創造とインクルーシブな
研究室運営を学ぶ院生向け講義」を事
例紹介するとともに、提言 に「アカ
デミアにおける研究の共同創造を推進
するため、共同創造ガイドライン策
定、共同創造を実践する 、ユーザ
ーリサーチャー制度のモデル事業・支
援事業を行う」を記載した。

学生に当事者視点と社会モ
デルの観点を伝えることが
重要

同上

ベンチャーなど多様なセク
ターを共同創造に巻き込む

で、インクルーシブなモデル実
験室を構築するために、学外の教育関
係者、理化学機器メーカー、障害者団
体など多く利害関係者との連携が重要
だと記載。

で、研究の共同創造のためにはマ
イノリティ共同体との連携が重要だと
記載。

当事者側にも自分のことを
表現できるようになるため
の支援が必要

に以下のような記述を行った。

マイノリティ共同体の内部に目を向け
ると、たとえ同じカテゴリーを共有し
ていたとしても、そのカテゴリーに還
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元できない多様な身体や歴史を持つメ
ンバーがいる。したがって共同創造か
ら置き去りにされる当事者をなるべく
少なくするには、周縁化された当事者
も、自分のことを表現できるようにな
るための支援や、マイノリティ共同体
の運営がより民主的に行われるような
体制づくりが必要である。

障害カテゴリーを個別性の
中に溶かして無効化する普
遍化は避けるべき

に以下の記述を行った。

「スティグマを減らすために「相手を
グループ帰属で見るのではなく、個人
としてみることが大切だ」という考え
方が強調される場面がしばしばある。
それは決して間違いではないが、特に
自己スティグマの低減に関していう
と、それだけでは不十分であることも
知られている。お互いに、唯一無二の
かけがえのない個人として、対等な接
触をするということは大事だが、人は
個人としてのみ生きているのではな
く、先人たちから受け継いだ豊かな価
値、知識、技術、制度、慣習、人間関
係などの資源によってはじめて、生存
や活動が可能になる存在である。そし
て、これらの資源は、長い歴史の中
で、マジョリティ向けに使いやすいよ
うにデザインされていたり、利用する
権限がマジョリティに多く配分されて
いたりする。対等な個人として接触す
るだけでなく、こうした、⑤互いが属
するグループ間の権力格差やさまざま
な資源配分の偏りの歴史を意識しつつ
接触しなければ、自己スティグマは減
らない 。」

さらに、同じ個所に、自己スティグマ
を解消するには、個性尊重主義的なア
プローチよりも、多文化主義的なアプ
ローチが有効であることを示す研究を
紹介した。

個体レベルとカテゴリーレ
ベルの両方において多様性
が尊重される必要がある

同上

障害を個性や才能とみなす
ことの危険性

才能とみなすことの危険性について
は、 で、アカデミアにおける能力
主義の浸透が、障害者差別に寄与する
知の生産や、障害者の排除と密接に連
関していることを指摘。
個性とみなすことの危険性について
は、 で、個性尊重主義的なダイバ
ーシティ インクルージョン戦略が、
自己スティグマに対して悪影響を及ぼ
しうることを指摘。

多様なニーズの可視化 において、ダイバーシティ イン
クルージョンの実態を測定するツール
を紹介するとととに、提言 に、以下
のように記載することで、多様なニー
ズをシステマティックに可視化する仕
組みを提案。

「 の 原則を踏まえつつ、初等・
中等・高等教育から大学の雇用環境に
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至るまで、一貫した多様性・包摂・公
平・所属感をモニタリングする全国調
査を実施する。調査結果は、可能な範
囲で、内閣府 などを活用して公
開する。」

プロジェクトの成果を広く
発信し当事者研究者にロー
ルモデルや発表の機会を提
供すべき

に、下記のような記載。

「また、障害のある研究者による
分野における自身の体験の語りの集積
も有効であろう。」

また、提言 で、以下のような記載。

「‥‥ さまざまな学問分野、キャリ
アレベル、障害の種類に応じた合理的
配慮の事例をまとめたリポジトリデー
タベースを整備する」

メディアの活用の重要性 能力評価の方法の見直しの、
市民の中心 周縁構造と当事者研究の
部分に、下記のような追記を行った。

「例えば国立研究開発法人科学技術振
興機構では、地域における社会課題解
決に向けた共創を促進する支援プログ
ラムである「未来共創イノベーション
推進事業」、多様なステークホルダー
が対話・協働する科学フォーラム「サ
イエンスアゴラ」、多様な人々が、教
育現場や家庭などのあらゆるところで
科学技術と社会の関係について語り合
い、より良い未来社会をともに実現し
ていくことを目的として発行する電子
雑誌「 （サイエンスウ
ィンドウ）」など、障害の有無を超え
た研究の共同創造の推進プラットフォ
ームを提供しており、ここに障害イン
クルージョンに関わるコンテンツを実
装するなども検討しうる。」

「はじめに」の書きぶりは
強すぎるか
現状の説明、問題意識（は
じめに～ 項）は、表現
を読みやすく

大幅な削除と修正

当事者によるヒューリステ
ィック・デバイスとしての
社会モデルの意義

社会モデルの意義については、第１
節、第４節で記載。

女性教員の現状は数値で表
すべき

今回は女性教員の現状についての記載
は削除。

合理的配慮の射程をもっと
広めにとることは可能

脚注 に以下を記載した。

「合理的配慮の概念には広狭二つの意
味がある。大学等が事柄（就学、就
労、研究など）の本質部分に関して等
しい障害者を等しく取り扱うために
は、事柄の非本質部分に関して適切な
調整を施すこと（スロープの設置、テ
キストデータや点字資料の提供など各
種障壁の除去）がときに必要となる。
大学等がそのような適切な調整を過重
な負担のない範囲で行うことを広義の
合理的配慮という。大学等がこの合理
的配慮を怠ることにより、事柄の本質
部分に関して等しい障害者を等しく取
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り扱うことができなければ、障害者差
別が発生しうる。特に、大学等が特定
の障害者個人から申出を受けた後に、
そのような適切な調整を過重な負担の
ない範囲で行うこと（個別的・事後的
な合理的配慮）を狭義の合理的配慮と
いう。日本の障害者差別解消法にいう
合理的配慮は狭義のものを意味する。
国連の障害者権利委員会の一般的意見
号（ 年）も、障害者権利条約 条
に定義する合理的配慮を狭義の意味で
理解している（

）。大学等が特定の障
害者個人からの申出を受ける前に、あ
らかじめ障害者集団（視覚障害者、聴
覚障害者、肢体不自由者、精神障害者
など）のために適切な調整を施してお
くこと（集団的・事前的な合理的配
慮）は、狭義の合理的配慮に含まれな
い。集団的・事前的な合理的配慮は、
障害者差別解消法 条に定める環境の
整備（事前的改善措置）や、国連の障
害者権利委員会のいうアクセシビリテ
ィ義務にあたる。松井彰彦・川島聡
「制度の隙間をなくす――特別制度か
ら一般制度への昇華」『経済分析』（内
閣府経済社会総合研究所、 年）第

号 頁等参照。」
最後のところ（ 項）は
「収集と発信」を踏まえた
共同創造に力点を

議論が発散しないように、 項を削
除し、大規模に簡略化して に統
合。

今回はアカデミアにおける
障害のインクルージョンに
的を絞る
射程を障害者に限定するべ
きか、すべての人間の「価
値」まで広げるべきか

明言はしていないが、注 に、以下
のような記載。

「憲法学者の樋口陽一が指摘する近代
の人権におけるアポリアは、決定内容
を問わず自己決定という形式を重視す
る主観主義的な立場と、自己決定や民
主主義によっても変えてはならない客
観的価値としての尊厳を重視する客観
主義的な立場との対立であり、両解釈
の間には緊張関係がある（「人権主体
としての個人――“近代”のアポリア
――」憲法理論研究会編『人権理論の
新展開』（敬文堂、 年）
頁）。能力主義を基本的な立場とする
大学やアカデミアは、自己決定などの
主観主義的な立場に親和的であるから
こそ、無条件に認められる客観的価値
である尊厳の意義に十分に留意する必
要がある。」

さらに注 では、当事者研究に影響
を与え、また、共同創造の好事例のひ
とつでもある依存症自助グループが、
民主主義や能力主義、自己決定といっ
た近代的な価値によっては相対化し得
ない客観的価値である尊厳を守ろうと
する実践に示唆を与えている点に触
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れ、以下のように記載。

「他者に安心して依存できず、自分自
身に過度に依存する依存症者の思考・
行動様式は、能力主義や意思決定権、
自立（ ）といった近代的
個人の理想を先鋭化させたものといえ
るかもしれない。実際、社会学者のギ
デンズ（ ）は、近代的な規範
こそが依存症の生みの親だと指摘して
いる。依存症自助グループは、近代的
個人が否応なしに巻き込まれる、人間
不信や能力主義、孤立から、近代に居
ながらにして距離を置くための対話実
践を洗練させてきた。そこから、能力
主義に身を置きながらも、能力によっ
て人間の価値や尊厳の序列化を行うこ
とのない大学やアカデミアの実現に関
する示唆を得ることができるだろう。
他方、障害者運動をはじめとしたマイ
ノリティ運動の多くは、マジョリティ
のみが近代の恩恵にあずかり、自由と
解放を得ている状況を批判し、能力主
義、意思決定権、自立、人権といった
近代的価値をマイノリティにも普遍化
することを目指してきたといえる。」

高齢者も射程に含め、ビジ
ネス界にアピールを

に、障害の有無を超え、高齢者を
含むさまざまな市民との共同創造の好
事例について、以下のような記載。

「特に 年度より、新型コロナウイ
ルス感染症による社会事象や社会変革
等を踏まえた科学技術リテラシーやリ
スクリテラシーの取り組み、科学館や
博物館等における一般社会の意見収集
や市民による政策過程への参画の取り
組み、 や など の実現
に不可欠な最先端技術も活用した年
齢、性別、身体能力、価値観等の違い
を乗り越える対話・協働活動の取り組
みなど、多層的な科学技術コミュニケ
ーションの強化が目指されている。」

大学でのインクルージョン
における能力＝主観主義と
尊厳＝客観主義の対立
能力を「量」で評価しない
工夫が必要
アカデミアは健常でも参加
が難しい、という視点の包
含
客観的・無条件的価値を前
提とするか、しないか
能力主義を全否定しない方
向に

において、「大学や研究機関をイ
ンクルーシブにするという目標は、ど
のような人でも組織の構成員になれる
ということを意味しない。大学に限ら
ず多くの組織は、特定の財、サービ
ス、知識、技術などを新たに生み出
し、供給するミッションをそれぞれに
持っており、そのミッションを効果的
に遂行できる人材を選抜する。その意
味で、組織には排除の力学が否応なし
に働く。したがって、大学をインクル
ーシブにするとしても、試験などを利
用して、一定の内的潜在能力を備えて
いると判断された人々が、大学に構成
員として招かれるという基本的な仕組
みは変わらない。」と記載し、能力主
義は否定しきれない点を記載。

また同時に、 で、インクルーシ
ブ社会の実現に資する知の生産をひと
つのミッションとするアカデミアにお
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いて、障害者としての経験自体が評価
に値することを、以下のように記載。

「すでに述べたように、大学やアカデ
ミアが採用すべき能力基準は、人類や
社会に資する知がどのようなものであ
るかというミッションに依存して決め
なくてはならないが、今日ますます、
大学やアカデミアに対して期待される
ようになったのは、インクルーシブな
社会の実現に資する知を生み出すとい
うミッションである。このミッション
を達成するうえで、 で述べた研究
の共同創造という考え方は、障害など
のマイノリティ当事者としての経験を
持つこと自体が構成員としての評価に
値する基準の一つになりうることを意
味する。」

項はチーム採用（集団
的能力に基づく採用）を提
言するが、踏み込み過ぎか
チーム採用のアイデアはも
う少し細部を詰めるべき
知的障害者による実践の事
例

ここについては、今回は時期尚早と考
え、削除。
代わりに に、 などにおけ
る、「固有のライフコースやバックグ
ラウンドを考慮に入れた評価」の試み
を紹介。

や気候変動といっ
た普遍的な脅威の下で、既
存の様々な格差の拡大が起
きているという広いコンテ
クストの中に障害の問題を
位置づけるべき

で、以下のように記載。

「第 節でも述べたとおり、障害の社
会モデルの考え方にもとづけば、

による社会環境の急激な変化は、
移動・医療・仕事・教育・情報におけ
る社会的排除や差別など、障害という
現象が、マイノリティ市民だけでな
く、マジョリティ市民にまで普遍化す
る状況を引き起こしている。その結
果、在宅ワークやリモート会議など、
障害のある人々が以前から活用してき
た様々なツールが汎用され始めてもい
る。しかし同時に、障害の増大は均等
に起きているのではなく、子どもや障
害者、差別にさらされてきたグループ
や社会経済的状況の低いグループは、
そうでない人々よりも、より一層深刻
な状況に陥り、格差が拡大してもい
る。市民という広い共同体の中で周縁
化されるマイノリティ市民、そして、
マイノリティ共同体の中で周縁化され
る当事者たち――こうした入れ子状の
中心－周縁構造を踏まえた上で、当事
者研究や共同創造を実装していく必要
があるといえるだろう。」

政策提言
第 節

政策提言においては順序を
含んだロードマップの提示
が重要

図 に、障害インクルーシブな 教
育研究環境実現に向けたロードマップ
を提示。

が自分に対して責任を
課すというトーンが重要

提言 で、下記のような記載を行う。

「 の 原則を踏まえつつ、ビジネ
スや政治のリーダーが「説明責任を果
たすことを、責任追及や懲罰ではな
く、よりよい社会の実現につなげる」
という指針を出す」

具体的なアクションと手ご
たえの実感からトラストが

において、データの共有と二次利
用の推進に不可欠な、「信頼醸成」の
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生まれる 実現を可能にするための条件を記載す
るために、高信頼性組織（

）研究を参
照。
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